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本稿の目的は，高度経済成長期以後の都市部における青年の集団形成に，どのような意義が見出され

ていたのかを検討することである。高度経済成長期以後も,都市青年自身によって集団形成に関する議論

が続けられていた組織が,日本都市青年会議市青年会議である。そこで本稿では,日本都市青年会議の記

録を基に，都市青年の集団の必要性が当時どのように論じられていたのか検討した。その結果,都市青年

による集団形成は社会参加を促進するものであり,青年の社会参加によって望ましい地域像と青年像を

構築していく過程として位置づけられていたことが明らかになった。  
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1 はじめに 

 本稿の目的は，都市部における青年の集団形成

にどのような意義が見出されてきたのかについ

て検討することにある。特に，都市化が進行して

いたとされる 1960 年代から 1980 年代にかけて

の議論を主な対象とし，都市青年の集団の全国組

織である日本都市青年会議（以下，日都青）を事

例として検討していく。 
 青年による集団形成に関する研究は，前史とし

て位置づけられる若連中，若者組等と呼称される

江戸時代以前からの年齢階梯集団に関するもの

から，青年団の創設期である明治期，青年団の全

国組織化が進められた大正期，国家に動員されイ

デオロギーの問題が噴出した昭和期と，各時期に

様々な課題が見いだされ，主に太平洋戦争期まで

の，青年集団が全国的に組織され展開していった

頃に着目した研究が多く存在している1。また太

平洋戦争後の青年集団の動向に関しても，日本青

年団協議会（以下，日青協）が多くの記録を残し
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ている他，青年集団の取り組みを対象とした研究

が数多く進められていった。中でも青年の集団形

成とそれによる教育的意義については，共同学習

論が日青協の共同学習運動の旗印となり，後々ま

で大きな影響を現場の実践に与えたものとして

位置づけられている2。しかしその一方で，1966
年の日青協の報告書に，“青年団員の労働者化が

始まったとき，青年団の崩壊も始まった”と記さ

れていることが端的に表しているように3，青年

の集団形成の難しさに言及する研究が 1960 年代

以降増加していくこととなり，一般には青年集団

の崩壊・解体は，都市化・工業化と関わるものと

して論じられることとなる。こうした論調は

1980 年代にかけてより強まっていき，生活集団

から機能集団へと青年集団の質が変化したこと

に言及した那須野4や，未来への期待値の低下に

よる，青年に対する時間的アプローチの有効性の

低下が集団離れにつながったとする田中5等，青

年集団の変化の内容についても様々に言及され

ていくことになるが，ここでもやはり時代的背景

として“経済偏重の「高成長」時代”や“1960
年代の高度経済成長時代”について言及されてい

る。つまり，1960 年代以降の社会の急激な変化

としての都市化が青年のあり方に大きく影響を

与え，それによって青年集団が「見えない」「集

まらない」ものになった6というのが，都市化と

青年集団の関係についての主な論調であるとい

えるだろう。 
 また，こうした流れを受け，1980 年代以降の

青年教育は青年集団よりも青年個人を重視する

方向へと視点を移していくこととなる。例えば田

中（2002）は，集団離れをした後の青年に対する

働きかけ方について空間的アプローチに言及し，

具体的な事例をあげつつ“集団づくりにこだわら

ず，「個人」としての子どもや若者の遊びや余暇

活動の条件づくりを行うもの”と論じているが7，

これは青年教育の着眼点が青年によって形成さ

れた「集団」から，一人一人の青年という「個人」

へと移っていったことを端的に示している。当然

のことながら，一定の空間を共有する存在として

の仲間づくりという視点は残しているものの，集

団が前提として位置づけられるものではなくな

ったことで，特に新しい都市的な環境下にある青

年の集団に対する注目も低下していったことが

うかがえる。こうした青年個人への着目は，都市

部に流入した青年を地域的なしがらみから逃れ

た自由で自立した個人ととらえる当時の青年観

とも深く関わるものであり，都市化の進行の影響

を強く受けたものであった。 
 しかし，都市化した環境の中で生活する青年が

形成する集団は，全く存在しなくなったわけでは

ない。むしろ 1960 年代の頃から，集団就職等に

よって地方から都市部に出てきた青年たちによ

って，既存の青年団とは異なる形式の集団形成が

求められていたことは，これまでも繰り返し指摘

をされているところである。都市の青年は地域の

青年会の他に様々なサークルや雑誌の購読グル

ープ，同郷出身者のグループ等，多様な形態で集

団形成をしており8，一人で複数の集団に所属し

ていることも少なくなかった。那須野（1976）は

“昭和三〇年ころには、日青協会員が約三〇〇万

人、グループ・サークル会員が五～六万人、それ

にたいして昭和四五年ころには、前者が五〇～六

〇万人、後者が約三〇万人”と推定しているが9，

この数値からも都市部における新しい集団に所

属する青年が，この時期に急激に増加していたこ

とがうかがえるであろう。当時の通説として“青

年団はもう歴史的遺物だ。（中略）いわばねぐら

にすぎない地域に集団をつくる意味などは全く

ない”と言われていたとされるが10，実際には都

市青年の集団は，それまでとは異なる形式で活動

を継続していたというのが実態であろう。 
 また，青年自身による集団形成への渇望は現代

でも指摘されるところであり，例えば久田はコン

ビニの前や公園の片隅にたむろする子どもや若

者について“彼らは、孤立しているわけではなく、

そういうところに集っているのである”と論じ11，

青年のための空間が制限されている現代社会で

もどうにか仲間と集まろうとする青年の姿を描

き出している。こうした青年のつながりは，組織

化せずに自由で緩やかなつながりとなっている

点で 1950 年代のロハ台研究で描かれた青年像に

も通じる部分があるだろう。都市化が進行した

1960 年代から現在に至るまで，青年たちにとっ

て集団形成や仲間とのつながりが一定の意味を

持つものであり，都市空間の中でどうにかして仲

間を見つけようと奮闘する青年たちの姿が認め

られるのである。 
 1960 年代以降から現在に至るまで，都市化の

文脈の中で，地域のしがらみから逃れた自由で自

立した存在としての青年像と，都市空間の中で孤

立しつながりを求める存在としての青年像とい
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う，二つの青年像が成立してきたといえる。都市

青年の集団形成は，この二つの青年像の接点をど

のようにして見出し，都市空間における青年の立

ち位置をどのように想定するかという課題を提

起するものだったと考えられる。しかし，そうし

た都市部における青年たちの姿は，これまであま

り目を向けられることがなかったのではないだ

ろうか。本稿はこういった課題意識の下，まず都

市青年たち自身が自らの取り組みをどのように

位置づけていたのかを明らかにするため，日都青

の取り組みに着目するものである。 
 本稿で対象としている日都青は，1950 年代の

活動を基盤としながら 1969 年に発足し，その後

今日に至るまで活動を継続してきた都市青年の

全国組織である12。都市化が進行する社会の情勢

を背景としながら，都市青年自身が自らの取り組

みを社会的に位置づけようとして作られた組織

であり，日本全国から参加者が集まる大規模なも

のであった。そのため，日都青における議論を概

観することで，都市青年の集団形成について，社

会的にどのような意義が見出されていたのかを

明らかにすることができると考えるのである。ま

た，日都青は歴史もあり組織も全国的に展開して

いる大規模なものであるにも関わらず，これまで

ほとんど研究の対象とされてこなかった。これは

青年に関する全国組織としては，より大規模な日

青協の存在があったこと，当時都市青年の集まり

というと政治的な色彩を持つものとして認識さ

れていたこと等が理由ではないかと考えられる

が13，現在に至るまで日都青の取り組みに関する

総括は行われていない。そのため本稿は，日都青

の取り組みについて整理することも試みるもの

である。 
 以上のことから，まず第 2 章では青年概念の歴

史を振り返りつつ，都市化が進行する以前には青

年による集団形成がどのように位置づけられる

ものであったのかを検討する。青年という概念が

登場した頃に，山本滝之助が著書『田舎青年』の

中で，都市部の書生に対置する形で田舎に暮らす

青年たちを位置づけようとしていることに見ら

れるように，青年概念にとって「都市―農村」と

いう地域差と，そこに存在する様々な格差は当初

から無視し得ないものであった。また，山本は青

年集団のポジティブな教育力に着目した人物と

しても位置づけられており14，青年の集団形成も

この時期から議論されるようになったと考えら

れる。第 2 章では「都市青年」と「集団形成」と

いう，本稿における主要な二つの概念について，

初期の議論でどのように位置づけられるもので

あったのか，またその後どのように論じられてき

たのかについて概観する。 
 第 3 章では，戦後初期から高度経済成長期にか

けて，農村部から都市部に青年が流れ込んだこと

による都市青年の内実の変化について言及し，そ

の中で青年による集団の位置づけがどのように

変化していったのかについて論じる。先述の通り，

1960 年代以降の都市化によって，青年たちの生

育環境は大きく変化し，青年によって求められる

青年集団のあり方も移り変わっていったと考え

られる。こうした，都市化によって生じた青年集

団の特徴や課題を把握するためには，まず当時の

社会がどのように変化し，その中で青年たちの社

会的位置づけがどう変わっていったかを把握す

る必要があるだろう。 
 第 4 章では，本稿で主要な対象としている，日

本都市青年会議の設立過程や主な活動の内容に

ついて概観していく。日本都市青年会議は 1969
年に第 1 回が開催されているが，その前身となる

五大市青年団体協議会は 1953 年に設立されてお

り，さらにそこに至るまでの都市青年の取り組み

は，1925 年の大日本連合青年団発足の際から言

及されてきている15。また，日本都市青年会議設

立後は年に一度全国大会を開催し，全国から青年

が集まって議論・交流を重ねている記録が残され

ている他，1977 年からは指導者研究協議会，1994
年からは青少年担当行政職員セミナーと，対象や

テーマを絞り込み，全国大会から派生する形で取

り組みの幅を広げてきているため，そこでの議論

の内容をまとめていく。 
 第5章では日都青でどのような議論が為されて

おり，そこでどのような青年集団が想定されてい

たのかを検討していく。サークル等新しい集団の

形式が広まっていく中で，それまでの地域青年団

に比べて，大きく二つの特徴が指摘されている。

一つは地域社会とのつながりの希薄化であり，も

う一つは全国規模の組織との一体化の難しさで

ある。こうした課題に対し，日都青がどのように

応えようとしていたのかの検討を通し，都市青年

の取り組みが社会的にどのように捉えられてい

たのかを考察していく。 
 

-  3  -



 

 

2 都市化以前の青年集団 

2.1 「青年」概念の誕生 

 青年という言葉は，時代によって様々な意味を

付与されながら用いられ続けてきたものである。

そのため，都市青年について検討するために，ま

ず青年という言葉の用いられ方について概観す

る必要がある。 
 江戸時代以前にも，使用された数は少ないが，

青年という単語は存在していたという指摘もあ

るものの16，明治の初期までは「青年」といえば

「若い時」「年齢が若い」といった意味で使われ

ており，「若い者」として青年の語句を最初に使

ったのは，1880 年に Young Men’s Christian 
Association を「基督教青年会」と訳した小崎弘

道だとするのが通説である。また，青年会という

名称だけでなく，YMCA が目指したキリスト教

による近代的な自我の確立という思想は，以後の

青年集団に大きな影響を与えたとされる17。それ

までは若い者を表す語句として，「わかもの（少

年）」や「わかうど（後生・壮佼）」といった言葉

が別にあり，しかもこうした言葉には血気盛んな

者や何らかの意味で大人になれない者といった，

特に明治期以降は否定されるようになった性質

が含意されていた。 
 現代の用法に通じる意味で「青年」という言葉

を最初に用いたのは徳富蘇峰だとされるが18，徳

富の以前から青年という言葉は急激に広まりつ

つあった。1880 年に小崎が東京基督教青年会を

結成した後，青年に関する様々な雑誌が発行され

るようになっており，同年創刊の東京基督教青年

会の機関紙である『六合雑誌』をはじめ，自由党

系の団体が 1882 年に創刊した『青年自由党雑誌』，

茨城県の下妻で結成された常総青年会が 1887 年

に創刊した『常総の青年』等，様々な団体から青

年（会）に関する雑誌が発刊された19。徳富が 1887
年に『国民之友』を創刊し，また『新日本之青年』

を著したことは，こうした青年に関する論調の高

まりの中に位置づけられる。 
 『新日本之青年』は，1885 年に徳富が熊本の

私塾である大江義塾で行った演説が基となり，後

に出版されたものであるが，そこでの主張は“時

代の転換の宣言，「未来ノ世界」を知りうるのか

という問いかけ，未来を担う次世代として「青年」

を前面に押し出し，その重要性を強調すること，

そしてその「青年」を教導する「教育」の役割の

重大さを訴えること”という，非常に未来志向的

なものとして概括される20。つまり徳富にとって，

青年とは時代の転換点にあって，未来の新しい社

会を担う存在として位置づけられる存在なので

ある。こうした姿勢は『国民之友』の巻頭にある

“旧日本ノ老人漸ク去リテ新日本ノ少年将ニ来

リ、東洋的ノ現像漸ク去リテ泰西的ノ現像将ニ来

リ、破壊的ノ時代漸ク去リテ建設的ノ時代将ニ来

ラントス”という一文からも読み取ることができ，

旧日本と対置する形で，圧倒的に善なるものとし

て「新日本」という概念を置く二項対立図式が，

未来志向の「青年」像を支えていた。 
 そして，この未来志向の「青年」像の内実につ

いては、「旧日本・東洋的・破壊的―新日本・泰

西的・建設的」という二項対立図式の中に位置づ

けられたことで，新日本の建設に必要だと考えら

れていた西洋近代精神と深く結びつけられてい

たことがうかがえる。これについて北村は，福澤

諭吉からの影響に言及しつつ，近代の精神が“心

に感じたものごとを、言葉を媒介にして表象化し、

議論という手続きをへて「知識」へと編成するこ

と”を重要視するものであったとし21，個々人の

内側で働く近代の精神を「表象機械」と表現して

いる。そして自己の存在や目的が表象され鮮明化

することで可能となる，合理性・合目的性こそが，

西洋近代精神の特徴であり，近代国家の基盤とし

てその形成が急務だと認識されていたことを指

摘している。 
ただし，ここで指摘される合理性・合目的性と

は，西洋的な近代社会・国家の確立へと収斂して

いくものであり，生活の糧を求める身体としての

自己や，生身の存在の欲求は，そうした近代的な

理想の社会・国家の実現を阻むものとして位置づ

けられることもあった22。言い換えれば，合理性・

合目的性は，個人的な立身出世などとは切り離さ

れたものとして，国家や社会の発展に資する行動

へと青年を駆り立てるものでもあったのである。

青年の役割とは即ち，自己を含めあらゆる物事を

表象する能力を得ることで，合理的・合目的的な

近代精神を獲得することであり，それによって近

代的な「新日本」としての社会・国家の実現に寄

与することであった。 
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2.2 青年と都市・農村 

 徳富の論は“書生を社会革新の原動力とし，明

治維新を遂行した志士たちを「天保の老人」とし

て，世代交代を主張したものであった”とも評さ

れる23。ここで注目すべきは青年として位置づけ

られているのが「書生」であり，したがって初期

の青年像とは“近代化の先頭を行く都市、とくに

東京に地方から立身出世を夢見て上京してきた

若者たちは学生・書生となり、かれらが有意の若

者として新たに「青年」という概念をつくり出し

た24”ものとして認識されていたことである。

1890 年代から 1900 年代にかけて，青年の心理を

主題化した青年小説が数多く執筆されているが，

その中にも地方から上京した青年が主人公とな

っているものが数多く存在していることからも，

一般的な認識でも青年概念において書生が重要

な位置を占めていたことがうかがえる。 
 こうした都市部の書生らに限定された青年像

に対し，農村に住む青年という新しい青年像を提

示したのが山本滝之助であった。山本は 1896 年

に『田舎青年』を著したが，その中で上流社会の

相続者である「学生」と社会に見捨てられて田舎

に縮小する「田舎青年」を対置し，この二つの平

等を主張している25。山本は “青年の青年たる所

以のものは心にありて形にあらす、区々たる学術

技芸にあらすして精神気象にあり（中略）所謂精

神気象とは天授の特性を謂ふものにして（中略）

学ふと学はさるとは其特性を発揮するに際して

多少の便宜を異にするは論無しと雖とも、学びて

初めて其特性を作り得るにあらず”と論じ26，学

問を修めることが有意義なことであることは認

めつつ，それが青年を青年足らしめることと同義

ではなく，田舎に居住する青年であっても特性を

発揮することで青年足り得るのだとしているの

である。 
 ただし，山本が主張する田舎青年とは，“漠然

と田舎に住む普通名詞の意味での青年ではなく、

（中略）小学校の准教員や役場の写字生などの村

の若い知識階級”であったという指摘もある27。

農村における階級や職業の違いに山本がどの程

度注目していたかは明らかではないが，実際に山

本は『田舎青年』を執筆した意図として“期する

處は田舎青年の猛省を促し”と書き，何事も為す

ことなく年齢を重ねる多くの田舎青年に対する

課題意識を鮮明に表しており，田舎青年の奮起を

促している。そして目指す方向として提示される

のが合理性・合目的性であり，“何事を捨きても、

先つ第一目的を確定せさる可からす、而して目的

確定したる上は、一挙手一投足、始終之れを離れ

す、日常千百の動作、皆是れを達する所以の方便

たらさるへからす”と論じ，近代精神の涵養とい

う都市と共通の課題に，農村で取り組む姿勢を鮮

明にするのである。 
 こうした山本の主張からは，近代的な「新日本」

の確立を目的として据え，その原動力として「青

年」を位置づけるという，目指すべき「青年」の

姿は共有しながらも，階級や生活環境の違いによ

って都市青年（書生）と農村青年（田舎青年）と

いう二つに明確に区分されてしまっていた初期

の青年像が浮かび上がってくる。言い換えれば，

都市青年・農村青年という区分は，その地域にお

いてどのように近代精神の獲得を目指すかとい

う実践的な問いから，必然的に生じてきたもので

あったといえるだろう。 
 
2.3 青年の集団形成への着目 

先述の通り小崎が 1880 年に東京基督教青年会

を発足させたことを皮切りに，1890 年代頃から

多種多様な青年集団が全国に発足している。木村

はそれら中小規模のものも含めた青年集団につ

いて，それぞれの青年集団が発行していた雑誌の

分析を通し，都市で組織されたのか，農村で組織

されたのかといった区分を用いて分類している28。

この区分を基に，都市と農村という視点から青年

の集団形成のあり方について検討していきたい。 
まず，都市青年によって形成された集団の初期

形態がどのようなものであったのかについて，木

村は“一般的には学校や塾に通っている書生たち

によって結成されたものであった”としている。

そこでは演説会や討論会が行われていた他，都市

の知識人と緊密な関係を結ぶものが多く，書生た

ちにとって有力者と縁を結ぶ場としても機能し

ていたと考えられる。こういった書生たちによる

サークルの描写は，夏目漱石や森鴎外をはじめと

した文豪らの青年小説中にも度々登場するが，彼

ら自身がサークルに参加していた記録も残って

いることから，自らの実体験を基に描写したもの

と考えられ，例えば森鴎外の『青年』の中では，

地方から上京してきた青年が同郷の友人に連れ

られて青年倶楽部に参加する様子が描写されて
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いる。しかしそうした倶楽部は書生らが参加した

いときにのみ参加するものとして描かれ，特に帰

属意識のようなものはうかがわれない。こうした

描写からは，都市部における青年集団は，書生ら

にとって交流や議論の場であり，また社会的に地

位のある人物とも出会うことのできる社交の場

として機能していたと考えられる。ただし，集団

を形成しようとする意図や，集団であることの意

義についてはほとんど語られておらず，あくまで

有意の書生らが独自に集まっていたというのが

実態であったのであろう。 
 一方で，地方において組織された青年集団とし

ては，1880 年代後半から一村一字単位の小規模

な範囲で結成されたものが広まっていくことと

なるが，代表例としてあげられるのはやはり山本

の実践であろう。山本は青年による集団形成のポ

ジティブな教育力に注目した存在として29，青年

集団の発展においても重要な役割を果たしてい

る。逆に言えば，山本以前の青年による集団は，

その多くが肯定的に評価されることのないもの

であったといえるだろう。 
青年会や青年団の前史として位置づけられる，

江戸時代以前の村落にあった若連中，若者組等と

呼称される年齢階梯集団にしても，祭りの神輿担

ぎや，夫役を担当するような村人足等，集落にと

って不可欠な役割を担っていたものの，違う集落

の若者組との間で喧嘩を引き起こす等，様々な問

題もあったため，各藩や幕府にとっては世を乱す

異分子として位置づけられていた面があり，各藩

が別個に取り締まりをしていた記録が残されて

いる30。若者組を肯定的に評価し，青年団の前史

として積極的に位置づけるという言説もあるも

のの，そうした評価は田澤義鋪によって 1930 年

に刊行された『青年団の使命』以来のものであり，

そこには“元来リベラルな内務官であった田澤ら

の青年団指導者に青年団の軍事利用に抗する意

図があった”とされ31，若者組が教育的なものと

して位置づけられたのは，後年の言説によるもの

であったと結論付けられる。 
また，明治期に入ってからも，先述の通り近世

以来の「わかうど」的な気質は批判の対象となる

傾向があり，若者組もそれまで担ってきた警備や

人足の役割を公共団体が担うようになるにつれ，

社会的機能の喪失とともに徐々に衰退していっ

たとされている32。同時期には青年心理学も盛ん

になり，主要な論者は集団心理に関心を寄せてい

たとされるが，その際には集団の持つ，理性を弱

め感情的に巻き込んでいくというマイナス面が

主に問題化されており33，やはり集団の影響をポ

ジティブに捉えるには至らなかった。 
 山本も若者組の存在には注目しており，青年会

について言及する際に“其名目あるは、近来の事

なれとも、其実は曾て封建の昔より備はれるな

り”と34，青年会の前身となった団体があったこ

とを示唆している。しかし，近世以前の若者組は

先述のように問題も多く，山本が“国家の中堅と

なるべき田舎青年を若連中の堕落した世界から

どのように救済するか”という課題意識も持って

いたことが指摘されるように35，若者組そのもの

を肯定的に捉えてはいなかった。このことからも，

青年集団の形成という現代につながる課題の起

点を，山本に求めることができると考えられるだ

ろう。 
 青年集団に対し山本は，農村青年が理想に向け

て様々な取り組みを継続・発展させていくために

不可欠な意志の力を涵養するために，集団形成が

有効である，という視点からその有用性を主張し

ていく。“例へば一人のみでは中々困難な『衣服

は綿服に限る事』も団体申合せとあれば決して行

なはれぬことはない、一人のみでは大儀な寒中の

冷水浴も多数列つてならば面白いばかりだ雑作

はない、こゝが即ち各自に団体の意力を借用して

ゐる所である”とし36，感情的に巻き込まれ意志

を操作してしまうという，ともすれば短所ともな

り得る点を，集団形成の長所として論じているの

である37。したがって山本にとっての青年会は，

青年が相互に意志を涵養し合い，近代精神を培っ

ていくための一種の研修機関としての側面を持

つものであり，その役割として“青年相集ひて一

の団結を作り、相互に注意、忠告、扶掖、提携、

奮励、精研する”ことがあげられることになる38。

山本にとって，青年集団の形成は，いかにして青

年たちに近代精神を植え付けるかという課題意

識と不可分に結びついたものであった。 
 先述のように，当初は都市青年とは書生を指す

言葉であった。書生らは独自に議論の場を設け，

集団を形成していたものの，帰属意識は薄く，集

団形成そのものが課題として意識に上がること

もなかったのであろう。その意味では農村青年を

対象としながら，山本が青年会という形で集団形

成を課題化したことは，青年集団論という視点か

らは画期的なことであった。 
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 また，山本の取り組み以後は政策的にも青年集

団に注目が集まるようになる。青年会の活動は，

その後日清戦争・日露戦争時に銃後活動を展開し

たことで世間の評価を得ることとなり，軍部から

も注目されるようになる。大正期に入ると政府の

主導で青年団の全国組織化が進められるように

なるが，これを主導したのは陸軍であり，その目

的は戦争に備えての青少年の訓練であったとさ

れる。思想善導の名目で青年の思想に介入しよう

とする政府に対し，青年団内部からは自主化の運

動が起こり，長野県を中心に運動が行われるが，

その後昭和初期には戦争へと向かう国家的な流

れの中で終止符を打たれることとなった。こうし

て太平洋戦争終結までの間，青年集団は軍部と密

接な関係を持つ形で政策の中に位置づけられる

こととなる39。 
また，日本における青年概念の起こりに，小崎

による基督教青年会の設立が大きな影響を与え

ていたことは先述の通りであるが，欧米の青少年

集団はその後も日本の青少年集団のあり方に大

きな影響を与えるものであり続けた。政府による

青年団の組織化が行われる際には，陸軍の田中義

一が欧米各国の青少年教育の実情を見聞してお

り，中でもドイツ青年団とイギリスのボーイスカ

ウト運動に感銘を受けたとされており，その後の

日本における青年集団に関わる政策展開にも少

なからず影響を与えたと考えられる。 
 

3 都市青年の変化と集団化への欲求 

3.1 勤労青年の増加 

 青年という概念が登場した当初は，都市青年と

いえば書生のことであるとされていたが，都市青

年の実態は，その後大きく変化していくこととな

る。産業革命によって工業化が進み，農村から都

市に流入して賃金労働者化する青年が増加した

のである。こうした青年たちについては，1901
年に徳富愛嶂が『逆境之青年』を出版して言及す

る等，早い段階から注目を集めていた。また，東

京の人口は 1895 年には 140 万人であったのが，

1912 年には市内人口だけで 262 万人に達し，通

勤ラッシュが起きるほどになっていたとされる40。

ここに勤労青年という，新しい都市青年のカテゴ

リが生まれることになるのである。勤労青年教育

のための場として，実業補習学校や青年訓練所が

設けられ，さらに 1935 年にはそれらが統合され

青年学校が発足する等，国策としても勤労青年教

育は行われており，1943 年には青年学校の生徒

数は 300 万人を超えたとされる。 
 しかし，勤労青年の問題が一般社会でも大きく

注目されたのは，太平洋戦争後の復興から高度経

済成長期にかけて，特に 1960 年頃からのことで

あろう。矢島正見が雑誌『青少年問題』を題材と

しながら“昭和 30 年代、地方から大都市に就職

する勤労青少年が大量に生み出され、大きな文化

現象ならびに社会問題となった”と指摘するよう

に41，産業革命時に生まれた勤労青年というカテ

ゴリは，再度都市化と工業化を急速に進めること

となった高度経済成長期に，急激に拡大し注目を

集めていくこととなる。 
実際にこの時期の東京区部の，年齢別の人口を

見ると，15 歳以上 20 歳未満の人口は 1950 年に

は約 56 万人だったのに対し，1955 年には約 79
万人，1960 年には約 110 万人と，急激に増加し

ていることがわかる42。矢島は 1963 年のデータ

を用い，“この時代、東京にいる青少年の 4 人に 1
人は流入勤労青少年だった”と述べているが，だ

とすれば1960年頃には20万人を超える勤労青少

年が地方から東京に集っていたことになる。東京

以外にも，六大市とされる横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸の各市で，1950 年から 1960 年の 10
年間の間に15歳以上20歳未満の人口は急激に増

加しており，都市によっては 2 倍以上となってい

ることから，相当数の青年が都市部に流入してい

たことがうかがえるだろう。また大規模な都市で

はなく，その周辺に位置する郊外部に移り住み，

都市に通勤する青年も多かったとされ，東京都小

平市では工場の誘致と都営団地の建設の影響も

あって，1945 年から 1965 年の 20 年間で，人口

が 8 倍になったという記録が残されている43。 
こうした人口流入の背景としてあげられるの

が，農村の過剰人口問題であり，相続する土地の

ない次三男の存在であった44。また，都市部では

産業構造の変動を伴う経済活動の拡大が起き，大

規模な工場の進出によって大量の労働力需要が

生み出された。こうした都市部と農村部の双方の

事情が噛み合い，農村から都市への大量の人口流

入が起きたのである。 
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3.2 新しい都市青年の実態 

 急激に増加した流入勤労青年は，地縁や血縁と

いう地域性のしがらみから解放された自由な人

たちとして論じられる存在であったが，その一方

で生活の実態は非常に厳しいものであったとさ

れる。1954 年以降，地方から大人数でまとまっ

て都市部に就職に来る集団就職が広まったが，そ

うした都市に来た青年たちは頻繁に離職・転職を

繰り返したのである。1963 年に日青協が行った

都市青年に対する調査によれば，中卒青年の 6 割

以上が仕事にはりあいを「あまり感じない」か「全

然感じない」と回答し，全体の 5 割弱が転職を希

望するという結果が出ており45，勤労青年の多く

が一つの職場に留まることに魅力を感じていな

いことがわかる。これについて菊地は，1963 年

に宮城県から集団就職で東京に働きに出た約 40
名の，その後の 10 年を辿ったところ，一度も転

職しなかったのは2名だけであったとする雑誌の

記事を引用しながら，“都市部の新卒者を優先す

る採用環境の中で、集団就職は人気のない分野や

職種、零細な事業所へ、地方の少年少女を送り込

む装置として機能した”のであり，“離職・転職

は、こらえ性のない若年労働者たちの浮ついた行

動ではなかった。それは割の合わない労働に展望

を失った者たちの、ぎりぎりの反抗だったのであ

る”と結論付けている46。また，転職のたびに居

住地域を変える青年も多く，一度地元に戻ってか

ら別の都市へと再び就職して出ていく者も存在

する等，極めて流動性が高かったことも，流入勤

労青年の特徴の一つとして上げられるであろう。 
 こうした厳しい職場の環境を強いられた流入

勤労青年たちは，職場の中で疎外感を感じること

も多く，また高い流動性故に地域とのつながりも

希薄になりがちで，都市の中で孤立していくこと

となる。そしてその孤独感への対処として，今度

は余暇を共に過ごす存在としての仲間を求める

声をあげ始めることとなる。1958 年に集団就職

で都市に出てきた青年の記録には“同級生一〇名

と一緒に集団就職列車で上京した。（中略）従業

員が三人で、いずれも年上だというのも淋しい。

言葉にも劣等感を感じた。初めの三カ月は、一緒

に上京した同級生に電話をかけ、手紙をもらって

なんとか慰めたが、それもそのうちに断ちぎれて

しまった。休みの日には、とにかく外へ出たかっ

た。しかし、ひとりではつまらない”とあるが47，

この記録には職場に馴染めず次第に孤立してい

く様子が鮮明に綴られているといえるだろう。こ

の“ひとりではつまらない”という感情の発露が，

次第に都市青年による集団形成につながってい

くのである。日青協の調査報告書においても，特

に地方から都市部に出てきて中小企業等で働く

青年たちについて，“友達や，集団活動を求めて

いる。中小企業の厚生施設の不備，文化活動・体

育活動等が企業内で行ない得ない条件のもとに

彼らの意識は外に向っていくのである”と記述さ

れており48，特に地方から出てきた青年たちにと

って，都市の寂しさが仲間探しに向かう要因とし

て働いていたことがわかる。 
 ただし，一つ留意すべきこととして，流入勤労

青年の数は確かに急激に増加していたのだが，そ

れでも都市部に生まれ育ってきた青年や，高等学

校に進学している学生等，異なる背景を持つ青年

も多く存在していたことがあげられる。このこと

により，同じ都市で暮らす青年たちの間に，お互

いの姿が目に見える格差が出現することになっ

たのである。“同じ都市空間の中で、一方には、

集団就職の労働者や住み込み定員がおり、もう一

方には、不自由なく高等教育を受け、高給を取る

ホワイトカラーの職へ就く者がいる”という状況

が生じたことで49，都市青年という同一のカテゴ

リで総括することがいかに困難になったかは想

像に難くない。例えば日青協は都市青年の調査を

行う際に，“中卒青年・定高生・全高生という三

者の関係をつねに念頭におくようにつとめた”と

しているが50，それも多様化した青年たちの，特

に学歴による格差に対して注意を払っていたた

めであろう。 
 

3.3 青年集団の変化への着目 

階層や学歴によって分断された存在として都

市青年を捉えると，都市青年の集団形成という観

点からは，必然的にどのような都市青年を対象と

するか，また異なる背景を持つ青年同士のつなが

りをどのように構築していくことを想定するの

かが問われることとなる。そしてそのために，多

種多様な背景を持つ青年集団が設立され，青年た

ちはそれらのどれかに，または複数の集団に所属

し，都市における仲間を探すようになっていく。 
 実際に，都市青年の内実が多様化すると，ほぼ

同時に青年集団も多様なあり方を示すようにな

-  8  -



 

 

っていった。例えば日青協が名古屋市南区で行っ

た調査の記録では，青年集団の種類を，職場内の

ものを設立母体別に三種類に分類した他，職場外

の集団を地域青年会，地域のグループ・サークル，

宗教関係の青年会，青年同盟，雑誌の読者グルー

プ，成人学校・青年学級の同窓グループ，中学・

高校の同窓グループ，同郷出身者グループ，その

他の九種類に分類している51。また，別の報告書

では大都市の青年の集団の現状として，地域を基

盤とする青年集団，職域を基盤とする青年集団，

グループ・サークルの三つに大きく分類し，こう

した多様な集団が成立した背景として，流入青年

の流動が自由で激しいため，地域への帰属意識や

住民同士の共同意識が極めて薄いことをあげて

いる52。自由であり，かつ孤独でもある，この時

期の都市青年のあり方を踏まえれば，青年個々人

の興味や関心を基盤にしつつ，都市生活の中で感

じる孤独感に対処しようとしたため，青年集団が

多様化していったのだということになるだろう。 
言い換えれば，青年は孤立した都市生活の中で

強い孤独感も味わっているため，自己回復のため

の試みの一環として仲間づくりや集団形成が位

置づけられているのであるが53，これは，単に青

年が集団を形成する際の受け皿が増えたという

こと以上に，青年集団の必要性が，社会的な側面

からではなく青年個人の生活の充実といった側

面から論じられるようになったという点におい

て，青年集団論にとって重要な意味を持つ事柄で

ある。つまり，明治期の「近代精神」以後，青年

集団の組織化の際に前提とされてきた，地域や社

会，国家といった価値から青年集団が切り離され，

青年個人の内発的な動機付けによって集団が形

成されるととらえられるようになったのである。

しかし，都市部における青年集団の必要性が，都

市青年の感じる孤独感に対する自己回復という

点からのみ論じられるのであれば，青年集団は地

域や社会，国家といった大きな概念に接触する必

要性を持たず，また青年集団同士が連携をとる必

要もなくなってしまう。“人間らしく生きたいと

いった願いであり、人間らしく生きられない現状

への救いを求めた叫び”を本質とし，しかし“地

域社会と、直接の結びつきをもっていない、地域

性をもっていない集まり”であると認識されるサ

ークルに54，多くの青年が集まっていたという事

実は，“人間らしく生きたいといった願い”の内

実が青年個々人で異なるものとなったことで，集

団を形成する際に共有されていた価値が失われ，

青年自身にとっても地域や社会，国家と自身の関

係性が意識されにくくなっていたことを端的に

示すものであろう。 
 日青協が都市青年の集団形成について，“特に

たいせつなことは、青年集団に対する理念の確立

と実践的方法論の開発である。生活条件が複雑化

し、青年の欲求が多様化するのに対応して多様な

内容・方法がとられるのは当然であるが、それは

単に青年の欲求に応じた多種類のプログラムを

用意するだけではならない。（中略）多様化の方

向で考えるとともに、青年集団共通の基本的問題

が徹底的に究明されなければならない”と論じる

のも55，こうした青年集団の変化と，それによる

青年集団と社会との接点の縮小に対する課題意

識によるものであろう。しかし同時に，日青協の

この記述は青年集団共通の基本的問題が，この時

期には明確には見出されなくなっていることを

示すものでもある。初期の「青年」概念における

「近代精神」のような，広く青年一般に関わり，

また青年と社会を結び付けていたような理念が，

この時期には存在しなくなっているのである。 
 日青協による，この時期の都市青年の集団形成

に対する課題提起は，集団の中で共有される価値，

言い換えれば青年が目指すべき人間らしい生き

方とはどのようなものかを問う「理念」の問題と，

どのようにして異なる背景を持つ青年同士を結

び付けるかという「実践的方法論」の問題の二つ

が主な論点となっていると解釈できる。これにつ

いて，次章以降では都市青年の全国集団である日

都青を対象とし，検討していきたい。 
 

4 日本都市青年会議とは 

4.1 設立の経緯 

 日都青は都市青年の研究交流のために 1969 年

に発足した団体であり，したがって先述のような

1960 年代の高度経済成長期に存在した青年集団

のあり方を前提とし，なおかつその全国的なネッ

トワーク化を志向して取り組んだ団体である。日

都青の設立から初期の取り組みについては，日都

青が 1999 年に発刊した『都市青年団体活動読本』

に最も簡潔にまとめられているため，まず日都青

がどのような経緯で設立されたのかを『都市青年
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団体活動読本』をはじめとする各種資料を用いて

概観する。 
日都青の前身となる五大市青年団体協議会は， 

青年たちの“より充実された自己の人間形成と、

明るい民主的な社会を築くため（中略）日日の歩

みの中から活動を推し進めていく確固たる理論

と整備された組織の確立”が必要であるという課

題意識により56，1953 年に横浜・名古屋・京都・

大阪・神戸の五つの都市の青年が横浜市に集まり，

大都市に共通した悩みや問題について相互学習

の機会を設けたことがきっかけとなって発足す

ることとなった。 
このとき都市部の青年だけで集まったのは，都

市において特に青年団体活動の難しさが指摘さ

れていたということもあるが，何よりも既存の青

年団体の取り組みに対して，都市青年自身が不満

を抱いていたということが大きいであろう。1963
年に発行された神戸市青年団体協議会機関紙「青

年神戸」には，“日本青年団協議会は、日本の唯

一の青年団体組織の総本山ではあるけれども、そ

れらの内容を見る時に、農村を主体にするもので

あり、（中略）日本の中で、五大市の青年団体を

無視して都市を語るわけにはいかない。少なくと

も五大市の意見なり、五大市の内容を良く理解し

て、その中で日青協が都市の考えを発表するので

あればうなずけるが今日までのあり方ではそれ

は望めない”とする記事が掲載されている57。当

時日青協も都市青年の問題について調査を行う

等，決して都市青年に目を向けなかったわけでは

なかったものの，都市青年自身は日青協の対応に

対して不満を抱いていたことがうかがえる。 
また，こうした不満が出ることから，都市には

農村とは異なる固有の課題があり，農村中心の観

点では都市の問題を捉えきれないのではないか

と，都市青年自身が危惧していたということがわ

かる。その都市固有の課題とは，「青年と社会参

加」と考えられており，1969 年の第 1 回大会以

後も，一貫して討議されてきたテーマであるとさ

れている58。特に都市部においては，社会環境・

生活環境の悪化に伴い，青年の社会的地位が認め

られなくなっている，あるいは青年の社会参加が

拒まれていると，都市青年自身が感じており，そ

うした現状に対しどのように社会参加の道筋を

見出していくかが主要な論点となっていった。こ

れを都市における青年集団のあり方と重ねると，

青年個人の内発的な動機付けによって組織され

るようになった青年集団を，その自由なあり方を

残しつつ，青年自身の手で社会に再度結びつけよ

うとする取り組みであったと言える。 
こうした意見を背景として，1967 年頃から五

大市だけでなく都市青年が一堂に会して話し合

う場をもとうという声が，都市青年自身の中から

出されるようになる。また，大阪万博という世界

規模のイベントが開催される時期であったこと

もあり，五大市青年団体協議会に東京と北九州市

をあわせた七大都市が中心となって，万博にあわ

せて 1969 年に都市青年が集まる機会を設けよう

ということになったとされる59。こうして開催さ

れたのが，日本都市青年会議第 1 回大会であり，

全国の 25 都市から参加があった。 
以後，1971 年に第 2 回大会を京都で，1972 年

に第 3 回大会を東京で開催するに至るが，ここで

組織の運営において大きな課題となったのが，財

政的裏付けの無さであった60。この問題に対処す

るため，後に日都青の初代会長となる小西義行ら

が文部省に日参し，補助金の交付を求め，文部省

からは補助金交付のために提示された条件に応

じる形で事務所の設置や規約の制定等に取り組

んだことで，次第に組織が確立していくこととな

る61。特に第 3 回東京大会は，全国 32 都市から

190 名余りの参加者があり，組織としての日都青

の方針が決定される等，重要な大会となり，これ

らの取り組みを受け，1973 年の第 4 回名古屋大

会からは文部省の補助金も交付され，以後は安定

した組織運営が可能となったとされる。実際に，

1984 年度の団体予算を見ると，全体の収入約 757
万円のうち，文部省その他からの補助金が 460 万

円となっており，いかに補助金の存在が大きいか

がわかる62。 
また，活動の幅が広がるにつれて，1973 年か

らは海外の青年の事例を訪ねる海外研修が，1977
からは交流も重要なテーマである大会に対し，よ

り研究・学習に主眼を置いた場として都市青年指

導者研究協議会が開催されるようになり，初期日

都青の主要な三事業が確立されることとなった63。 
 

4.2 組織の構造 

 日本都市青年会議の組織構造の骨子は，先述の

第 3 回東京大会の際に，以下のように決定された

ことが基になっていると考えられる。 
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1. 日本都市青年会議は中央集権ではなく、

各都市に主体性を持たせた地方分権的組

織とする。 
2. 全国的横断組織とする第一ステップとし

て、ブロック化をはかりまずブロック内

各都市が情報交換や日常活動を通して組

織化をはかる。そして、全国大会は各ブ

ロックの中心都市が持ち回りで主管し開

催する。 
3. 青年活動が農村中心から都市中心への過

渡的段階にあることを考え、加盟につい

ては二重加盟も認める。また、日本青年

団協議会とは相互に連絡調整をはかりな

がら協調の道を見いだす。 
4. 組織に柔軟性を持たせるため加盟都市が

本会事業に参加しない場合でも除名措置

はとらない。 
5. 具体的な組織化のために、役員都市の副

会長クラスで構成する組織委員会を作り、

組織化へのスケジュール、規約等の原案

を作成し順次加盟を呼びかけていく64。 
 
 文中に日青協への言及があることからもわか

るように，日都青が設立されるまで日本で唯一の

青年団体の全国的組織であり，また歴史の長さで

も会員数でも遥かに巨大な組織であった日青協

の存在は，日都青関係者にも常に意識されていた。

実際に，1984 年度の段階での日青協と日都青の

会員数を見ると，日青協が約 120 万人とされてい

るのに対し，日都青は約 21 万人となっている65。

さらに，事業等に参加しなくても構わないという

体裁を日都青がとっていたことを考えると，実質

的な会員数はさらに少なくなるであろう。一方で

組織の構造という点では，中央集権ではなく地方

分権的組織とすると明記しており，日青協を頂点

に，都道府県レベルの組織が置かれ，その下に単

位青年団が位置づけられるという，日青協の組織

構造とは異なる点を強調している。日青協を意識

しつつ，どのように差異化を図るかを模索してい

た様子もうかがえるであろう。 
 これに対し，日青協側はほとんど反応を示さな

かった。日青協の半世紀にわたる取り組みをまと

めた『地域青年運動 50 年史 つながりの再生と

創造』には，日都青についてわずかに“七二（昭

和四七）年には都市青年対策のために日本都市青

年会議との連携を試みるが、都市青年会議と日青

協への二重加盟問題などが表面化し、日青協は将

来にわたって連携できる組織ではないと判断、七

三（昭和四八）年には日本都市青年会議への後援

を見あわせた”とする記述があるのみであり66，

結果として日青協との連携は叶わなかったこと

がわかる。連携ができなかった理由として日青協

は二重加盟問題をあげているが，日都青側は二重

加盟も織り込み済みであったこと，各都市が事業

に不参加であっても不問とすることを決めてい

ることを踏まえると，特に日青協の側がそうした

事態を嫌ったこともうかがえる。 
 日都青の組織構造については，日青協との連携

が不調に終わった後も，それ以外の部分について

は先述の基本方針は維持されることとなった。ま

た，各都市の参加については，都市ごとに青年団

体の協議会の設置を促し，基本的に協議会単位で

の参加を求めたことが特徴だといえる（図 167）。 
 

 

 

 
 こういった形式をとったことで，都市単位での

参加であることが明確に示されることとなり，自

らが所属する地域を青年自身に自覚させる効果

があったものと思われるが，その反面で協議会の

下部に位置するサークルや青年会の実態につい

て，日都青からは把握しづらくなるという弊害も

起こった。実際に協議会以下の組織構成について

は都市ごとに大きく異なっており，1979 年に日

都青が行った調査では，単位サークルが直接市の

協議会に参加しているものや，市内をいくつかの

地区に分けて，そこで下位の協議会を設置してい

るもの等，様々な運用形態が確認されている。ま

た加盟団体も各種サークルだけでなく，地区の青

年団や青年学級，青年指導者たちの集まり等様々

な性格を持つ団体が加盟しており，規模も数十人

図 1 日都青組織図 
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から数万人とかなりの幅があり，一概に都市を代

表する青年団体協議会であるといっても，その実

態は都市によって大きく異なっていたことがわ

かる68。 
 

4.3 活動の内容 

 先述のように，初期の日都青では大会の他，海

外研修と都市青年指導者研究協議会が主要な事

業として位置づけられていた。また，1994 年度

からは青少年担当行政職員セミナーとして，行政

職員を主たる対象とした会も全国規模で実施す

る等，様々に活動を展開していった。しかし，日

都青の主要な議論の場となったのは大会と指導

者研究協議会であり，次節以降もこれらの記録を

参照しつつ検討を進めるため，ここでは大会と指

導者研究協議会について概観する。 
 まず，最も重要な位置づけとなるのが全国大会

である。全国大会は 2 泊 3 日の日程で開催され，

会場は都市の持ち回りで毎年変えられた。会場を

引き受ける都市は大都市ばかりではなく，例えば

1974 年の第 5 回大会は，当時の人口約 32,000 人

の福井県勝山市で開催されたように69，中小規模

の都市でも行っていたことも重要な点である。大

会の目的として，参加者同士の交流や，開催地と

なった地域の実情を知る事も含まれており，実際

に開催地を見学するプログラムも何度も組まれ

ていたことから70，様々な特徴を持った場所で代

わる代わる大会を開催することが望ましかった

のであろう。 
 また，大会はそこに集った青年たちの学習や交

流の場として位置づけられるとともに，長い準備

期間を設けて青年自身が大会を開催・運営すると

いうことが極めて実践的な取り組みであるとさ

れており，それによって各都市に様々なものをも

たらすと考えられていた。具体的には，大会の実

行委員会が母体となり，連合体組織が新しく設立

されたといった事例や，実行委員の経験によって

地域の青年団体のリーダーが育ったというもの

が言及されている71。例えば勝山市の場合は開催

地を引き受けたことの効果について，翌年の大会

で“昨年の勝山大会を機に勝山市における連帯的

なその輪を大きくした遺産が残りました。過去、

各団体が個々に活動し、連絡する機関もなかった

非能率的なものを一本化し、機能的な交流促進を

はかる意味で、『勝山市青年団体連絡会』も今年

四月発足いたしました。従来の連合体でなく、あ

くまで連絡協調体であり、それぞれの団体の自主

性をのばし、責任転嫁、過重負担をなくそうとす

るものです”と報告しており72，大会そのものが

地域の青年同士のつながるきっかけとなったこ

とに言及している。 
 もう一つの主要な事業となっていったのが，

1977 年から始まった指導者研究協議会である。

これは五大市青年団体協議会が開催していた指

導者講習会を前身とし，この指導者講習会が年に

一回の大会だけでは十分な議論ができないとい

う要求によって，日都青の事業に組み込まれたこ

とで発足したものであった73。指導者研究協議会

も，全国大会同様 2 泊 3 日の日程で行われること

となり，これ以降は全国大会と指導者研究協議会

の二つが，日都青の主な議論の場となっていくこ

ととなる。 
  

5 都市青年の集団化の理論 

5.1 日都青の論点と想定される青年集団像  

 日都青における議論の内容について，日都青結

成 15 周年記念誌である『あゆみ』では，いくつ

かの論点に整理している。そのうち，最初に取り

上げられているのが，青年と社会参加の問題であ

り，そこで問われるのが，青年の社会参加の道筋

をどのように構想するのかである。具体的な方法

は数多く考えられ得るものであり，実際に「青年

と福祉問題（第 6 回大会分科会）」「在学青年の社

会参加（第 7 回大会分科会）」「ボランティアと青

年活動（第 8 回大会分科会）」「青年と政治（第

10 回大会分科会）」など，毎回のように様々な切

り口から社会参加の方策についての議論が行わ

れてきている。そしてこれらの議論を下支えする

概念として，「青年と町づくり」が位置づけられ

ているのである。「青年と町づくり」は第 1 回大

会の主題であるとともに，“最も基本的なテーマ”

として位置づけられるものである74。このテーマ

は第 2 回京都大会で掲げられた「未来都市創造の

ために青年の声を地域社会に反映させよう」とい

うスローガンに引き継がれ，さらに「未来都市創

造」という言葉はその後も大会テーマや分科会題

目等で繰り返し使用されることとなる。したがっ

て，ここでの社会参加とは，町づくりへの参加で
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あり，青年の声を地域社会にどのようにして反映

させていくかが問われることになる。福祉・ボラ

ンティア・政治といった，分科会で扱っていたテ

ーマは，そのための具体的手法についての検討の

一環として位置づけられるであろう。また，高度

経済成長期以降の急激な社会変化に対する言及

も何度も為されており，それを前提としながら

“青年は、自己の責任において「街づくり」のた

めに積極的な役割を果たし”ていくべきだとされ

ていることから75，社会の変化に対応する形で青

年の役割が求められると考えられていることが

わかる。 
 また，この問題に関連して，日都青がなぜ青年

の集団形成を重視するのかも，考察することが可

能である。先述の通り日都青は都市ごとに青年団

体の協議会を設置し，協議会単位で全国組織であ

る日都青に加盟するという形式をとっている。し

たがって，多くの青年にとって日常的な活動の場

であるサークル等の団体があるが，そこから協議

会等に出て来るのは一部の青年のみとなり，日常

的な活動の場としての単位サークルと，都市の協

議会，さらには全国組織である日都青との間に，

青年の意識のずれが生じるのである。これは先述

の都市的な青年集団の課題とも関わるものであ

り，都市で青年が感じている孤独感への対応等，

青年個々人の生活課題への対応を重視するので

あれば，協議会等は不要とされかねない。実際に

協議会が果たすべき役割とは何かについて，言い

換えれば個々のサークル単位ではなく，青年集団

全体に共有されるべき理念とはどのようなもの

かについて，日都青ではこうした文脈の上で繰り

返し議論が行われることとなる。 
 議論の中では，“サークル（単位）での行事が

多く，連協（筆者注・連絡協議会のこと）までと

ても手がまわらない”や“リーダーだけが連協を

知っており，大切にしても会員まで伝わらない”

といった意見も出されており76，一部の中心メン

バー以外には，他の団体との関わりがなぜ必要な

のかが理解されていなかったことがわかる。これ

に対し，当時の議論は“仲間を求め，心のよりど

ころを求める集団，それがサークルだ。エネルギ

ーを一つの運動体に展開していく，それが連協

だ”とし77，社会全体の問題を見据えた運動を展

開していくために協議会が必要だとまとめてい

る。また，他にも“連協体の役割を，①単位サー

クルでは出来ないものを主催する。②情報交換の

場を設定する。③より大きな力として，行政等に

働きかける”の三点に集約し，“各単サ（筆者注・

各単位サークルのこと）をまとめあげる（組織化）

ことにより，市をよくすること（地域）につなが

る”とした記録も残っている78。 
つまり，日都青が考える青年の集団形成とは，

個人が集まるサークル単位の集団形成と，小規模

な集団が集まり形成される協議会等のより大き

な集団形成（以後協議会形成と表記）が不可分の

ものとして位置づけられているものなのである。 
“一人一人がバラバラに声をだすのではなく集

合させて行動に移した方が効果も大きい。つまり、

社会運動展開のためにも青少年団体は必要であ

る”という記述に見られるように79，青年たちが

集まり大規模な組織を作るほどに，社会に対して

働きかける力は強まると考えられていた。サーク

ル等を結成し，さらにそのサークル等が集まり協

議会を結成することによって，青年の持つエネル

ギーをまとめ，大きな運動としていくことで，地

域改善につなげていくことが想定されているの

である。ここに青年と社会参加という視点に結び

つく論点があり，青年が社会参加をし，地域の創

造に関わっていくための道筋として，集団形成・

協議会形成が位置づけられているのである。 
 この他，日都青の大会や指導者研究協議会の場

において頻繁に取り上げられた論点として，『あ

ゆみ』では「青年と施設」や，「組織運営」があ

げられている80。具体的な内容としては，「望まし

い施設と指導者（第 3 回・第 4 回大会分科会）や，

「青年と施設の管理運営（第8回大会分科会）」「あ

なたはそれでリーダーか（第9回大会分科会）」「リ

ーダーは機関車なのか（第 10 回大会分科会）」と

いった大会での議論の他，「新しい指導者像を求

めて（第 1 回指導者研究協議会全体主題）」のよ

うに，指導者研究協議会でも活発に議論されてい

るのである。日都青に参加する青年は，各地で青

年団体の取り組みを行っている存在でもあるた

め，こうした実践的な課題に関する議論に対する

需要は大きかったのであろう。これらは活動を行

う場所の問題や，共に活動する集団に関する課題

であり，したがって集団形成を前提としつつ，活

動しやすい環境を整えるためにはどうすれば良

いかを問うものであったと位置づけられる。 
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5.2 青年による集団形成の目的  

 日都青の想定する青年集団のあり方について，

その目的が青年の社会参加であり，その実現のた

めに集団形成・協議会形成が位置づけられている

ことはすでに確認した。社会参加が青年集団の中

で共有される課題として位置づけられているこ

とから，日都青の議論における青年集団の理念と

社会参加が密接に関係していることがわかる。し

かし想定される社会参加のあり方が不明瞭であ

る場合，社会参加とはどのようなもので，なぜそ

れが必要とされているのかが問われることにな

るだろう。言い換えれば，都市の青年集団全体に

共有されるべき理念の内実が問われることにな

ったのである。 
 これについて日都青の議論では，青年の豊かな

人格形成という目的からの必要性と，地域社会の

改善に対する青年の貢献という目的からの必要

性が，それぞれ主張されている。また，この二つ

は実質的に表裏一体のものとしてとらえられて

おり，一方の達成のためにもう一方の実現が必要

とされる構造となっている。“青少年の豊かな人

格形成を図るためには家庭・学校・社会のそれぞ

れの教育が独自の機能を発揮し、調和を保ちなが

ら連携を進めることが必要である。つまり生涯教

育が必要なのである”という記述にうかがえるよ

うに81，青年たちが人格形成をするためには，ど

ういった環境に身を置くかが重視されていた。そ

してそのために，自身を含めた青年たちにとって

良い環境となる，“新しい、住みよい都市をつく

るのには青少年はどう動けば良いのか”が問われ

ているのである82。また，青年が集まり，青年活

動の問題のみならず，環境汚染・福祉・まちづく

り・政治・交通等の様々な都市問題について議論

し，それを社会に向けて主張することで，地域の

発展に貢献することができるのであり83，そうし

て地域社会の改善に資することが，青年自身にと

って必要な環境を整えることにもつながると考

えられていた。ここでは青年の人格を形成するた

めに都市の環境が問われ，また都市の環境を改善

するために青年の取り組みが問われるという，都

市環境と青年との間の相互作用が課題とされて

いるのである。ただし，“豊かさと、進みすぎた

文明は、都市環境を悪化させ、青年の社会参加を

拒んでいるように感じられる”という84，現代社

会に対する課題意識が根底にあるため，実際の議

論では主に青年から社会への働きかけが問われ

ることとなっているのであろう。 
 社会参加を青年と都市の相互作用として描き

だしている一方で，社会参加に関する日都青の議

論では，常に都市や青年の持つ多様性が問題とな

り，目指すべき青年像や地域像はあまり明示され

ていない。言い換えれば，青年や社会のあり方に

対する理念の内実は，不明瞭なまま議論が行われ

ているのである。ただし，“そのまちそれぞれの

性格があり，地域性があってしかるべき。（中略）

そのまちを構成する人々が工夫してまちづくり

をすすめることが大切です”という発言85に表れ

ているように，理念の内実を一般化して明示しな

いことで，むしろ青年による都市的な価値生成の

重要性を主張する構造となっている。つまり，そ

れぞれの地域性を前提としたうえで，地域ごとに

望ましい地域像・青年像を，青年たち自身の取り

組みによって見いだしていくプロセスに価値が

置かれているのであり，このプロセスこそが青年

と都市の相互作用の意義としてとらえられてい

たのだと解釈できる。したがって，青年の社会参

加とは，望ましい価値の実現のためのものという

よりも，社会参加そのものが価値を創りだしてい

くものとしてとらえられていたのである。 
ただし，このように論じると青年集団が大きな

社会的使命を負ったものであり，そこに所属する

青年たちが使命感から活動していたようにも捉

えられかねないが，実態はそうではなかった。地

域のサークルに所属する多くの青年にとって，サ

ークル活動に参加し集団を形成するためには内

発的な動機付けが必要であり，特にサークル活動

の「楽しさ」が果たす役割の大きさについては，

日都青の議論でもたびたび指摘されている。 
また，こうした活動に対する動機付けの根幹の

部分は協議会や日都青の大会に参加する青年た

ちにとっても変わらない。例えば，1986 年の第

17 回横浜大会の記録では，大会終了後の参加者

の寄せ書きを見ると“中華料理を食べに、また、

近いうちに来たいです”や“早朝の赤レンガ倉庫

は美しかった”といったものが多く，参加者たち

が横浜観光を楽しんでいたことがうかがえる86。

また，サークル活動の楽しさについて論じた分科

会の記録では，仲間や活動を求めて参加したサー

クルで，自己の向上や意識の展開を経験し，それ

によってグループの中で世話人的に行動するこ

との喜びを知るという，集団内のリーダーとして
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高まっていく経過が報告されており，また，この

過程を支えているものがサークル活動の「楽し

さ」であったと結論づけられている87。こうした

記述からは，小規模な単位サークルであれ，全国

規模の日都青の大会であれ，そこに集る青年の多

くは「楽しい」から参加していたという実態が見

てとれる。 
 そして“最初は自分たちだけの楽しみを求め，

あえてつらいことに努力せずにいたが，個人の関

心から集団の関心へ，さらに社会参加へと関心を

広げていく必要を感じている”という参加者の記

述に見られるように88，活動を継続していく中で，

次第に社会参加の意義について問い直す機会を

得ることが想定されていたのではないだろうか。 
 

6 おわりに 

 日青協の調査報告書で指摘されているように，

高度経済成長期以降の都市青年の集団形成は，

「理念」と「実践的方法論」の両面で課題となっ

ていたと考えられる89。日都青の議論は，この問

いに対し，一定の回答を示したものとなったと考

えられる。 
 まず「理念」に対しては，青年の人格形成や地

域社会の改善につながる，青年と都市の相互作用

として社会参加を位置づけ，社会参加の実践によ

って望ましい青年像・地域像が創りだされていく

という，創造的な枠組みを提示したといえる。こ

れは初期の青年概念における「近代精神」が，青

年の生活に先立つものとして価値づけられてい

たことと対照的に，むしろ青年の生活から価値が

生成されることを示したものであった。また，単

位サークルと都市ごとの協議会，そして全国規模

の日都青という三層構造をとったため，多くの青

年の生活に密接に関係した単位サークルの意義

と，個人の生活の範囲を超えた広域の協議会や日

都青の意義を別個のものとして捉え，かつ相互に

関連付けながら青少年の社会参加という目的に

向けて再編するという観点が生み出されたこと

も，日都青における議論の特徴だと言える。これ

によって，都市における青年と地域社会との接点

となり得る様々な要素についての検討が進めら

れた一方，協議会等の広域の団体に関しては，日

都青の議論の中でも“連協体の役割を議論する場

合，ややもすると，非常に抽象的になるきらいが

ある”と指摘されている通り90，多くの青年に理

解されるよう提示できておらず，不十分な部分も

あった。 
 また，「実践的方法論」に関しても，青少年施

設や指導者の問題等の，活動に関わる青年にとっ

ての共通の課題を抽出したことや，サークルの活

性化につながる議論の場を繰り返し設けたこと

等で，都市青年同士の仲間づくりをどのように進

めれば良いかについて検討してきたという実績

がある。そしてその中で，「まちづくり」のため

に青年と地域社会との相互作用が必要となるこ

とによって，同じ地域に居住する存在であれば，

異なる背景を持つ青年同士だけでなく，多世代の

様々な人々のことを無視し得なくなるのである。

また，大会そのものを交流のための実践として位

置づけ，楽しみながら全国の青年と仲間づくりが

できるよう，様々なプログラムを行ったことも注

目される。日都青の一連の取り組みは，青年個々

人の内発的な動機付けを必要とする都市青年集

団にとって，「楽しい」という感覚は実践の場へ

の参加継続に大きな意味を持つものであること

を明示したと言える。一方で，「楽しい」ことで

単位サークルに加入した青年が，どのように協議

会等の活動に関わるようになり，自覚的に社会参

加を行うようになるかについては，具体的なプロ

セスは示されず，課題として残されている。 
 これらをまとめると，都市部の青年による集団

形成は，青年と社会の相互作用としての社会参加

を促進するものであり，そのための入り口として

「楽しい」という感覚を基盤としながら多くの青

年を巻き込んでいく仕組みであったといえるだ

ろう。それは言い換えれば，自由であり，かつ孤

独でもあるという都市青年の特徴を前提としな

がら，内発的な動機付けによるつながりの創出と，

自身の取り組みによる価値の生成を両立させる

ことで，都市空間の中で自らの人生を創りだして

いく，主体となる方法を提示しようとしたもので

もあった。 
 本稿は，高度経済成長期の都市青年像を概観し

つつ，日都青を題材として，都市青年の集団形成

にどのような意義が見出されていたのかについ

て検討した。ただし，日都青が全国規模の団体で

あったこともあり，そこで行われていた議論はそ

のほとんどがある程度一般化されたものであっ

たといえるだろう。また，サークル等の組織化さ

れた取り組みだけでなく，より緩やかな青年同士
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のつながりも，都市空間の中での青年の生活に大

きな影響を与えていたことも示唆されているが，

これについても言及することはできなかった。そ

のため，各地域で実際に活動する都市青年の実態

を十分に検討することができなかったことは，今

後に残された課題である。 
青年たちの取り組みは，実際には都市ごとに小

規模な青年団体の成立過程や分布が異なってい

るはずであり，都市ごとの協議会等の成立過程も

まちまちであることが予想される。そのため，今

後は一つ一つの都市の取り組みに丁寧に向き合

い，都市青年が何を考えどのような取り組みを行

っていたのかを明らかにすることが求められて

いる。 
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The Significance of Group Formed by Urban Youth: 

Focusing on Activities of Urban Youth Association of Japan  

since the 1960s in the 1980s 

Hiroshi OYAMA †  

†Graduate School of Education, the University of Tokyo 

The purpose of this study is to examine the significance of group formed by urban youth of the time period 

of high economic growth. Urban Youth Association of Japan continued with discussion about the significance of 

group formed by urban youth since period of high economic growth. In this study, I examined the contents of the 

discussion about need for urban youth group on the basis of the record of Urban Youth Association of Japan. As a 

result, it is revealed that urban youth of the time period of high economic growth defined group forming as 

something to promote social participation, and they thought that they can build a desirable regional image and a 

desirable youth image on their social participation. 
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本研究の目的は，学校司書の職務内容が文部省の見解ないしは文部科学省会議報告においてどのよう

に変化してきたかを明らかにし，考察することにある。時期は 1997 年より 2015 年までを扱う。学校司

書は，2014 年 6 月の学校図書館法改正ではじめて法律に明記されることになったが，現実には 1950 年

代においても法律に記載のある司書教諭より多数存在し，学校図書館活動を担う職員として実践を蓄積

していた。さらに 1997 年の学校図書館法改正による 2003 年 4 月の司書教諭の全国的な発令までは，

学校司書が実質的に学校図書館の活動を支えていた。こうした背景の中で，文部省の見解及び文部科学

省会議報告で言及される学校司書の職務内容が，学校図書館現場の実態とどう異なっていたかを明らか

にし，そのうえで学校司書の職務内容の変化についての考察を試みる。 
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1 本研究の背景と目的 

 2014 年 6 月，学校図書館法の改正により，学

校司書が法律に明記されることになった。この改

正は従来の学校図書館法に第六条を新設し，学校

司書を「置くよう努めなければならない。」とする

ものだった。学校司書の前身である学校図書館事

務職員は，学校図書館発足時からすでに存在して

いた。学校図書館法が成立したのは 1953 年であ

る。1954 年の文部省による調査で司書教諭 231
人1に対し，図書係事務職員は 3,714 人2（いずれ

も公立小中高校の数）であった。 
 その後，学校図書館法改正の動きは何度も起こ

る。どの場合も司書教諭の発令と学校司書の法制

化を主な内容としていていた。1992 年の時点で公

立小中高校の司書教諭 162 人3，学校司書（教員

以外の学校図書館事務を担当する職員）は 8,341
人4であった。1997 年の学校図書館法改正では，

附則二項の「当分の間」を「平成十五年三月三十

一日までの間（政令で定める規模以下の学校にあ

っては当分の間）」とし，この改正によって，全国

12 学級以上の学校に司書教諭が発令されること

となった。 
 学校司書法制化の課題は，実際にその職につい

ている当事者にとっては切実な課題だったが，

1997 年の法改正では見送られることとなった。

1997 年以後，学校司書が現に存在するにもかかわ

らず，2005 年（平成 17 年）文部科学省「学校図

書館の現状に関する調査」に学校司書（学校図書

館担当職員）の項目が加えられるまで，学校司書

に関する調査は行われていない。2005 年（平成

17 年）調査で学校司書の項目が加わり，その後，

調査のたびごとに学校司書の数は増え続ける。

2012 年（平成 24 年）には，学校司書を配置して

いる学校数が学校総数の 50％を超える状況とな

った。 
 2014 年 6 月の学校司書を置くことを努力義務

とする法改正に至るまで，文部科学省は子どもの

読書サポーターズ会議（2007 年 7 月～2008 年 10
月），学校図書館担当職員の役割及びその資質の向

上等に関する調査研究協力者会議（2013 年 8 月

～2014 年 1 月）と 2 回の会議を開催し，学校司

書の職務内容を定めてきた。 
本研究ではまず第 2 章で学校司書の名称につい

ての整理を行う。第 3 章で 1997 年時の法改正の

論議における文部省の見解，2009 年の子どもの読

書サポーターズ会議報告における学校司書の職務

内容，2014 年の学校図書館担当職員の役割及びそ

の資質の向上等に関する調査研究協力者会議報告

における学校司書の職務内容を扱う。それぞれの

時期において，学校司書の職務内容がどう変化し

てきたかを明らかにする。 
さらに学校司書の職務内容の変化を考察するに

は，学校図書館現場が文部省・文部科学省の示す

学校司書の職務内容とどう異なっていたかを明ら

かに必要がある。そのため第 4 章は，学校図書館

現場の意識と実態を示す 1997 年以前の学校司書

の実践について書かれた書籍，2001 年の鹿児島県

の意識調査，2002 年神奈川県高校図書館の役割分

担，2008 年長野県高校図書館の業務分担調査をあ

げ，文部省・文部科学省の示す職務内容との違い

を明らかにする。そのうえで，第 5 章の学校司書

の職務内容の変化についての考察を行う。 
なお学校司書の職務内容に焦点をあてての先行

研究はない。しかし，学校司書，司書教諭等の職

務分担に言及した先行研究は存在する。そうした

先行研究ではそれぞれ研究目的の違いがあること

から，本研究では直接学校図書館現場の状況を示

す資料を使用することにした。 

2 学校司書の名称 

 学校司書は，学校図書館に働く教諭以外の職員

の総称である。2014 年 6 月まで法律に規定され

ていなかったこともあって，「学校司書」の語は，

主として学校現場，学校図書館現場で使われてき

た。1950 年代前半の学校図書館初期には，学校

図書館事務職員と呼ばれていた。 
1957 年，札幌で開催された第八回全国学校図

書館研究大会（文部省，全国学校図書館協議会ほ

か 3 団体主催）の総会時，事務職員問題について

鹿児島県の事務職員女性が窮状を訴えるという

ことがあり5，これがきっかけとなって学校図書

館で働く職員を学校司書と呼ぶことがはじまっ

た。この呼称は，全国学校図書館協議会（以下全

国 SLA とする）事務局長松尾弥太郎が「学校司

書に誇りと自信を」と題する一文を機関誌『学校

図書館』に書いたこともあって6，学校図書館現

場で定着する。『学校図書館』誌 1959 年 1 月号は

「学校司書の諸問題」と題する特集を組んでいる。 
これに対して，文部省（2001 年より文部科学

省）は，2014 年 6 月の法改正まで「学校司書」
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の語を使用することはなかった（一部例外的に使

用することはあった）。文部省・文部科学省がど

う呼んできたかを，大まかにまとめておく。 
まずは，文部省・文部科学省による調査での呼

び方である。1954 年（昭和 29 年）文部省調査で

は図書係事務職員7，1981 年（昭和 56 年）文部

省「学校図書館の現状に関する調査」では学校図

書館担当専任事務職員8 ，1992 年（平成 4 年）文

部省「学校図書館の現状に関する調査」では教員

以外の学校図書館事務を担当する職員9，2005 年

以降の文部科学省「学校図書館の現状に関する調

査」では学校図書館担当職員である。事務職員，

事務を担当する職員から，学校図書館担当職員へ

と変化していることがわかる。 
調査以外では，先にあげた『学校図書館』誌

1959 年 1 月号「特集 学校司書の諸問題」で，

文部省財務課長補佐佐藤三樹太郎「文部省の見

解」10において「学校司書」の語が使用されてい

る。これは塩見昇によれば「異例の先例」である

という11。特集名にあわせての使用であり，文中

では「この名称が適切かどうかは別として，ここ

ではかりにこう呼んでおくこととする」12となっ

ている。また 1997 年法改正時の国会審議におい

て，文部省政府委員が「学校司書」の語を使用し

ており，このことを塩見昇は「文部省が公式の場

で，「学校司書」という表現をしたのは恐らくこ

のやりとりが最初であると思われる」13と指摘し

ている。 
2009 年に公表された子どもの読書サポーター

ズ会議「これからの学校図書館の活用の在り方等

について（報告）」では，「いつでも開いている図

書館，必ず誰かいる図書館」を実現するうえで考

えられる取組例として「司書教諭，学校司書又は

ボランティアなど，大人が常駐する体制を確立す

る」14をあげた。文部科学省の会議報告で「学校

司書」の語が明記されたのはこれが最初である。 
これに対し，2014 年 3 月に公表された学校図

書館担当職員の役割及びその資質の向上等に関

する調査研究協力者会議「これからの学校図書館

担当職員に求められる役割・職務及びその資質能

力の向上方策等について（報告）」は，「学校司書」

の語を使用せず，学校図書館担当職員としている。

しかし，報告序文において「学校図書館担当職員

（いわゆる「学校司書」）」と表記し，この語句に

注をつけ，なぜ学校司書としないかの説明をして

いる。以下に注の説明文を引用する。 

 
 専ら学校図書館に関する業務を担当する職 
員（教員やボランティアを除く）の呼称に関 
し，全国の各地方公共団体や学校では様々な 
例があり，一般には「学校司書」と称される 
ことが多いと思われる。ただし，①任用する 
各地方公共団体や各学校における公称とし

ては必ずしも「学校司書」に限らない呼称が

用いられていること，②図書館法（昭和 25 
年法律第 118 号）において公的資格と定めら 
れている「司書」という語句との対比で「学 
校司書」も公的資格であるとの誤解を招きや 
すいことから，本報告書の本文においては 
「学校図書館担当職員」という語句を用い 

る15。 
 
 学校図書館法に学校司書が明記されたことに

より，今後は文部科学省も「学校司書」の語を使

用することになると思われる。1960 年以前から

学校図書館現場で使われてきた「学校司書」の語

が，かくも長きにわたって文部省・文部科学省に

使われてこなかった点は，教育行政の学校図書館

に対する関心の薄さや，法に記載のないまま実質

的に学校図書館運営を支えていた学校司書の置

かれた立場を暗示しているように思われる。本稿

では，学校図書館現場での呼称にならって，学校

司書の語を使用する。 

3 学校司書の職務内容の変化 

3.1 1997 年時の法改正時の議論から 

 1997 年の法改正時，国会審議の場で学校司書

の職務内容が話題になっている。この法改正は，

全国 12 学級以上の学校に 2003 年 3 月までに司

書教諭を発令することを主な内容としており，学

校司書については触れられていない。法案にない

学校司書について複数の質問者から質問が重な

った。このことについて，塩見昇は以下のように

書いている。 
 
  質疑を通じてすべての質問者が言及したの 

が，学校司書の役割と現状についての評価， 
司書教諭配置との関連，将来の展望等につい 
てである。埼玉県所沢市，大阪府箕面市など 
における学校司書配置の実態も複数の質問
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者から具体的に紹介され，議員自身の調査活 
動や各地の運動体からの働きかけの反映が

明らかで，今回の法案には盛り込まれていな 
いこの問題に最も関心が集まるという，一見 
すると奇妙な展開を示していることが印象

的である16。 
 

5 月 8 日参議院文教委員会において，辻村哲夫

政府委員（文部省初等中等教育局長）は，先に司

書教諭の職務を指導的職務，技術的職務，管理的

職務と説明したうえで，学校司書については指導

的職務を除いた管理的職務と技術的職務である

と説明した。管理的職務とは，子どもたちが学校

図書館を使う場合の館内閲覧事務，館外への貸し

出しの事務，司書教諭の資料内容研究とその紹介

をするうえで具体的資料の作成，配布，利用の案

内であること。技術的職務は，資料の発注，整備，

帳簿づけ，俳架，点検，購入から俳架までの図書

の保管の管理，経理事務とのことである17。 
政府委員の説明は，学校司書の仕事を「学校図

書館の運営になくてはならない仕事」としながら

も，指導的職務を除き，技術的職務，管理的職務

の学校図書館の「事務」の仕事を担当するとの説

明だった。指導的職務は，この時点でまだ全国的

に発令されていない司書教諭が担うとの考えで

あったことがわかる。 
 文部省政府委員は司書教諭の指導的業務を次

のように説明している。児童生徒に対する読書の

指導，児童生徒や教師に対する諸資料の相談活動，

新入生に対するオリエンテーション，生徒図書委

員への指導を通して行う図書館活動の活性化，各

種行事の企画立案である18。この説明によれば，

この時点での学校図書館は，全国的には司書教諭

不在であるので，司書教諭の職務内容とされた指

導的業務は行われていないことになる。また，学

校司書の職務内容は管理的職務と技術的職務の

「事務」の仕事に限定されていることになる。 
 

3.2 1997～2005 年の文部省・文部科学省の

動き 
 
1999 年，文部省は「平成 11・12 年度学校図書

館ボランティア活用実践研究指定校事業」を開始

した19。1999 年発行のパンフレット「変わる学校

図書館 PART3」（平成 11 年 4 月文部省初等中等

教育局）20の 1 ページ目の見出しは「ボランティ

アが活躍する学校図書館」となっている。さらに

学校図書館ボランティア活動のイメージとして，

学校図書館は司書教諭と学校図書館ボランティア

とで運営するという学校司書不在の図がついてい

た21。またこのパンフレットにおいては，学校図

書館の情報化への対応も大きく取り扱われ，4 ペ

ージには「情報化の進展に対応した教育環境の実

現に向けて」（平成 10 年「情報化の進展に対応し

た初等中等教育における情報教育の推進等に関す

る調査研究協力者会議」最終報告）に掲載された

「学校内の体制と外部からの支援体制（イメージ

図）」の図も収めている22。このイメージ図でも，

学校図書館のところは司書教諭とボランティアの

み描かれ，学校司書は描かれていない。 

2001 年の文部科学省の刊行物『新しい時代に対

応した学校図書館の施設・環境づくり～知と心の

メディアセンターとして～』は，学校図書館がメ

ディアセンターの役割を果たすことを打ち出して

いる。この冊子の第 2 章「１学校図書館スタッフ

の役割」のページでは，ボランティアが貸出を行

っている写真と読み聞かせを行っている二枚のカ

ラー写真が配置されている23。とはいえ学校司書

（事務職員）についての言及がないわけではない。

学校司書（事務職員）についての言及は，本文中

に「学校図書館の管理・運営は，司書教諭，図書

館担当教諭及び事務職員の活動の上で成り立つ。

中でも司書教諭は～」と続く文と，同ページに配

置されている学校事例に「図書館の管理運営は校

務分掌「図書館情報部」（教諭 3 名と司書 1 名）

が当たっており，」との記載である。いずれも学校

司書の扱いは小さく，司書教諭の役割を強調する

本文とボランティアの活動を示す二枚のカラー写

真により，結果として，学校図書館は司書教諭と

学校図書館ボランティアとで運営するという印象

を与えている。 

 1997 年の国会審議において，学校司書の仕事

は「学校図書館の運営になくてはならない仕事」

と答弁したはずの文部省が，あたかも学校司書が

学校図書館に存在しないかのように扱っている。

このことは文部省のパンフレットや冊子にとど

まらず，「学校図書館の現状に関する調査」にお

いても同様だった。 
「学校図書館の現状に関する調査」は，1981

年，1988 年，1992 年に行われている24。この時

期の調査では，1981 年「学校図書館担当専任事
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務職員」，1988 年「学校図書館担当事務職員」，

1992 年「教員以外の学校図書館事務を担当する

職員」と，学校司書の調査が行われている。しか

し，法改正後の 2002 年調査には学校司書に関す

る調査項目が入っていない。2003 年，2004 年調

査でも同様である。学校司書が調査項目に入った

のは，2005 年調査からだった。2005 年調査では

公立小中高校の学校司書（学校図書館担当職員）

の総数 13,556 人（常勤 5,113 人 非常勤 8,443
人）だった25。1992 年調査の総数 8,341 人と比べ

ても大幅に増加していることがわかる。他方，

2002 年，2003 年，2004 年調査では，学校司書

に関しての調査はしていないが，「ボランティア

等の協力を得ている学校数の割合」は調査してい

る。 
こうした事実を見ていくと，当時の文部省・文

部科学省は，学校図書館は 2003 年 4 月より全国

的に発令される予定の司書教諭と学校図書館ボ

ランティアによって運営する，しかもその司書教

諭は教諭の充て職であるにもかかわらず，メディ

ア専門職の役割をも担う，と考えていたことが推

測できる。学校司書の存在及びそれまでの実践の

蓄積は，1999 年から 2005 年まで，全く無視され

ることになる。 
 

3.3 2009 年「子どもの読書サポーターズ会議」

報告 
  

2007 年 7 月，子どもの読書サポーターズ会議

第 1回会議が開催された。座長は片山善博である。

この会議は 2008 年 10 月まで行われ，2008 年 9
月に「これからの学校図書館の活用の在り方等に

ついて（審議経過報告）」及び「学校図書館のチカ

ラを子どもたちのチカラに‥‥‥ここに，未来へ

の扉」（リーフレット），2009 年 3 月に「これか

らの学校図書館の活用の在り方等について（報

告）」を公表した。この会議報告において「学校司

書」の語が使用されたことは先述したが，2008
年 9 月発行のリーフレット「学校図書館のチカラ

を子どもたちのチカラに‥‥‥ここに，未来への

扉」においても，学校司書に関してそれまでとは

異なる積極的な表現が使われている。以下に引用

する。 

 

学校図書館活動の充実を図る上では，例えば 

高校だけではなく，小・中学校にも学校図書 
館に「学校司書」※を配置して，司書教諭等 
と連携しながら，多様な読書活動を企画・実 
施したり，図書館サービスの改善を図ったり 
していくことなども有効です。 
※学校司書  
学校図書館の諸事務に当たるいわゆる「学 

校司書」は，各地方公共団体・学校の実情に 
応じて，その配置が進められています。高校 
の学校図書館には，従来から常勤の「学校司 
書」を置くことが一般的になっています。 
「学校司書」の職務内容の実態は各学校ご 

とに様々ですが，図書の貸出・返却やレファ 
レンス，目録の作成等の日常業務のほかにも， 
図書館資料の選択・収集や，図書館利用のガ 
イダンス等において，重要な役割を担ってい 
る例が多くみられます。 
       ＜略＞ 

  専門的な知識・技能を持った「学校司書」や 

ボランティアの力も上手く活用しながら，学 

校図書館の体制を整え，地域の実情に応じた 

取組を進めていくことは，今後ますます重要 

となります26。 

 
このリーフレットに対し，後藤暢は「文科省，公

的に「学校司書」という用語を使う―新リーフレ

ット発行―」の一文を書いている27。 

 2009 年 3 月の「これからの学校図書館の活用の

在り方等について（報告）」の別紙２「学校図書館

の専門スタッフとボランティアの役割分担例〔改

訂〕」は，司書教諭と学校司書，ボランティアの職

務内容を示す図となっている28。本稿では学校司

書の職務内容を扱うため，この図からボランティ

アを除いて，司書教諭と学校司書の職務内容がど

のように示されたか，表 1 にまとめた。 
表 1 では，司書教諭単独の職務として「図書館

経営の目標・計画の立案」「図書館年間計画のとり

まとめ」「児童生徒図書委員会の指導」「読書指導

計画の立案」「情報活用力に関する児童生徒への指

導」の 5 項目があげられている。また司書教諭・

学校司書の両者が担当する職務では，「図書館活動

の点検・評価」「教員向け情報提供・教材等準備へ

の協力」「読書指導に関する教員への助言・研修」 
「学校図書館の活用を活用した指導に関する教員

への助言・研修」の 4 項目は，司書教諭の方が担

当する割合が高い図となっている。 
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各種計画立案に関する 3 項目については，次に

ふれる「学校図書館担当職員の役割及びその資質

の向上等に関する調査研究協力者会議」の 2 回目

（2013 年 8 月 27 日）に話題になっている。学校

司書の委員加藤容子（中学校），門脇久美子（小学

校），真鍋雅子（小学校・中学校），吉田小百合（中

学校），米澤久美子（高校）の 5 人が，それぞれ

の報告の後，7 項目にわたる質問に答えるという

場面があり，その質問の中に図書館利用年間計画

など基盤となる計画はどのように，誰が中心にな

ってつくっているかの質問があった。加藤容子は

学校司書が中心になって作成し，職員会議も学校

司書が提案している，と述べている。門脇久美子

は，市が作成した指導体系表をもとに学年部，司

書教諭，学校司書で作成する，真鍋雅子は図書主

任の先生，吉田小百合は司書教諭が作成するが，

提案は学校司書が行う，米澤久美子は学校司書が

作成し，担当分掌・司書教諭に確認を取って，企

画調整会議・職員会議にかけるとの回答だった。

5 人の委員のうち，2 人は学校司書が作成してい

ると回答している29。 

各種計画立案に関する３項目について，4 年後

2013 年の会議の席上で，司書教諭単独の職務でな

いことが学校司書から明確に語られている。司書

教諭単独の職務として整理された 5 項目及び司書

教諭・学校司書の両者が担当する職務のうち司書

教諭が担当する割合が高い 4 項目が，はたして学

校図書館現場の実態と符合しているかが，課題と

なる。 
 

3.4 2014 年「学校図書館担当職員の役割及び

その資質の向上等に関する調査研究協力者会

議」報告 

 司書教諭 司書教諭・学校司書の両者 学校司書 
図

書

館

経

営 

図書館経営の目標・計画の立

案 
図書館年間計画のとりまと

め 

図書館活動の点検・評価 
 
広報・渉外活動 
図書資料の選定・収集 廃棄決

定 

 
 
庶務・会計※3 
施設設備・備品の維持管理 

※1 児童生徒図書委員会の指導  図書資料の受入，装備，保存

整理，修繕 
図

書

館

奉

仕 

 図書資料の分類 
図書館利用指導・ガイダンス 
教員向け情報提供・教材等準備

への協力 
図書資料のレファレンス・サー

ビス 

図書資料の目録・索引の作成 
図書資料等の展示 
展示・飾付け 
 
館内閲覧・館外貸出の窓口業

務 
※2 読書指導計画の立案 読書相談  
読

書

指

導 

 図書（読み物）の紹介・案内 
読書指導に関する教員への助

言・研修 
読書活動の企画・実施 

 

教

科

等

指

導 

情報活用力に関する児童生

徒への指導 
学校図書館の活用を活用した指

導に関する教員への助言・研修

 

表 1：子どもの読書サポーターズ会議報告別紙２の図より（筆者作成） 
※1 は図書館経営，図書館奉仕両方に，※2 は図書館奉仕，読書指導両方にかかる。 

※3 この項目の位置は別紙２の図の表示に合わせている。 
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 2012 年 7 月学校司書法制化推進を伝える新聞

報道の後，学校司書法制化の動きがにわかに活発

になった。2013 年 6 月には改正法律案骨子案が

公表され，2013 年 8 月 9 日文部科学省は「学校

図書館担当職員の役割及びその資質の向上等に

関する調査研究協力者会議」の第 1 回会議を開催

した。座長は堀川照代である。この会議は 2014
年 1 月第 7 回会議をもって終了，3 月に「これか

らの学校図書館担当職員に求められる役割・職務

及びその資質能力の向上方策等について（報告）」

を公表した。この会議は学校図書館担当職員（学

校司書）のあり方を検討するもので，司書教諭は

対象となっていない。報告は，学校図書館担当職

員（学校司書）の職務等に関しての明示という構

成である。 
学校図書館担当職員（学校司書）の職務は，①

「間接的支援」に関する職務，②「直接的支援」

に関する職務，③「教育指導への支援」に関する

職務と分けられ，それぞれに具体的職務が示され

た。報告における【学校図書館担当職員の職務（イ

メージ図）】30及び【学校図書館担当職員が担うこ

とが求められる職務の標準】31を合わせて作成し

たのが表 2 である。なお具体的職務にはさらに個

別の仕事の例示があるが，それは除いている。 
この報告において，学校司書の職務に「教育指

導への支援」に関する職務が入ったことは，大き

な特徴となっている。③「教育指導への支援」に

関する職務の「教科等の指導に関する支援」「学校

 

 

 

 

 

①「間接的

支援」に関

する職務 

図書館資料の管理 ・図書館資料の選定・収集・廃棄 
・図書館資料の発注，受入，分類，登録，配架，保存，補修， 
廃棄 

・図書館資料の展示 
・学級文庫等における資料管理 

施設・設備の整備 ・施設案内・利用案内・書架案内の設置 
・施設整備，保守・点検 
・情報機器の整備・管理 

学校図書館の運営 ・他の学校図書館や公共図書館等との連携，学校図書館担当職 
員間の協力 

・広報・渉外活動 
・学校図書館の運営に関する業務 
・予算編成・執行業務 
・利用実態調査，集計・評価 

 

 

②「直接的

支援」に関

する職務 

館内閲覧・館外貸出 ・利用案内，図書館資料の提供 
ガイダンス ・学校図書館利用の指導・ガイダンス（オリエンテーション等） 
情報サービス ・レファレンスサービス・調べもの相談，フロアワーク 

・情報検索，情報の収集・記録・編集のアドバイス 
読書推進活動 ・読書推進活動の企画・実施 

・児童生徒の興味・関心・発達段階・読書力に合った図書館資 
料の案内・紹介 

 

 

 

③「教育指

導への支

援」に関す

る職務 

教科等の指導に関

する支援 
・授業のねらいに沿った図書館資料の紹介・準備・提供 
・学校図書館を活用した授業を行う司書教諭や教員との打合せ 
・学校図書館を活用した授業への参加 
・学校図書館の活用事例に関する教員への情報提供 
・学校図書館を活用した授業における教材や児童生徒の成果物 
の保存・データベース化・展示 

特別指導の指導に

関する支援 
・委員会活動・読書クラブ等に対する支援 
・文化祭や修学旅行等，学校行事に関わる資料の掲示・提供 

情報活用能力の育

成に関する支援 
・資料の検索方法やデータベースの利用方法についての指導に 
関する支援 

・調べ学習に関する支援 
表 2：2014 年「学校図書館担当職員の～会議」報告による学校図書館担当職員の職務（筆者作成） 
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図書館を活用した授業への参加」には例示として

次の文がある。 
 
  ◇辞書の引き方，目次・索引の利用法，日本 

十進分類法（NDC）等の図書館資料の活用 
の仕方についての説明 

  ◇ティーム・ティーチングの一員として児童 
生徒に指導的に関わる学習の支援32 

 
「指導的に関わる学習の支援」とまわりくどい表

現ではあるが，2009 年子どもの読書サポーター

ズ会議報告で司書教諭単独の職務として整理さ

れた「情報活用力に関する児童生徒への指導」と

重なる内容である。 
また，子どもの読書サポーターズ会議報告の職

務内容との比較では，司書教諭単独の職務とされ

ていた各種計画のとりまとめと立案に関して，①

「間接的支援」に関する職務の「学校図書館の運

営」「学校図書館の運営に関する業務」に例示とし

て「◇学校図書館に関する計画等の作成」があり33，

8月27日の第2回会議時のやりとりが反映されて

いる。児童生徒図書委員会指導についても，③「教

育指導への支援」に関する職務の「特別活動の指

導に関する支援」「委員会活動・読書クラブ等に対

する支援」に「◇図書委員会等の委員会活動が円

滑に行えるような支援 ◇児童生徒の自主的な活

動に関する支援」の例示がつけられ34，これも学

校司書の職務として整理された。 
さらに情報活用力に関する児童生徒への指導に

ついても，③「教育指導への支援」に関する職務

の「情報活用能力の育成に関する支援」として「資

料の検索方法やデータベースの利用方法について

の指導に関する支援」「調べ学習に関する支援」の

二つの項目があげられている35。学校司書は教諭

ではないので決して指導という言葉は使わないが，

「指導に関する支援」「学習に関する支援」として

学校司書の職務に含まれることになった。その結

果，2009 年会議報告で司書教諭単独の職務と整理

された職務のいずれも，学校司書の職務内容に入

ったことになる。 

4 学校図書館現場の意識と実態 

4.1 当時の学校司書の実践についての書籍か

ら  1997 年時の文部省見解との相違 （１）  

 

1997 年法改正時の国会審議の場で，学校司書

の職務内容は，指導的職務を除いた技術的職務，

管理的職務の「事務」の仕事であること，指導的

職務はこの時点でまだ全国的に発令されていな

い司書教諭が行うという説明だった。それでは学

校図書館現場ではどうだったか。 
1997 年までに，学校司書の実践について書か

れ，出版された書籍に以下の五点がある。『教育

としての学校図書館』（1983）36，『学校司書の教

育実践』（1988）37，『図書館よ，ひらけ！ 授業

いきいき学校図書館』（1990）38，『こんなにイキ

イキ学校図書館―学校司書の教育活動』（1993）39，

『本があって人がいて―岡山市・学校司書全校配

置への道』（1994）40。この五点の書籍は，塩見

昇著『学校図書館職員論』（2000）に「参考まで

に，この種の学校図書館の仕事，実際についての

当事者自身による記録，レポートの主要なものを，

図書（分担執筆を含む）について以下に掲げる。」
41として紹介された十点の書籍から 1998 年以後

の出版物三点及び司書教諭の実践について書か

れた二点を除いたものである。これらの本に書か

れている学校司書の実践活動は，文部省政府委員

の説明と異なり，学校図書館の「事務」の仕事を

担当するという内容にはなっていない。 
『教育としての学校図書館』では「化学の授業

に協力して」「ブック・トークにとりくんで」の

二つの実践レポートが紹介され，前者は化学の調

べ学習に際して高校の学校司書が行った百科事

典の使い方を中心とする利用指導（1 時間），後者

は子どもたちの前で行うブック・トークについて

の中学校司書のレポートである。『学校司書の教

育実践』の場合は，教科学習と学校図書館の連携

を実現するうえでの学校司書のさまざまな工夫

（リストの作成，図書購入システムの手直し，レ

ポートの書き方についてのプリントの作成など）

を内容としている。『図書館よ，ひらけ！ 授業

いきいき学校図書館』は，さまざまな教科での学

校図書館活用事例集となっており，事例には調べ

学習の際の学校司書によるガイダンス（利用指

導）２例がある。『こんなにイキイキ学校図書館

―学校司書の教育活動』は学校司書の実践活動 19
例を内容として，教科学習，読書活動，学校行事・

読書行事，生徒図書委員会活動などで学校司書が

どのような活動を行ったかが示されている。『本

があって人がいて―岡山市・学校司書全校配置へ

の道』は，実践の紹介として平和教育に関連して
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のとりくみ，ブックトーク，子どもたちに人気の

本などをとりあげている。 
学校司書は利用指導，ブックトークを行い，調

べ学習におけるガイダンス，読書活動，学校行

事・読書行事，生徒図書委員会活動などとさまざ

まな実践活動を行っている。これらは指導的職務

に入る活動である。1997 年時の文部省の説明は，

学校図書館現場の実際と大きく異なっていた。 

4.2 2001 年鹿児島県の意識調査  1997 年時

の文部省見解との相違 （2）  

1997 年時の国会審議で，学校司書の職務内容

は，指導的職務を除いた技術的職務，管理的職務

であり，指導的職務は司書教諭が行うと説明され

た。その文部省の説明が学校図書館現場の意識と

異なることを示す資料として，2001 年鹿児島県

の意識調査をとりあげる。 
2003 年 4 月の司書教諭の全国的な発令を前に，

種村エイ子は鹿児島県内の 12 学級以上の公立小

学校・中学校，公立・私立高校，県立養護学校の

図書館担当教諭と学校司書及び鹿児島大学司書教

諭講習受講生，鹿児島国際大学司書講習受講生，

鹿児島国際大学司書教諭課程受講生を対象に，学

校図書館の職務についての意識調査を行った42。

学校図書館の職務，A.指導的・奉仕的職務 10 項

目，B.管理的職務 7 項目，C.技術的職務 8 項目の

それぞれについて，a.司書教諭の職務，b.どちら

かというと司書教諭の職務，c.両者が協力してや

る職務，d.どちらかというと学校司書（補）の職

務，e.学校司書（補）の職務のいずれだと思うか

を問う調査である。A.指導的・奉仕的職務 10 項

目，B.管理的職務 7 項目，C.技術的職務 8 項目に

ついては，文部省法規研究会「司書教諭の職務の

例」43を参考に，独自に項目作成を行っている44。

調査の有効回答数は，小学校・中学校・高校・中

高一貫校・養護学校の教師計 124 名，小学校・中

学校・高校・中高一貫校・養護学校の司書計 113
名である45。 
冒頭，種村エイ子は 1997 年の法改正に言及し

「2003 年を間近にして，司書と司書教諭の関係や

役割分担について，十分な検討がなされているわ

けではない」として，次のように書いている。 
 
  殊に文部科学省の刊行物46や図書館情報学会 

47などの発表では，司書の存在を無視し，司 
書教諭のあり方のみを論議したものが目立つ。 
司書と司書教諭の関係や職務分担にふれたの 
は，わずかに日本図書館協会学校図書館問題 
プロジェクトチームが発表した「学校図書館 
専門職員の整備・充実に向けて；司書教諭と 
学校司書の関係・共同（ママ）を考える」と， 
このプロジェクトの中心メンバーであった塩 
見昇氏の『学校図書館職員論』のみであった48。 

 
 鹿児島県は，学校司書の配置率が小学校 45.2％，

中学校 53.8％，公立高校 100％ということである

（2000 年調査）49。この数字は，2002 年全国学

校図書館協議会「学校図書館調査（全国悉皆）調

査」による全国の配置率，小学校 24.9％，中学校

27.2％，高校 78.0％50と比較しても高い数値であ

る。学校司書のいる学校図書館の姿が教諭にある

 

 全体 教師 司書 

① 児童・生徒・教師へ貸出 e(47.0) e(44.3) e(64.6) 

② 児童・生徒・教師へのレファレンス c(56.8) c(59.7) c(53.1) 

③ オリエンテーションなど利用指導 c(45.3) c(46.8) c(47.8) 

④ 読み聞かせ・ブックトークなど c(59.6) c(65.3) c(66.4) 

⑤ 図書館だより c(43.3) c(43.5) c(38.0) 

⑥ 図書の時間・朝の読書 b(32.0) c(36.3) a(35.4) 

⑦ 教材準備協力など c(47.1) c(43.5) c(56.6) 

⑧ 図書委員会指導 c(60.2) c(63.7) c(68.1) 

⑨ 読書行事 c(59.9) c(62.9) c(61.1) 

⑩ 電子メディア利用指導 c(54.1) c(58.1) c(53.1) 

表 3－1：A.指導的・奉仕的職務の回答（種村が作成した三つの表から筆者が作成） 
a.司書教諭の職務 b.どちらかというと司書教諭の職務 c.両者が協力してやる職務 e.学校司書

（補）の職務 （）内の数値は回答割合（％） 
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程度浸透している県での意識調査である点に特徴

がある。また，2001 年の調査であり，2003 年の

全国的な司書教諭発令以前の調査でもある。従っ

てこの時点では，調査対象に司書教諭は存在して

いない。 
種村は調査の集計にあたって，全体の集計結果，

教師（図書館担当教諭）の集計結果，司書の集計

結果と３通りの集計結果を出し，考察を行ってい

る。教師（図書館担当教諭）は司書教諭資格を取

得している場合，2003 年 4 月以降の司書教諭に

なる可能性が高い。教師については教師（図書館

担当教諭）がどのような職務を司書教諭の職務と

考えているかの調査になる。種村のまとめた３通

りの集計結果三つの表からもっともパーセンテー

ジの高い割合の回答（a,b,c,d,e）を示す表を以下

に作成した。 
表 3－1 は A.指導的・奉仕的職務の表である。

「①児童生徒・教師への貸出」（表 3－1 では「①

貸出」とした）については文部省法規研究会「司

書教諭の職務の例」には入っておらず，種村が独

自に作成した項目である。貸出の際に行われる児

童生徒とのやりとりに指導的・奉仕的側面を認め

てのことと思われる。 

A.指導的・奉仕的職務は，1997 年の国会審議の

際に，文部省の答弁で学校司書の職務内容から除

かれた職務内容である。全体として一致した回答

結果となっている。「①貸出」は「e.学校司書（補）

の職務」であり，その他の職務は「⑥図書の時間

指導・朝の読書の立案」を除いて，すべて「c.両
者が協力してやる職務」となっている。 
「⑥図書の時間指導・朝の読書の立案」に関し

ては，教師は「c.両者が協力してやる職務」とな

っているのに対し，司書の回答は「a.司書教諭の

職務」となっていてこの表では回答が異なる。種

村が作成した教師・司書を合わせた全体の集計結

果の表では「a.司書教諭の職務」が 27.6％，「b.
どちらかというと司書教諭の職務」が 32.0％とな

っており，①から⑩の項目中，「⑥図書の時間指

導・朝の読書の立案」は司書教諭が担う職務との

回答がもっとも多い。 

この結果を受けて，種村は司書教諭の職務のな

かでも比較的ウェイトが大きいと考えられる「⑦

教材準備協力・ブックリストの作成」「⑧図書委員

会指導」が「c.両者が協力してやる職務」となっ

たこと，この回答が多数を占めたことを意外だっ

たとして次のように書いている。 
 
  原因として考えられるのは，司書教諭不在の 

なかで，この二つの職務はこれまで司書が全 
面的に引き受けてきており，しかも当面充て 
職で配置される司書教諭には，司書教諭の職 
務に避ける（ママ）時間がどれほどになるか 
分かっていないこともあったからであろう 
51。 

 
表 3－2 の B.管理的職務は，全体として「c.両

者が協力してやる職務」が多数を占めている。し

かし，表 3－1 の「⑥図書の時間指導・朝の読書

の立案」の項目のように，もっともパーセンテー

ジの高い回答の割合が 40％未満となっている例

が多く，こうした項目では司書教諭，学校司書の

どちらに回答が多いかを見る必要がある。 
「④校長・校内組織との連絡調整」の結果が教

師・司書を合わせた「全体」では「c.両者が協力

してやる職務」になっている。この点について種

村は意外だったとしている。この④の職務に関し

 全体 教師 司書 

① 図書館運営計画 c(87.2) c(55.6) c(54.0) 

② 予算案編成・支出 c(41.9) c(37.7) c(53.1) 

③ 図書館内備品整備 c(36.0) d(37.9) c, e(ともに 33.6) 

④ 校長・校内組織との連絡調整 c(35.5) c(35.5) a(39.8) 

⑤ 公共図書館との連絡調整 d(32.3) d(39.5) c(36.3) 

⑥ 各種統計作成報告 c(35.7) d(37.1) c(37.2) 

⑦ 親子読書会ボランティアとの

連絡調整 

c(50.2) c(52.4) c(43.4) 

表 3－2：B.管理的職務の回答（種村が作成した三つの表から筆者が作成） 
a.司書教諭の職務 c.両者が協力してやる職務 d.どちらかというと学校司書（補）の職務 e.学校司 
書（補）の職務  （）内の数値は回答割合（％） 
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ては，「a.司書教諭の職務」との回答が圧倒的に多

いだろうと推測していたからである52。続けて種

村は次のような記載を加えている。 
 
しかし，④の職務を「a.司書教諭の職務」，「b. 
どちらかというと司書教諭の職務」と答えた 
のを合計すると，はるかに「c.両者が協力し 
てやる職務」よりも多い53。 
 

この記述は，種村が作成した教師・司書を合わ

せた全体の集計結果の表が以下のようになってい

ることによる。 
④校長・校内組織との連絡調整 

 a.司書教諭の職務     29.7％ 
b.どちらかというと司書教諭の職務 
             26.2％ 

 c.両者が協力してやる職務 35.5％ 

「a.司書教諭～」「b.どちらかというと司書教諭

～」を合計すると 55.9％になり，「c.両者が協力し

てやる職務」の 35.5％を越えている。また学校司

書の側がより多く「a.司書教諭の職務」39.8％と

なっているのに対して，2 年後司書教諭となる可

能性のある教師の側は「a.司書教諭の職務」25.8％
と割合が低い。 

B.管理的職務の最後に，種村は「④校長・校内

組織との連絡調整」と「⑦親子読書会ボランティ

アとの連絡調整」を「a.司書教諭の職務」とした

のが司書の回答の方に多いことをあげ，「司書は，

このふたつの職務の遂行を新しく配置される司書

教諭に強く期待しているのであろう。」と記述して

いる54。 
なお表 3－2 の「全体」の項目で 40％未満の回

答となっている「③図書館内備品整備」「⑤公共図

書館との連絡調整」「⑥各種統計作成報告」に関し

て，種村が作成した全体の集計結果を以下にあげ

る。 

③図書館内備品整備 

c.両者が協力してやる職務 36.0％ 

d.どちらかというと学校司書（補）の職務

31.4％ 
e.学校司書（補）の職務  24.4％ 

 ⑤公共図書館との連絡調整 

c.両者が協力してやる職務 31.7％ 

d.どちらかというと学校司書（補）の職務

32.3％ 
e.学校司書（補）の職務  14.8％ 

 ⑥各種統計作成報告 

c.両者が協力してやる職務 35.7％ 

d.どちらかというと学校司書（補）の職務

27.9％ 
e.学校司書（補）の職務  21.8％ 

 ③，⑤，⑥の項目は，学校司書の仕事との回答

が多い。 
表 3－3 の C.技術的職務では，教師と司書とで

若干の意識の違いはあるが，「②図書資料の受け入

れ・分類・目録・装備・配架」「③新着図書案内」

は学校司書（補）の職務，それ以外は「c.両者が

協力してやる職務」であるといえる。 
種村は，考察において「a＋b」「c」「d＋e」の

表を作成し，「a＋b どちらかというと司書教諭の

職務」の回答が多いのは「A－⑥図書の時間指導・

朝の読書の立案」「B－④校長・校内組織との連絡

調整」（回答数の多い順）であったこと，「d＋e ど

ちらかというと司書の職務」の回答が多いのは「C
－②図書資料の受け入れ・分類・目録・装備・配

架」「A－①児童・生徒・教師へ貸出」「C－③新着

 全体 教師 司書 

① 図書資料選択発注 c(63.7) c(65.3) c(71.7) 

② 図書資料の受け入れ・分類・目

録・装備・配架 

e(44.5) d(41.1) e(68.1) 

③ 新着図書案内 d(33.7) d(41.1) e(54.0) 

④ テーマ図書資料の展示 c(47.7) c(46.0) c(46.0) 

⑤ サイン掲示レイアウト c(47.1) c(41.1) c(44.2) 

⑥ クリッピングなど独自資料作成 c(47.7) c(41.9) c(52.2) 

⑦ 図書資料の廃棄 c(45.0) c(42.7) e(40.7) 

⑧ 視聴覚資料・電子メディア c(56.4) c(60.5) c(56.6) 

表 3－3：C.技術的職務の回答（種村が作成した三つの表から筆者が作成） 
c.両者が協力してやる職務 d.どちらかというと学校司書（補）の職務 e.学校司書（補）の職務 
（）内の数値は回答割合（％） 
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図書案内」「B－③図書館内備品整備」「A－⑤図書

館だより」（回答数の多い順）と書いている55。 
この鹿児島県の意識調査は，先に書いたように

学校司書のいる学校図書館の姿が教諭にある程度

浸透している県での意識調査で，また 2003 年の

全国的な司書教諭発令以前の 2001 年の調査であ

る。この調査では，種村の考察とあわせてみると，

A.指導的・奉仕的職務において「⑥図書の時間指

導・朝の読書の立案」が司書教諭の職務，「①児童・

生徒・教師へ貸出」「⑤図書館だより」が学校司書

（補）の職務，残りが「c.両者が協力してやる職

務」となる。また B.管理的職務では「④校長・校

内組織との連絡調整」が司書教諭の職務，「③図書

館内備品整備」が学校司書（補）の職務，残りが

「c.両者が協力してやる職務」である。C.技術的

職務では，司書教諭の職務はなく，「②図書資料の

受け入れ・分類・目録・装備・配架」「③新着図書

案内」が学校司書（補）の職務，残りが「c.両者

が協力してやる職務」である。 
1997 年国会審議時の文部省答弁では，学校図書

館の指導的職務は司書教諭が担当するとのことだ

った。しかしこの調査では，A.指導的・奉仕的職

務において司書教諭に期待されているのは「⑥図

書の時間指導・朝の読書の立案」のみであり，職

務のほとんどが「c.両者が協力してやる職務」と

なっている。文部省見解が学校図書館現場の意識

とかけ離れていることがわかる。種村が「⑦教材

準備協力・ブックリストの作成」「⑧図書委員会指

導」の項目について「司書教諭不在のなかで，こ

の二つの職務はこれまで司書が全面的に引き受け

てきており，」56と書いているように，実態として

指導的職務のかなりの部分を学校司書が担ってい

たことについても，文部省答弁は触れていない。

またこの文章の後半で種村は，司書教諭が充て職

であることも指摘している。 
司書教諭が充て職であるとは，司書教諭は学校

図書館法第五条第2項の規定「前項の司書教諭は，

主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさ

どる主幹教諭は除く。），指導教諭又は教諭（以下

この項において「主幹教諭等」という。）をもつ

て充てる。」により，主幹教諭等でなければなら

ないとなっていることである。主幹教諭等の教諭

が，通常の教諭の仕事の上に司書教諭の仕事をす

るという規定である。この規定の存在によって，

司書教諭は図書館の仕事だけを専任で行うこと

はできない。この点からも，司書教諭が学校図書

館の指導的職務を担うことは難しい。 
結果，鹿児島県の意識調査は，文部省の説明と

異なり，指導的職務のほとんどは両者が協力して

行う職務であり，司書教諭が行う職務であるとは

いえないことを示している。 
 

4.3 2002 年神奈川県高校図書館の役割分担

1997 年時の文部省見解との相違 （3）  
  

1997 年時，国会審議における文部省の学校司書

の職務内容に関する見解が，学校図書館現場のそ

れと異なることを説明する資料として，次に 2002
年神奈川県高校図書館の役割分担をとりあげる。 

2003 年 4 月の全国的な司書教諭発令を前に，

各県教育委員会は教諭の司書教諭資格取得者を増

やす司書教諭講習にとりくむ必要があった。神奈

川県高等学校教職員組合は，県からの講習を計画

的に行いたいとの申し入れを受け，2000 年 2 月

司書教諭講習に関する交渉を持つことになった57。

神奈川県高等学校教職員組合（以下神高教とする）

学校司書専門委員会からは学校司書の委員 5 名が

同席した。その席で，県から司書教諭発令後の仕

事分担イメージ案が素案として提案された。その

内容は，次のようなものであったと報告されてい

る。 
 
  その内容は，文部省の唱える「司書教諭」の 

職務を中心としたものであった。但し，学校 
司書は事務的な部分を担うという形ではなく， 
本県の実情を踏まえ，学校司書を中心とした 
図書館運営という本県独自の事情を加味した 
役割分担となっている。学校司書の役割は現 
在と変化なしとし，司書教諭の役割は，図書 
館を活用する上での，教員との連絡調整や， 
授業展開などの部分で，主に教員へアドバイ 
スするなどの役割とした58。 
 

ここで言及されている本県独自の事情とは，県立

高校の学校司書配置率が 100％であること，1990
年に『図書館よ，ひらけ！ 授業いきいき学校図 

書館』を発行していることなどがあげられる。 
さらに翌 3 月，神高教執行部と教諭の現場代表

とで，教諭から見た問題点に関する交渉を行った。

この内容は以下のようであった。 
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  組合教員側からは業務分担という発想が現場 

に馴染まないこと，現実として学校図書館運 

営を担っている学校司書が移行することが一 

番自然である，などの意見が出されました。 

現行法上であっても，県独自の工夫をする余 

地がないか，検討を求めて交渉を終了しまし 

 学 校

司書 
司 書

教諭 
分掌担

当教員 
教科，学級

担当教員 
 

従

来

か

ら

の

機

能 

図書館の管理 
（図書館資料の選定，収集，整理，分類排列等）

（蔵書点検，廃棄等） 
（目録の作成） 
（施設の整備） 
（予算案の作成と執行） 

 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

 
△ 
△ 
 
△ 
△ 

 
○ 
○ 
 
◎ 
◎ 

 

図書貸出・返却 ◎  ○  
生徒への利用案内（オリエンテーション） ◎ ○ ○  
生徒の読書活動への対応 
 （場の提供） 
（新着図書情報の紹介） 
（読書会等の開催） 

レファレンス，情報提供 
 （生徒へのレファレンス，情報提供） 
 （教員へのレファレンス，情報提供） 

 
◎ 
◎ 
◎ 
 
◎ 
◎ 

 
△ 
△ 
△ 
 
 
○ 

 
○ 
 
◎ 

 

図書，視聴覚委員会（分掌）への参加 ◎ ◎ ◎  
生徒図書委員会への参加，助言 ◎ △ ◎  
生徒の学習室としての利用管理 ◎  ○  
◎：分掌あるいは業務としての仕事  ○：相談・支援，方向性検討 

  △：必要があれば相談に応じる 
 
 学 校

司書 
司 書

教諭 
分掌担

当教員 
教科，学級

担当教員 
 

新

規

お

よ

び

充

実

す

る

機

能 

図書館機能充実の方向性企画・校内調整 ◎ ◎ ○  
学習情報機能の強化  各教科・科目，「総合的な学

習の時間」，特別活動での積極的な活用 
 （活用に向けての働きかけ，校内調整） 
 （授業等における活用実践） 
 （生徒個々の課題解決への支援） 
 （情報リテラシー教育の実践） 

 
 
◎ 
○ 
○ 
○ 

 
 
◎ 
△ 
 
○ 

  
 
 
◎ 
◎ 
◎ 

図書館の情報化 
 （コンピュータや情報通信ネットワークの整備）

 （インターネットによる情報検索） 
 （データベース化による蔵書検索） 

 
○ 
◎ 
◎ 

 
○ 
△ 
△ 

 
○ 

 

地域との連携強化 
 地域への図書館開放（貸し出し，ボランティア活

用等） 
他校の学校図書館との連携・ネットワーク化 
地域の図書館との連携・ネットワーク化 

 
◎ 
 
◎ 
◎ 

 
○ 
 
○ 
○ 

 
○ 
 
○ 
○ 

 

  ◎：分掌あるいは業務としての仕事  ○：相談・支援，方向性検討 
  △：必要があれば相談に応じる 
表 5：これからの学校図書館のあり方（最終版）2002.3.29（もとの表から「根拠（国の動き）」「県

の動き」の欄を除いて筆者が作成） 
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た59。 

 

「学校司書が移行する」とは，当時の，そして現

在においても，神高教学校司書専門委員会の活動

方針が「学校司書を専任司書教諭（教育職 2 級）

とする県独自の制度を確立する，専任司書教諭の

実現をめざす。」60となっていることによる。学校

司書が移行して専任司書教諭になるという考えは，

日本教職員組合（以下日教組とする）の方針でも

あり，神高教組織の方針でもあった61。 

この 2 月，3 月の県との交渉の場で，県が作成

した司書教諭発令後の仕事分担イメージ案が示さ

れたこともあって，学校司書専門委員会は，3 月

に学校司書と司書教諭の役割分担プロジェクトの

立ち上げを決定した。同プロジェクトによりまと

められた学校司書専門委員会原案「司書と充て司

書教諭の役割分担（案）」と，県による試案「これ

からの学校図書館のあり方（案）」は，5 月の学校

司書専門委員会総会で議論された62。その後，さ

らにプロジェクトによる検討を経て，7月，11月，

県との交渉を重ね，2002 年 3 月「これからの学

校図書館のあり方（最終版）」として最終的に合意

した63。この交渉のポイントは，①司書教諭は「充

て職」であること（専任が定数として配置されな

い），②学校司書の専任専門職としての日常の業務

を押さえること，であった64。さらに司書教諭発

令前の 2003 年 1 月には，司書教諭発令に際して

①司書教諭の分掌は学校図書館に関連する分掌に

必ずしも位置づける必要はない，②各校で行われ

る分掌委嘱の方式を尊重する，の点が確認された

と報じている65。なお分掌とは，学校内における

業務の分担をさし，正式には校務分掌という。分

掌を決定するルールは，学校ごとに教員の負担が

平均化するように定められている。 

 神奈川県の場合，学校司書が移行してなる専任

司書教諭制度案を方針としていることもあり，学

校図書館の職務のほとんどは学校司書が担ってい

ると認識されていた。この役割分担は，学校司書

の現状を変えることなく，司書教諭講習及び発令

がスムーズに行われることを目的としてまとめら

れた。その意味で 4.2 の鹿児島県の意識調査と意

味合いが異なる資料である。とはいえ，この資料

は，日教組加盟の教職員組合組織における学校図

書館現場の考え方を伝えるものということができ

る。加えて，日教組専任司書教諭制度案は，日教

組高校部を中心にまとめられ，提唱されてきた経

過から，どちらかというと高校図書館の現場の考

え方を伝えているということになる。 
「これからの学校図書館のあり方（最終版）」の

表から「根拠（国の動き）」「県の動き」の欄を除

き，役割分担に関わる部分のみを抜き出すと，表

5 となる。職務の項目 26 のうち，学校司書が「◎：

分掌あるいは業務としての仕事」となっている職

務は 22 項目，司書教諭は 3 項目，分掌担当教員

は 5 項目である。県との交渉過程で，司書教諭は

必ずしも図書館の分掌に位置づけなくていいとの

確認がされたので，司書教諭より分掌担当教員の

方が図書館に関わる仕事が重くなっている。また

各教科・科目等での活用に関わる 3 項目は，教科，

学級担当教員の仕事として整理されている。ここ

で出てくる分掌担当教員は，図書館の仕事を分担

する分掌に所属する教員という意味である。 

「○：相談・支援，方向性検討」では，学校司

書が 4 項目，司書教諭が 7 項目，分掌担当教員が

12 項目である。「○～」の場合も，司書教諭より

ともに図書館の仕事を分担して行う分掌担当教員

の方が多くなっている。「△：必要があれば相談に

応じる」11 項目は，司書教諭のみとなっている。 
司書教諭が「◎～」となっている職務は，「図書，

視聴覚委員会（分掌）への参加」「図書館機能充実

の方向性企画・校内調整」「学習情報機能の強化  

―（活用に向けての働きかけ，校内調整）」の 3
項目である。「図書，視聴覚委員会（分掌）への参

加」は，学校司書，司書教諭，分掌担当教員の三

者とも「◎～」，「図書館機能充実の方向性企画・

校内調整」「学習情報機能の強化―（活用に向けて

の働きかけ，校内調整）」は，学校司書とともに「◎

～」であり，司書教諭が単独で「◎～」となって

いる項目はない。またどちらかというと校内調整

的な意味合いの仕事となっている。 
これもまた1997年国会審議時の文部省答弁「学 

校図書館の指導的職務は司書教諭が担当し，学校

司書は管理的職務と技術的職務を担当する」とは

大きく異なる内容である。司書教諭は「教諭をも

つて充てる」充て職なので，学校図書館専任で司

書資格を持ち，正規職員の学校司書が定着してい

る高校の図書館においては，司書教諭は実質を伴

わない名ばかりの発令になることが多い。現在で

も高校の学校司書による学校図書館の実践報告に

司書教諭が出てこない，あるいは影が薄いケース

があるのはそのためである。 
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神奈川県の場合は，司書教諭講習及び発令をス

ムーズに行うためにこうした役割分担の整理を行

ったわけだが，もともと「教諭をもつて充てる」

充て職の司書教諭を発令する，言い換えれば学校

図書館の実務を担当する図書館専任の「人」が不

在の 1997 年法改正そのものに，原因があったと

考えられる。 
 

4.4 2008 年長野県高校図書館の業務分担調

査  子どもの読書サポーターズ会議役割分担

との相違  
 
2009 年 3 月，文部科学省子どもの読書サポー

ターズ会議「これからの学校図書館の活用の在り

方等について（報告）」の別紙２「学校図書館の専

門スタッフとボランティアの役割分担例〔改訂〕」

は，第８回会議（2008 年 7 月）の際の資料「学

校図書館スタッフの業務」66がもとになって作成

された。2008 年 7 月第８回会議の「学校図書館

スタッフの業務」と 2009 年 3 月報告の別紙２「学

校図書館の専門スタッフとボランティアの役割分

担例〔改訂〕」は，タイトルの違いや学校司書とボ

ランティアの分担の違いなどがある。しかし，報

告別紙２の役割分担例の図からボランティア部分

を除いて作成した 3.3 の表 1 に関しては，ほぼ共

通した内容になっている。違いは「図書資料の受

入，装備，保存整理，修繕」の項目が，2009 年報

告別紙２の図では図書館経営，図書館奉仕両方に

かかるが，2008 年第 8 回会議の図では図書館経

営に入っていることである。 
2008 年 7 月の「学校図書館スタッフの業務」

公表を受けて長野県高等学校教職員組合司書部は，

11 月県内の高校司書に対し，実際の業務がどのよ

うになっているかの調査を行った。長野県の県立

高校は，学校司書の配置率は 100％67である。調

査対象校 60校中 39校の回答。学校司書が有資格，

正規職員で配置されている高校図書館での業務の

実態が伺われる68。調査は司書教諭（あるいは係

主任）と学校司書の業務分担の割合を 6 点満点（司

書教諭：学校司書＝0：6 1：5 2：4 3：3 4：
2 5：1 6：0 のいずれか）で答えてもらうとい

うものである。調査結果は，図と集計結果の表，

分担割合（％）の表の三つからなっている。図と

分担割合（％）の表をまとめたのが表 6 である。

（）内の数値は分担割合（％）を示す。 

子どもの読書サポーターズ会議で，司書教諭単

独の職務として整理された「図書館経営の目標・

計画の立案」「図書館年間計画のとりまとめ」「児

童生徒図書委員会の指導」「読書指導計画の立案」

「情報活用力に関する児童生徒への指導」の 5 項

目については以下のような結果となった。数値は

「司書教諭の割合：学校司書の割合」となる。 
図書館経営の目標・計画の立案 40：60 
図書館年間利用計画のとりまとめ 36：64 
児童生徒図書委員会の指導 39：61 
読書指導計画の立案 39：61 
情報活用力に関する児童生徒への指導 21：79 
いずれの項目も，学校司書の方が高い割合となっ

ており，司書教諭単独の職務になっていない。 
 同様に子どもの読書サポーターズ会議で，学校

司書単独の職務として整理されたのが「庶務・会

計」「施設設備・備品の維持管理」「図書資料の受

入，装備，保存整理，修繕」「図書資料の目録・索

引の作成」「図書資料等の展示」「展示・飾付け」

「館内閲覧・館外貸出の窓口業務」の 7 項目であ

る。この 7 項目については以下のような結果とな

った。 
庶務・会計 0：100 
施設設備・備品の維持管理 15：85 
図書資料の受入，装備，保存整理，修

繕 
1：99 

図書資料の目録・索引の作成 0：100 
図書資料等の展示 2：98 
展示・飾付け 2：98 
館内閲覧・館外貸出の窓口業務 14：86 
7 項目中，「庶務・会計」「図書資料の受入，装備，

保存整理，修繕」「図書資料の目録・索引の作成」

「図書資料等の展示」「展示・飾付け」の 5 項目

に関しては，学校司書単独の職務ということがで

きる。 

ここにあげたほかに学校司書が 100％行う仕事

が「図書資料の分類」であり，90％以上行う仕事

が「図書資料のレファレンス・サービス」「授業の

ための図書や諸資料の準備」「図書館を活用した調

べ学習」である。「図書資料の分類」と「図書資料

のレファレンス・サービス」は，子どもの読書サ

ポーターズ会議では，司書教諭・学校司書両者が

行う仕事となっている。「授業のための図書や諸資

料の準備」「図書館を活用した調べ学習」の 2 項

目は，長野県の調査で新たに加えられた項目であ

る。 
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 すべての項目が学校司書，または司書教諭・学

校司書両者が行う結果になっており，分担割合も

学校司書が 50％を切る項目はない。学校図書館運

営の中核に学校司書がいる姿となっている。司書

教諭の分担割合が比較的高いのは「図書館経営の

目標・計画の立案」40％，「図書館活動の点検・

評価」39％，「渉外活動（外部との連絡・連携）」

39％，「児童生徒図書委員会の指導」39％，「読書

指導計画の立案」39％，「図書館年間計画のとり

まとめ」36％の 6 項目である。「情報活用力に関

する児童生徒への指導」は，子どもの読書サポー

ターズ会議で司書教諭単独の職務と整理されてい

るが，21％とそれほど高くない。 

 この調査は司書教諭に関して，司書教諭（ある

いは係主任）として調査しており，必ずしも司書

教諭との分担になっていない。有資格・正規職員

の学校司書が多い高校の場合は，司書教諭よりも

係主任の方が実際に学校図書館の職務を分担して

いる場合がある。調査はそうした事情の反映であ

ると思われる。またサンプル数が 39 と少ないこ

とから，調査結果を文字通り受け取るには難しい

面がある。とはいえ，4.3 神奈川県高校図書館の

役割分担とあわせてみることによって，高校の司

書の職務内容の一端を表わす資料となっている。 

 

５ 考察 

 司書教諭 司書教諭・学校司書の両者 学校司書 
図

書

館

経

営 

 図書館経営の目標・計画の立案（40:60） 
図書館年間利用計画のとりまとめ（36:64） 
図書館活動の点検・評価（39:61） 
渉外活動（外部との連絡・連携）（39:61） 
広報活動（16:84） 
施設設備・備品の維持管理（15:85） 
図書資料の選定・収集 廃棄決定（20:80） 
図書資料の受入，装備，保存整理，修繕(1:99)
児童生徒図書委員会の指導(39:61)※2 

 
庶務・会計(100)※3 
 

図

書

館

奉

仕 

 図書資料等の展示(2:98) 
展示・飾付け(2:98) 
館内閲覧・館外貸出の窓口業務(14:86) 
図書館利用指導・ガイダンス(17:83) 
教員向け情報提供・教材等準備への協力(14:86)
図書資料のレファレンス・サービス(6:94) 

図書資料の分類(100) 
図書資料の目録・索引の作

成(100) 
 
 

※1  読書相談(18:82) 
読

書

指

導 

 読書指導計画の立案(39:61) 
読書指導に関する教員への助言・研修(32:68) 
図書の紹介・案内(12:88) 
読書活動の企画・実施(32:68) 

 

教

科

等

指

導 

 学校図書館を活用した指導に関する教員への

助言・研修(22:78) 
授業のための図書や諸資料の準備(6:94) 
図書館を活用した調べ学習(7:93) 
情報活用力に関する児童生徒への指導(21:79) 

 

 
表 6：学校図書館スタッフの業務（長野県の高校図書館の実際）（分担割合を表わす表と図を合わせ

て筆者が作成）  （）内の数値は分担割合（司書教諭：学校司書）（％） 
※1 は図書館奉仕，読書指導両方にかかる。 ※2 この項目は 2008 年第 8 回会議「学校図書館スタ

ッフの業務」図では図書館経営，図書館奉仕両方にかかる。長野県作成の図では図書館経営に入っ

ている。 ※3 この項目の位置は図の表示に合わせた。 
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5.1 1997 年法改正時の職務内容と 1997～

2005 年の文部省・文部科学省の動き 
 
1953 年に学校図書館法が成立して以来，何度

も学校図書館法改正の動きがあり，附則 2 項撤廃

による司書教諭発令と学校司書の法制化の二つ

は，その都度法改正の目的となっていた。1997
年の法改正は，予算措置を必要とする学校司書の

法制化には触れず，司書教諭発令のみを主な内容

とする法改正だった。 
 1997 年の法改正時の国会審議の場で，文部省

が示した学校司書の職務内容は，現実にはまだ存

在しない司書教諭の職務をあげて司書教諭の担

当する指導的職務を除いて，技術的職務，管理的

職務の学校図書館の「事務」の仕事を担当すると

いうものだった。存在しない司書教諭が指導的職

務を担うとするこの説明は，この時期の学校司書

の実践に関する書籍（4.1），2001 年の鹿児島県

意識調査（4.2），2002 年神奈川県高校図書館の

役割分担（4.3）から，学校図書館現場の実態か

ら大きくかけ離れた説明であったことになる。学

校図書館の現場では，指導的職務は学校司書が担

っていたのである。 
この文部省の見解の背景には，第一に学校図書

館現場の実態に対する理解不足があり，第二に学

校図書館初期の学校図書館の司書の仕事は司書

教諭が，事務的な仕事は図書館事務職員が担うと

の考え69があったと推測できる。さらに第三とし

て，司書教諭が「教諭をもつて充てる」職である

ことの理解も不足していたのではないかと思わ

れる。 
1997 年 6 月法改正後の 7 月に，文部省は「司

書教諭の職務の例」70を発表している。この司書

教諭の職務は，A 指導的・奉仕的職務 7 項目，B
管理的職務 8 項目，C 技術的職務 7 項目にわたる

もので，司書教諭が図書館専任でなければできな

い内容となっていた。また塩見昇が指摘している

が，この時期，文部科学省サイドの文書等で司書

教諭への新たな期待として「メディア専門職」の

役割が強調されている71。「教諭をもつて充てる」

職の司書教諭は，通常の教諭の仕事の上に学校図

書館の仕事を担当せざるを得ない。そのうえに情

報教育推進のために「子供たちの主体的な学習を

支援するとともに，ティーム・ティーチングを行

うこと，教育用ソフトウェアやそれを活用した指

導事例等に関する情報収集や各教員への情報提供，

校内研修の運営援助など」72の役割が求められた。

これは，「教諭をもつて充てる」職であることの意

味を理解しない過剰な期待と言わざるを得ない。 
 参考までに 2014 年の文部科学省「学校図書館

の現状に関する調査」において，公立学校の場合，

司書教諭発令により授業時数を軽減している学校

数の割合は 7.2％（12 学級以上）と 8.5％（11 学

級以下），軽減された授業時数の平均は，1.0 時間

（12 学級以上，11 学級以下とも）である73。1 時

間の授業時数軽減では，学校司書あるいはボラン

ティアとの打ち合せで終わってしまうとの声74は，

うなずける。なお，文部科学省が授業時数を軽減

している学校数の割合を調査しはじめたのが

2005 年調査から，軽減された授業時数の平均を出

しはじめたのが 2010 年度調査からだったので，

ここでは最新の調査である 2014 年度調査のデー

タを使用した。 
司書教諭を発令すれば学校図書館が変わると

いう過剰な期待があり，一方で学校司書の職務内

容を現実とは異なる狭い範囲でとらえる考え方

に立っていたのが，この時期の学校司書の職務内

容に関する文部省見解であった。当時の文部省は，

学校司書について，司書教諭について，学校図書

館の現実を全く理解していなかったと思われる。 
 その後，2005 年度の「学校図書館の現状に関

する調査」に学校司書の項目が入るまでの文部

省・文部科学省（2001 年より）が，2003 年発令

予定の司書教諭と学校図書館ボランティアとで

学校図書館を運営するとの方向を示したのも，同

様の学校司書，司書教諭についての理解不足があ

ったからではないかと思われる。結果として，学

校司書が実質的に学校図書館の運営を担い，実践

を蓄積してきた経過・事実は無視されることにな

った。2005 年度の「学校図書館の現状に関する

調査」に学校司書の項目が入ることになった理由

は，明らかではない。しかし，発令された司書教

諭が，学校司書がいるかいないかで図書館の仕事

の負担が大きく異なることを徐々に理解したの

ではないか，そしてその理解が広まっていったの

ではないかと考えることは可能である。 
 

5.2 2009 年の子どもの読書サポーターズ会議

の報告 

 
2009 年の子どもの読書サポーターズ会議報告

別紙２に示された司書教諭と学校司書役割分担

は，1997 年時の文部省見解とは大きく変わって

いる。同じ別紙２の司書教諭・学校司書の説明に
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あたる文は次のようになっている。 
 
  司書教諭 
  ・学校図書館の運営に関する総括 
  ・学校図書館を活用した教育活動の企画・指 

導の実施，教育課程の編成・展開に関する 
他教員への助言等 

  学校司書～専門的な知識・経験を有する学校 
図書館担当事務職員～ 
・学校図書館の運営に係る専門的・技術的業 
 務 
・学校図書館を活用した教育活動への協力・ 
参画75 

 
学校司書に関して「学校図書館担当事務職員」

と事務職員の語が残っているのは，それまでの経

過のなごりであるといえるが，この報告で画期的

だったのは，学校図書館の司書にあたる仕事，「学

校図書館の運営に係る専門的・技術的業務」は学

校司書が行うと明記されたことである。司書教諭

の役割は，「学校図書館の運営に関する総括」と

「学校図書館を活用した教育活動」に関わる仕事

に限定されている。これはかつての「学校図書館

の司書の仕事は司書教諭が，事務的な仕事は学校

図書館事務職員（学校司書）が担う」からすれば

大きな転換である。 
 この点については全国学校図書館協議会も同

じ理解であったらしく，2013 年 11 月 15 日付読

売新聞「司書の役割 明示必要」の記事に次のよ

うな文が載っている。 
 
  全国学校図書館協議会の森田盛行理事長は， 

小学校教員としての経験を踏まえ，「学校司 
書がいないと司書教諭が司書の仕事を担う 
ことになり，他の先生と図書館を使った授業 
計画を練り，一緒に授業をやるなど，司書教 
諭本来の仕事ができない」と指摘76。 

 
司書教諭本来の仕事とは何か，の疑問は残るが，

司書教諭は司書の仕事は行わないという点につ

いては明快である。 
2009 年の子どもの読書サポーターズ会議報告

別紙２では，「図書館経営の目標・計画の立案」「図

書館年間計画のとりまとめ」「児童生徒図書委員会

の指導」「読書指導計画の立案」「情報活用力に関

する児童生徒への指導」の 5 項目が司書教諭単独

の職務，「図書館活動の点検・評価」ほかの 12 項

目が司書教諭・学校司書両者の職務，「庶務・会計」

ほかの 7 項目が学校司書単独の職務として整理さ

れた（表 1）。以下司書教諭単独の職務として整理

された 5 項目について検討する。 
5 項目のうち，「図書館経営の目標・計画の立案」

「図書館年間計画のとりまとめ」「読書指導計画

の立案」の 3 項目に関しては，4 年後の「学校図

書館担当職員の役割及びその資質の向上等に関

する調査研究協力者会議」の第 2 回会議（2013
年 8 月 27 日）で，学校司書の委員の発言から司

書教諭単独の職務ではないことが明らかになっ

た（3.3 に記述）。2001 年の鹿児島県意識調査に

おいても，図書館運営計画は司書教諭・学校司書

「両者が協力してやる職務」だった（4.2）。2008
年長野県高校の業務分担においても両者が行う

仕事だった（4.4）。 
「児童生徒図書委員会の指導」は，2001 年の

鹿児島県意識調査で「両者が協力してやる職務」

である（4.2）。2002 年神奈川県高校の役割分担

では「生徒図書委員会への参加，助言」と名称が

異なる。内容としてはほぼ同様と考えられ，学校

司書と分掌担当教員が行う仕事になっている

（4.3）。2008 年長野県高校の業務分担で両者が

行う仕事だった（4.4）。 
「情報活用力に関する児童生徒への指導」は，

2001 年の鹿児島県意識調査では該当する項目が

ない。2002 年神奈川県高校の役割分担では「情

報リテラシー教育の実践」となっている項目をこ

の内容ととらえれば，教科・学級担当教員の行う

仕事であり，学校司書・司書教諭は「相談・支援，

方向性検討」にあたる。2008 年長野県高校の業

務分担では両者が行う仕事だが，分担割合は司書

教諭 21％，学校司書 79％となっており，サポー

ターズ会議報告別紙２の図と異なり，学校司書の

方が高い割合となっている（4.4）。 
 司書教諭単独の職務として整理された5項目に

関しては，まだ学校図書館現場の実態と異なって

いる。とはいえ，前項で指摘した学校司書・司書

教諭についての理解不足は，この報告でほぼ解消

されたということができる。 
 

5.3 2014 年「学校図書館担当職員の役割及び

その資質の向上等に関する調査研究協力者会

議」報告 
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 「学校図書館担当職員の役割及びその資質の向

上等に関する調査研究協力者会議」は，2013 年 8
月に第 1 回会議，2014 年 1 月第 7 回会議をもっ

て終了し，3 月に「これからの学校図書館担当職

員に求められる役割・職務及びその資質能力の向

上方策等について（報告）」を公表した。学校司

書法制化の動きが活発になっているさなかの会

議だった。この会議は学校図書館担当職員（学校

司書）のあり方を検討するもので，報告は，学校

図書館担当職員（学校司書）の職務等に関しての

明示という構成になっている。 
 2009 年の子どもの読書サポーターズ会議報告

別紙２で司書教諭単独の職務と整理された5項目

については，3.4 で記述した。5 項目のいずれに

ついても，学校司書が教諭ではないという意味で

指導の語は使わず，支援として，学校司書の職務

に含まれることになった。また学校司書の職務に

「教育指導への支援」に関する職務が入ったこと

は，この報告の大きな特徴であり，ティーム・テ

ィーチングの一員となることも加えられた。 
 この報告は学校図書館担当職員（学校司書）の

職務等を示すものであったが，司書教諭について

の言及も存在する。以下に引用する。 
 
  ○司書教諭は，学校図書館の専門的職務をつ 

かさどるための所定の講習を受講し，単位 
を取得した有資格者として，学校図書館の 
経営に関する総括，学校経営方針・計画等 
に基づいた学校図書館を活用した教育活 
動の企画・実施，年間読書指導計画・年間 
情報活用指導計画の立案等に従事する。 

○また，司書教諭は，学校図書館を活用した 
授業を実践するとともに，学校図書館を活 
用した授業における教育指導法や情報活 
用能力の育成等について積極的に他の教 
員に助言することが期待されている。 

○上記 2 つの職務は，専門的・長期的観点に 
立って行うためにも司書教諭が担うこと 
が望ましいが，司書教諭の有資格者が配置 
されていない場合には，一般の教員が図書 
館主任として上記の司書教諭の職務を担 
う77。 
 

この報告において司書教諭の職務は，「学校図

書館の経営に関する総括，学校経営方針・計画等

に基づいた学校図書館を活用した教育活動の企

画・実施，年間読書指導計画・年間情報活用指導

計画の立案等」ということになるようである。○

の 2 つ目にあがっている「学校図書館を活用した

～」の職務は，「期待されている」との表現なの

で，必ずしも司書教諭の職務としているわけでは

ない。さらに○の 3 つ目で司書教諭が配置されて

いない場合は「一般の教員が図書館主任として上

記の司書教諭の職務を担う。」とあり，図書館の

分掌主任の仕事と重なる内容とも読みとれる。こ

の報告は学校司書の職務内容についても，また司

書教諭に言及している部分についても，学校図書

館現場の実態に近づいた内容になっている。 
しかし，学校司書の雇用の現実をみると，学校

司書すべてがこの職務内容を担っているとはい

えない実態が存在するのも事実である。この点に

ついて報告は以下のように書いている。 
 
 ○また，学校図書館担当職員の中には，各地 

方公共団体の採用条件によっては学校教 
育一般や学校図書館の運営・管理に関する 
専門的な知識を持たずに当該職に就いて 
いる者もおり，現状としては，それらにつ 
いて教示する先輩職員が校内にいないこ 
とが多いほか，研修等の取組も十分には行 
われていない場合があり，全国的にその資 
質能力の向上を図るための環境が整備さ 
れているとは言い難い78。 

 
2014 年 6 月の学校図書館法改正により，学校

司書が法律に明記されることになった。この改正

は，自治体に対し学校司書を「置くよう努めなけ

ればならない。」とするだけで，雇用・勤務の条

件，資格について何も規定していない。地方自治

体の自主的な取り組みである学校司書配置の現

状を認めたにとどまっている。そして学校司書配

置の現状（公立学校のみ）は，配置率 55.3％，常

勤職員数 5,164 人，非常勤職員数 14,139 人，常

勤の学校司書を配置している学校数の割合

15.3％である79。雇用・勤務に関しても，資格が

ない，勤務時間が短い，あるいは２校，３校の複

数校を兼務する，ひとりが 10 数校担当する場合

もあるという状態である。2014 年法改正時の附

帯決議にもあるように「政府及び地方公共団体は，

学校司書の職務が，継続的な勤務に基づく知識・

経験の蓄積が求められるものであること等に鑑

み，学校司書が継続的・安定的に職務に従事でき
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る任用・勤務条件の整備に努めること。（参議院

文教科学委員会 2015.6.19）」80が大きな課題と

なっている。 
 

６ おわりに 

 文部省・文部科学省の見解，会議報告における

学校司書の職務内容の変化を 1997 年学校図書館

法改正時からたどってみた。学校司書の呼称と職

務内容は，1960 年前後から司書教諭不在の中で

学校図書館運営を担う職員として学校図書館現

場で定着していた。ようやく公的に認められたの

は，一部不充分な点はあっても 2009 年の子ども

の読書サポーターズ会議報告であるといってい

いだろう。それまでに 50 年の年月が経過してい

る。1980 年代から学校司書の実践に関して，書

籍等の出版物で公になっているにも関わらず，こ

れだけの年月を要したことになる。現場実態と職

務内容とのずれがここまで放置されてきたこと

には，文部省の理解不足が大きく作用していた。 
2014 年「学校図書館担当職員～会議」報告（3

月）では，学校司書の職務内容の整理が先に進ん

だ形になった。その後 6 月に学校図書館法改正が

行われ，この改正法の附則２項により学校司書と

しての資格の在り方，養成の在り方の問題は，今

後の検討に付されることになった。また 5.3 で記

述した学校司書の雇用・勤務条件の問題は，法的

拘束力を持たないとされる附帯決議で言及され

るにとどまった。一方で学校図書館に学校司書が

必要であるとの理解は，法制化されたこともあり，

一定程度広まったと考えられる。 
文部科学省は 2015 年 8 月「学校図書館の整備

充実に関する調査研究協力者会議」第 1 回会議を

開催した。その席で文部科学省児童生徒課長及び

課長補佐から「民間のノウハウの活用」に言及す

る発言があった81。また委員の一人にカルチュ

ア・コンビニエンス・クラブ株式会社カンパニー

長が名を連ねており，この二つは学校図書館関係

者に衝撃を持って受け止められた。現時点では学

校図書館の業務の委託者が学校図書館に派遣し

ている者は，学校司書に該当しないとの判断にな

っている82。しかし，文部科学省がこの会議の論

点の一つに「民間のノウハウの活用」をあげ，会

議を構成する委員に業務委託の会社の委員を加

えたことは，上記の判断をくつがえす意図がある

のではないかと推測できる。今後のなりゆきが懸

念される。 
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⑦教師の教材準備への協力，各種ブック 
リストの作成 
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⑧図書委員会の指導 
⑨図書まつり，読書会など行事の立案 

B 管理的職務 
①図書館運営計画の立案実施 

   ②予算案の編成と支出の調整 
③図書館内備品の整備 
④校長，校内組織との連絡調整 
⑤公共図書館との連絡調整 
⑥各種統計作成，報告 
⑦親子読書会・ボランティア団体との連 
絡調整 

C 技術的職務 
①図書資料の選択・発注 
②図書資料の受け入れ・分類・目録・装 
備・配架 

③新着図書案内の作成 
④テーマ図書資料の展示 
⑤図書館内のサイン・掲示・レイアウト 
の決定・実施 

⑥クリッピングなどの独自資料の作成 
⑦図書資料の廃棄 
⑧視聴覚資料・電子メディアの管理・操 
 作 
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Changes of School Librarians’ Job Descriptions from 1997 to 2015 
in Japan: Examining the Reports of the Ministry of Education, 

 MEXT, and the Actual Job Descriptions 

Emiko TAKAHASHI†  

†Doctor Course, Graduate School of Education, the University of Tokyo 

This paper describes the changes of school librarians’ job descriptions from 1997 to 2015 by the Ministry of 

Education, currently called MEXT, in Japan. In the 1950s most schools did not have teacher librarians, but rather 

had school library staff. Those library staff began to work as school librarians. As the School Library Act had 

been amended in 1997, teacher librarians were put into schools throughout the country to do library work from 

2003. The School Library Act was amended again in 2014, and the word “school librarian”was written into the 

act for the first time. MEXT occasionally changes of the job descriptions of school librarians, and there are also 

differences from the actual school librarians’ jobs. This paper examines the changes of the school librarians’ job 

descriptions by MEXT, the differences with actual job descriptions, and the meaning of the changes. 

Keywords: School Librarians’ Job Descriptions, Teacher Librarian, School Library, MEXT 
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国際的な高齢社会政策枠組みにおける教育の位置づけの変遷 

須藤誠†

†
東京大学大学院教育学研究科博士課程 

本稿では国際的な高齢社会政策の枠組みの中に教育がどのように位置付いてきたのかを，国際連合の

政策文書を通覧することで明らかにする。国際的な高齢社会政策枠組みは，第二次世界大戦以来「開発」

をめぐる問題として位置付けられ，「開発」という語の持つ意味合いの変遷に影響を受けてきた。高齢

者を対象にした教育は 1990 年代以降，経済開発の結果発生する副次的問題を解決するものとして，あ

るいは高齢者個人を労働力市場における人的資源として育成するものとして高齢社会政策枠組みに位

置付けられており，2000 年代以降には後者が強化される様相も見せた。その一方で，高齢社会政策枠

組みはコミュニティにおける人々の活動への視座を欠落させており，教育についての言及がなされるさ

いにも地域コミュニティへの注目が薄れた。 

キーワード：高齢社会，開発，コミュニティ
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3.1 世界人口の高齢化の問題化と「ウィーン

国際行動計画」 
3.2 「国際人口開発会議」「世界開発サミッ

ト」を経て国際高齢者年へ 
3.3 「マドリッド国際行動計画」における経

済開発に向けた教育の位置付けの強化 
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社会政策枠組み 

4 まとめにかえて 

 

1 問題の所在 

1.1 国際的な高齢社会政策論の展開 

 本稿の目的は，国際的な高齢社会政策枠組み，

具体的には国際連合（以下，国連）の政策資料

等をもとに，国際的な高齢社会政策枠組みにお

ける教育の位置付けの変遷を明らかにするこ

とである。これによって浮かび上がるのは，戦

後以来の国際的な高齢社会政策枠組みおよび，

高齢社会政策枠組みにおける高齢者を対象と

した教育が，第二次世界大戦以来国際的に議論

されてきた「開発」の意味合いの変遷に裏打ち

されている様子である。 
 世界人口の高齢化に伴う諸問題の解決に向

けた取り組みが，国際的に注目を集めている。

たとえば 2015 年 9 月に開催された国連「持続

可能な開発サミット」においては「我々の世界

を変革する: 持続可能な開発のための 2030 
アジェンダ」1が採択され，このうち「宣言」
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の中では，「誰一人取り残さない」という表現

が用いられ，高齢者を含む脆弱な人々に対する

エンパワーメントの必要性が明記された。国際

的な高齢社会政策枠組みは，枠組み策定までに

なされた議論とともに，これまで多くの国の政

策にも影響を与えてきた2。 

1.2 コミュニティへの視点 

 こうした政策枠組みについては，世界的に進

行する人口高齢化問題に国際的な注目を集め，

問題解決に向けた行動を促進するという点に

おいて積極的な評価がなされる一方，その内容

については批判的意見も存在する。すなわち，

高齢社会の問題を高齢者個人に対して介入す

ることで解決しようとする個体主義的な視点

を重視する一方で，高齢者が実際に人間関係を

取り持ち，尊厳を保ちながら生活している社会

集団や地域コミュニティに対する視点を欠落

させている，という批判である。 
 前田信彦は国連による高齢社会政策について，

2000 年代以降国連の中でも人口高齢化に関わ

る問題を牽引してきた WHO（世界保健機関）

が提唱している「アクティブ・エイジング」概

念を引き合いに出しつつ論じ，“「アクティブ

(active)」とは，単に労働市場に参加したり，あ

るいは身体的にアクティブであるということの

みならず，社会的，経済的，文化的，精神的な

活動や市民活動への参加を継続するという意味

が含まれて”3おり，“すでに労働力市場から引退

した高齢者，あるいは病弱であったり障害をも

っている高齢者であっても，家族や友人，コミ

ュニティや国家に対してアクティブな貢献者と

して社会参加することが可能であるということ

を前提としている。したがって，ケアを必要と

する高齢者など，すべての高齢者が健康寿命

(healthy life expectancy)を延ばし，生活の質の

向上を図っていくことが（略）究極的な目的で

ある，という認識が WHO の政策理念には含ま

れている”4と指摘している。ここでは高齢者個

人の健康寿命を伸長させ，生活の質を向上させ

るという，個体主義的な視点で高齢社会の問題

が議論されていることがうかがえる。 
 国際的な会議での議論や行動計画については

たとえば阿藤誠が，人口高齢化に関する国際的

な会議，特に後述する 2002 年の第 2 回高齢者

問題世界会議を振り返っている。阿藤は本来高

齢者個人のミクロ問題に還元されない人口構成

的・社会的なマクロな問題を含むはずの Ageing
に関する議論が，個人の老化や人々の長寿化，

高齢者の増大の問題の解決に向けた議論に矮小

化されがちであった5ことを述べていた。 
 高齢社会の問題が高齢者個々人の問題や高

齢者数の増大の問題にとどまらず，集団の人口

構成や人々が実際に生きる地域コミュニティ

の問題であることは，否定できない。人口の高

齢化に伴う問題を高齢者個人の問題に矮小化

し，個体への介入によって問題を解決しようと

する視点からは，特定の社会集団や地域コミュ

ニティの中で生を送る高齢者，という側面を見

失いかねないように思われる。 

1.3 高齢者教育の課題化 

 国際的な政策枠組みにおいて高齢者の生を送

るコミュニティへの議論が欠落しているという

ことは，政策枠組みにおける高齢者を対象とし

た教育の位置付けにそのまま表れている。 
 たとえば前述の「宣言」においては，高齢者

を含む脆弱な人々が生涯学習の機会にアクセス

できるようにすることで，開発の機会を利用し

社会に十全に参加するうえで必要な知識や技能

を習得できるようにしなければならないとされ

ている（25）。WHO は，2007 年にガイドブッ

ク『高齢者にやさしい世界の都市ガイド』6を刊

行し，“文化活動，教育活動，伝統的活動も，多

くの都市では高齢者にとって依然として重要な

活動である。高齢者大学や，地元地域や高齢者

センターの講座で生涯教育を行うことによって，

社会との関与と学習が継続できる”7としている。 
 前田信彦は高齢社会政策の中で語られる教育

の位置付けについて，“従来の福祉国家に見られ

る弱者としての高齢者への「保護」ではなく，

高齢者も年齢にかかわらず社会に参加する「権

利」と「義務」を付与する「積極的シチズンシ

ップ」”8 を意味する「高齢者のシチズンシップ」

という視点をもとに，“エンプロイアビリティ

（employability）を高め労働力市場で職を獲得

する，あるいはボランティア活動への参加によ

って社会貢献をするという「義務」が要請され

ることでもある，という「権利」と「義務」の

両面から考えるべきである”9という考えから，

職業教育を要請する生涯教育や成人が新たに能

力・教養を獲得するためのリカレント教育が重
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要な教育政策の柱となると読み解いている。こ

こでは教育的取り組みまでもが，市民ひとりひ

とりが社会参加の「権利」と「義務」を有する

ことを目的に，個体主義的に構想されているの

である。 
 このように，政策枠組みにおいて言及される

ような高齢者教育には，高齢者ひとりひとりに

教育を与えることで，社会的に活発に活動する

前提となる知識や技能の習得を促進し，社会へ

の統合を図る施策として位置付いているという

特徴があることがわかる。教育によって高齢者

を社会において活発に活動する存在へと育成し

たうえで，育成した高齢者を社会における人的

資源として活用していくことを目的に政策が議

論され，枠組みが策定されている様子がうかが

える。 

2 「開発」への注目 

2.1 「開発」問題としての人口高齢化 

 それでは，こうした高齢者教育を含む国際的

な高齢社会政策枠組みが個体主義的な議論の

もとで策定されている背景には，何が存在して

いるのだろうか。 
 もちろんそれが，政策枠組みが議論され策定

される時々の政策主体間の政治的な駆け引き

の結果である，と考えることも可能だろう。周

知の通り，国際政治の舞台で繰り広げられるア

クター間の交渉と合意形成は政策枠組み策定

の大きな要因である。しかし本稿の議論を先取

りすれば，現在国際的に議論され，政策として

策定されている高齢社会問題対策枠組みの内

包する「開発」概念の変遷が，高齢社会対策枠

組みに影響を与えているのではないか，そして

高齢社会対策枠組みにおける教育の位置付け

に表れているのではないか，とここでは考えて

みたい。第 2 章以下で示されるとおり，常に高

齢社会対策を議論し策定する文脈においては，

高齢社会の到来に伴う問題が往々にして「開

発」に関わる問題として論じられているためで

ある。 

2.2 「開発」の歴史的変遷 

 石井洋二郎によれば，昨今「国際開発」や「開

発援助」というときに使われる「開発」の語は

元来「広げること」「展開すること」を意味す

る名詞であり，18 世紀半ば頃から植物や身体

器官などの「成長」，次いで比喩的に知的・人

間的成長を表すようになり，さらに 19 世紀以

降には経済や社会の「発展」や「進歩」を意味

するようになったのだという10。石井は現在使

われている「開発」概念が近代以降歴史的に主

題化され，特定の文化的・思想的背景に依拠し

て形成されてきたことを述べている11。経済や

社会の発展や進歩と結びついた「開発」概念は，

のちに 20 世紀前半の発展途上国の反植民地運

動を経て，脱植民地経済化としての工業化の推

進，貧困の撲滅と公正な分配社会の実現，国際

社会への対等な参加といった共通課題の設定

の必要のなかで「経済開発」というスローガン

として波及・定着した12。 

2.3 国連における「開発」議論 

 国連での議論における「開発」概念の変遷に

焦点を絞ると，恩田守雄によれば，国連は発足

当時から 1950 年代にかけて，経済及び社会開

発を具体的に進行する場としてコミュニティ

を想定していた。特に途上国の村落・都市のレ

ベルにおいては，地域住民の積極的な参加とコ

ミュニティ自身のイニシアティブを高めるこ

とを通してコミュニティの基本的な生活条件

の改善と非物質的ニーズを満たすことを目指

す「コミュニティ・ディベロップメント（CD : 
Community Development）」概念を構想して

いた13。これはのちに国連による社会開発の原

点になったという14。しかし，こうしたコミュ

ニティという人々が具体的に生活する場に着

眼した社会開発は理念先行的な側面を持って

いたため，途上国の実情との円滑な接合が困難

なまま衰退し，ついには東西冷戦の激化と経済

協力を中心とする国際的開発戦略の中に埋没

し，本来の役割をやがて失っていったのだとい

う15。 
 健康を肉体的・精神的・社会的福祉の状態と

してとらえる WHO でも，1950 年代に各国の

社会・経済発展の段階に応じた「ベーシック・

ヘルス・サービス」の概念を提唱し，1960 年

代にそれを発展，1970 年代にはその社会的な

側面にも配慮した「ベーシック・ヘルス・ニー

ズ」や「プライマリ・ヘルスケア」概念を提唱

するようになった16。こうした概念的変遷を経
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る中で，コミュニティを中心とした地域社会を

重視し，人間の医療と保健衛生の向上を地域社

会の中で進める視点が現れてきたのだという17。

しかし，それは次第に国際労働機関（ILO）が

同時期に提唱していた，労働力の一定水準の確

保と雇用と生産量の増大を目指す「ベーシッ

ク・ニーズ」概念，そして人間の生存と幅広い

活動に焦点を当てた「ベーシック・ヒューマ

ン・ニーズ」概念に統合されていくことになっ

た18。この時期には経済成長重視の戦略から，

人間の生存を環境と調和させる開発戦略への

転換がはかられ，のち 1980 年代には開発の中

心に人間を置く，または開発を人間の様々な選

択の幅の拡大と捉える「人間開発」概念が登場

し，後述する「世界社会開発サミット」を始め

とする国際会議などの影響から社会開発への

期待が高まったが，実際のところは人間に対す

る関心は経済開発と結びついた諸能力の開発

という点から，また社会に対する関心は経済開

発の社会的側面としての貧困の解消や雇用の

確保という面が強かったのだという19。 

2.4 「開発」の意味をとらえる必要性 

 このように，時代の流れとともに「開発」

（development）という言葉はその時代背景の

文脈の中で意味を与えられ，経済や社会の発

展・進歩から経済成長，さらには開発事業まで

を言い表すようになったのである。こうした

「開発」概念の変遷に沿うように，国際的な高

齢社会政策，そしてその中で想定される教育の

位置付く様子も変化していると考えられる。 
 以下，本稿では国際的な高齢者社会政策論の

変遷として，国連における高齢社会政策に主た

る影響を及ぼしてきた WHO のほか，世界の開

発問題に関する議論と施策立案をリードして

きた UNDP（国連環境開発計画）や事務局経済

社会局，また UNFPA（国連人口基金）の資料

を概観し，そこで議論・策定されてきた高齢社

会政策枠組みが「開発」問題として捉えられて

きたことを示す。そののちに，この「開発」概

念の変遷をたどりながら，高齢社会政策枠組み

が個体主義的な視点で議論され，策定されるよ

うになった背景を明らかにし，高齢社会政策枠

組みの変遷に沿って教育の位置付けも変遷し

ていったことを示したい。 
 なお，本稿では次のような時期区分のもとで

議論を進める。まず，第二次世界大戦後，高齢

社会対策が最初に議論された 1982 年の高齢者

問題世界会議までの時期において，高齢者問題

が人道的な理由とともに開発的文脈から国際

的に論点になっていく様子を概観する。次に高

齢者問題世界会議から国際人口開発会議，世界

開発サミットを経て，2000 年のミレニアム・

サミットに至るまでの時期に，高齢社会におけ

る問題が人口問題や開発問題として位置付け，

そこでの教育が経済開発の中で副次的に発生

する問題を補完するものとして，ないしは経済

開発に必要な人的資源を育成するものとして

様子をとらえる。最後に第 2 回高齢者問題世界

会議から現在に至るまでの間に，高齢化問題が

経済開発の文脈の中に強固に位置付けられ，労

働力市場における活用が期待される人的資源

として高齢者が位置付けられていく様子をと

らえる。 

3 国際的な高齢社会政策枠組みの変遷  

3.1 世界人口の高齢化の問題化と「ウィーン

国際行動計画」 

 国連をはじめとする国際的な高齢社会対策

枠組みについては，三浦嘉久20が 1999 年時点

までの動向をまとめているものの，それ以来の

ものについてのレビューおよび考察は管見に

して見当たらない。 
 三浦によると，国連による高齢者問題に関す

る取り組みは 1948 年に採択された「高齢者の

権利宣言」(declaration of old age rights)に始

まり，その後国連総会が 1969 年，高齢化に関

する世界会議の招集を決議したことを転機と

し，高齢者問題が国際社会的な問題とされるよ

うになった21。国連総会は 1977 年に高齢化問

題を重要案件として取り上げ，次期総会で高齢

化問題を検討することを決定した22。 
 1982 年，オーストリアのウィーンにて「高

齢者問題世界会議」が開催され，「高齢化に関

す る ウ ィ ー ン 国 際 行 動 計 画 」（ Vienna 
International Plan of Action on Ageing，以下

「ウィーン国際行動計画」）が策定された。こ

の計画文書は最初の国際的規模の高齢社会政

策の枠組みを示した文書であり，以後の国連プ

ログラムの指針となったという23。「ウィーン国
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際行動計画」では I「序説」A「人口学的背景」

において高齢者問題をめぐる人口統計学上の

傾向や人口構成の変化および今後の予測が説

明され，続く B「高齢化の人道上及び開発上の

側面」では，高齢者の特殊なニーズに関連する

人道上の問題と人口の高齢化による社会・経済

的な影響に関する開発上の問題の双方に言及

がなされている。教育については「序説」B に

おいて人道上の問題の列挙項目として含まれ

ているほか，「序説」に続く「行動勧告」にお

いては，世界中の多くの地域で高齢者が知識，

文化および精神的な価値の伝達者であること

が明記され，教育の単なる享受者ではなく教育

文化活動において創造的・主体的な役割を果た

すことが期待されるとした24。 
 なお「ウィーン国際行動計画」以後は，1990
年代には国連の政策は計画の策定段階から実

践段階に移り，1991 年には「高齢者のための

国連原則」および「高齢化に関する宣言」が採

択された。このうち「高齢者のための国連原則」

では，「自立」，「参加」，「ケア」，「自己実現」，

「尊厳」という高齢者にとって切実な 5 つの分

野において国際的および国内的な行動が呼び

かけられた。「高齢化に関する宣言」では，人

口高齢化の問題が前例のない危急の課題であ

ることが示され，1999 年が国連高齢者年に指

定された。 
 ここまでの高齢社会政策枠組みでは，高齢者

の増加と世界人口の高齢化が人道上・開発上そ

れぞれの問題として発見され，高齢者がこれま

での人生の中で獲得した情報や知識，伝統や価

値観を次世代につなげることによって自身の

尊厳を保ち，地域に貢献することが重視されて

いたといえよう。「ウィーン国際行動計画」に

おいてはこのような，いわばインフォーマルな

教育を想定して教育が位置付けられていた。 

3.2 「国際人口開発会議」「世界開発サミッ

ト」を経て国際高齢者年へ 

 高齢社会に関する国際的な政策枠組みの中

で転機となったのは，1994 年にエジプトのカ

イロで開催された「国際人口開発会議」（通称

「カイロ会議」）である。同会議は UNFPA が

主導的な役割を果たして開催された会議で，主

に女性や女児の尊厳や公平の問題について議

論がなされた会議であった25。この会議の中で，

人口問題の一環として高齢化に関する問題も

取り上げられたのである。 
 この会議で採択された「行動計画」26では人

口の動向と経済・社会開発との統合が目指され，

出生率を高めることにつながるような高い妊

産婦死亡率と乳幼児死亡率を低減させること，

子どもと若者の健康，教育，社会，訓練及び雇

用上のニーズを充足すること，高齢者，特に女

性のための公平性，自立及び支援システムを拡

充することに言及がなされた27。  
 この会議については，開発問題と関連付けら

れた人口問題への対応が，社会集団に対する政

策的課題としてというより，個人の行動の選択

の問題として議論され始めたことに注目した

い。カイロ会議では人口問題の原則は政府によ

る「抑制」ではなく，選択に依存するものであ

るとの認識が示された28。ここに，人口問題の

解決が個体主義的に語られる様子を看ること

ができるのではないか。「行動計画」において

は，人口問題を解決する上で個人の選択肢を増

加させるという文脈で，教育や保健サービスへ

のアクセスや能力開発，職業訓練などが位置付

けられていた。 
 カイロ会議でのこれら合意事項は，1995 年

にコペンハーゲンで開催された「世界社会開発

サミット」でも再確認された。このサミットで

は世界 118 カ国の首脳が集まり，世界の経済及

び社会の相互依存関係によって発生する諸問

題を背景に，人口問題を含む広い範囲にわたる

国際社会問題が総合的に取り上げられた。サミ

ットでの議論をまとめたものとして採択され

た「コペンハーゲン宣言」および「コペンハー

ゲン行動計画」29のうち「コペンハーゲン宣言」

では，高齢者がよりよく暮らせる見込みを増す

ための政策的行動枠組みを国際的に設定する

ことが確認され，「コペンハーゲン行動計画」

では経済成長と市場の力の相互作用がより社

会開発に結びつくようにするための人的資源

開発，特に貧しい人々や社会からの疎外に苦し

む人々への教育，エンパワーメントや，参加の

ための能力開発に対する実質的な公的及び民

間投資を確保することが明記された。 
 ここで確認したいのは，「世界社会開発サミ

ット」の名称にも含まれている「社会開発」と

いう言葉の意味である。社会開発という言葉の

意味は文脈や論じる主体によって非常に様々
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であり，「コペンハーゲン宣言」および「行動

計画」中でも明確な定義がなされているわけで

はない。恩田は開発の現場での実践と学術的な

理論とを踏まえ“開発の対象として「社会」の

変動を具体的な生活場面で意図的に望ましい

方向に導くこと”30と定義している。この「社

会開発」に関係して，「コペンハーゲン宣言」

では世界の経済及び社会の相互依存関係によ

って発生する諸問題を背景に，問題を解決する

ための“世界経済のグローバルな変容は，すべ

ての国における社会開発のパラメーターを根

本から変化させている。我々の挑むべきは，こ

れらの変化や脅威に如何に対処して，大きな恩

恵を引き出しながら，人々への悪影響を緩和す

ることかができるかということである”31とさ

れた。この表現からうかがえるのは，「世界社

会開発サミット」において議論され，政策枠組

みに盛り込まれた「開発」概念が，いわば経済

開発の結果発生する問題を補完し解決するも

のとして提示されている様子である。 
 そしてこの「開発」概念は，「行動計画」中

の教育の位置付けにも表れている。世界社会開

発サミットにおける教育への配慮は，たとえば

「コペンハーゲン行動計画」中に表れている。 
「コペンハーゲン行動計画」においては，“世

界の経済及び社会の相互依存関係は，ますます

増大している。貿易，資本の移動，移住，科学

技術の革新，通信及び文化交流は地球的な規模

のコミュニティーを構築している。その地球的

な規模のコミュニティーは，環境の悪化，深刻

な食糧危機，伝染病，あらゆる形態の人種差別，

外国人排斥，さまざまな形態の不寛容，暴力・

犯罪及び豊かな文化的多様性を失う危機によ

り脅かされている”32といったような経済のグ

ローバル化に伴う諸問題を背景に，“知識，技

術，教育，ヘルス・ケア・サービス及び情報へ

のアクセスの拡大”33が言及されている。ここ

でも教育は経済開発による問題を補完する文

脈で個々人に教育を行うものとして位置付け

られている。それと同時に，経済開発に必要な

知識や技術を習得した人的資源を育成すると

いう意味合いで教育が位置付けられているこ

ともうかがえる。そしてこれは，2000 年に開

催された「ミレニアム・サミット」において採

択された「ミレニアム宣言」，および 1990 年代

に開催された主要な国際会議やサミットでの

開発目標をまとめた「ミレニアム開発目標

(Millennium Development Goals: MDGs)」に

おいても引き継がれたのだった34。 

3.3 「マドリッド国際行動計画」における経済

開発に向けた教育の位置付けの強化 

 それではミレニアム・サミット以降，国連の

高齢社会政策枠組みはどのような変遷をたど

ったのだろうか。ここでは，第 1 回高齢者問題

世界会議から20年を経た2002年にスペインの

マドリッドで開催された「第 2 回高齢者問題世

界会議」を取り上げたい。 
 この会議に先立って，WHO は「アクティブ・

エイジング その政策的枠組み」35という資料

を提出している。この資料の中では“若年者同

様，高齢市民も，農業や電気通信を始めとする

新技術についてのトレーニングを必要として

いる。彼らが自主的に学習し，練習を重ね（略）

れば，（略）高齢者は創造的かつ柔軟な存在で

あり続けられるのである”36との言及がなされ

た。またこの資料では“自分の能力を使い，尊

敬や尊重を受け，支援と介護の関係を維持・構

築し続けられることができるようになる”37と

も示され，実際の場として，地元地域や高齢者

センターといった，高齢者個人と市民社会，あ

るいは経済市場とを媒介するコミュニティに

ついての言及もなされた。ここでは世界開発サ

ミットからミレニアム・サミットまでに確認さ

れたような，経済開発を補完するものとしてな

される教育の位置付けが現れている一方で，

「ウィーン国際行動計画」において示されてい

たような，多様な機会において高齢者の役割を

認め，それぞれの場所で高齢者の知恵や価値観

を他世代に伝達させていこうとする，地域内で

なされる教育への配慮も継承されていること

がうかがえた。 
 これらの教育の位置付けは，第二回高齢者問

題世界会議を経てどのように変わったのか。 
 第 2 回高齢者問題世界会議では「ウィーン国

際行動計画」を引き継ぐものとして，今後の国

際的な人口高齢化対策を示した「高齢化に関す

る マ ド リ ッ ド 国 際 行 動 計 画 」（ Madrid 
International Plan of Action on Ageing，以下

「マドリッド国際行動計画」）38が新たに採択さ

れた。「マドリッド国際行動計画」では「世界

社会開発サミット」および「ミレニアム・サミ
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ット」の成果を踏まえることが確認され，「高

齢者と開発」，「高齢に至るまでの健康と福祉の

増進」そして「機能付与と支援的環境の整備」

という３つのテーマごとに具体的な行動計画

が示された。このうち「高齢者と開発」では，

“高齢者は，開発プロセスに完全に参加し，そ

の利益を享受できなければならない。いかなる

人も開発から利益を受ける機会を否定されて

はならない”とされる一方で，“開発は社会のす

べての部門に利益を与えることができるもの

であるが，このプロセスの妥当性を維持するた

めには，経済成長による利益の公平な分配を実

現できるような政策を策定し実施することが

必要である”とされ，経済成長によって得られ

た利益を高齢者を含むすべての人々に分配し，

高齢者を開発プロセスに組み込み，その利益を

享受できるようにする，という循環構造を構想

している様子が見て取れる。高齢者が参加し，

その利益を享受するとされている「開発」の具

体的中身としてやはり経済開発が想定される

ようになったことがうかがえる。これは「マド

リッド国際行動計画」を受けて国連事務局経済

社会局が各国に示した資料である「「マドリッ

ド国際行動計画」を各国が実施するためのガイ

ド」 39の中で，高齢者が継続的な経済成長の資

源であることや，人口の高齢化は開発のアジェ

ンダに容易に統合しえるとしている40ことから

もうかがえる。 
 そして「マドリッド国際行動計画」における

教育の位置付けは，たとえば“高齢者は均質な

集団ではないことを認識しつつ，例えば生涯学

習や地域社会への参加などを通じて，生涯にわ

たって，かつ晩年において，自己開発，自己実

現及び福祉の実現ができるような機会を提供

する。”とも言及されている。特に所得を得る

ために必要な労働については“教育や訓練を受

けないまま技術変化にさらされる高齢者は，疎

外される可能性がある。（略）高齢者が技術変

化に触れる機会を持ち，これに参加しかつ適合

することかができるようにするための施策を

策定しなければならない”“訓練，再訓練及び教

育は，職場の変化に参加しこれに適合する労働

者の能力を決定する重要な要素である。技術変

化や組織の変更は，従業員の技能を陳腐化させ，

それまでに 蓄積された業務経験の価値を大幅

に引き下げる可能性がある。働いている高齢者

のために，知識に触れる機会，又は教育及び訓

練を受ける機会に一段と重点を置く必要があ

る”という文中から看て取れる。教育は職業上

の訓練をはじめ，労働力市場に高齢者個々人が

参加し，「開発」すなわち経済成長の利益を獲

得するための手段と見なされるようになって

いるのである。 

3.4 「マドリッド国際行動計画」以降の高齢社

会政策枠組み 

 「マドリッド国際行動計画」ののち，国連に

おける人口問題に関して中心的役割を担う

UNFPAは2011年，「マドリッド国際行動計画」

遂行の 10 年間の進捗状況を振り返り評価した

レポートとして「21 世紀の高齢化：祝福すべ

き成果と直面する課題」（ “Ageing in the 
Twenty-First Century: A Celebration and A 
Challenge”）41を公開した。この中では，人口

の高齢化のもたらす課題に立ち向かい利益を

得るために，社会や労働力，そして社会関係や

世代間の関係を構築する方策について，新しい

アプローチを採ることが呼びかけられた。この

レポートは 2015 年に「ミレニアム開発目標」

が見直されることを念頭に，“国際社会が 2015
年以降の進路の方針の策定を準備していると

き，そのプロセスに高齢化と高齢者問題が確実

に含まれるようにすることが重要である。世界

で高齢化が急速に進むなかで，とくにミレニア

ム開発目標の枠組みに入っていない高齢者に

ついて明確な開発目標を検討しなければなら

ない”42とし，開発と高齢者問題との関連性を意

識する重要性を指摘している。 
 このように，「マドリッド国際行動計画」以

来，高齢者個人を教育し，経済成長のための人

的資源として活用しようとする姿勢が強く表

れるようになった様子が看て取れる。 

4 まとめにかえて  

 本稿においては第二次世界大戦以降，特に

1980 年代以降の国連による高齢社会対策に関

わる政策文書を通覧することによって，議論・

策定されて国連によって戦後以来議論されて

いる「開発」をめぐる課題として議論・策定さ

れながらも，その都度の「開発」概念の意味合

いに沿ってきたことを確認した。それは，戦後
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から「ウィーン国際行動計画」に至る時期まで

高齢社会対策が人道上の側面と開発上の側面

の双方から語られ，地域における高齢者の多様

な役割が想定されていたものが，「カイロ宣言」

において人口問題が開発や経済の問題と統合

され，「世界社会開発サミット」以降，経済開

発を補完するものとしての社会開発や，さらに

は経済開発に向けた人的資源の育成の文脈に

引き寄せられて語られるようになり，政策枠組

みが策定されるようになっている様子だった。 
 「マドリッド国際行動計画」以後は高齢者の

能力を開発することで，高齢者を労働力市場で

活用し，経済開発を強化し，貧困の解消や雇用

の確保を実現する文脈で政策枠組みが議論・策

定されている様子がうかがえた。高齢社会政策

の枠組みを国際的に議論する中で市民社会や

経済市場との間に存在する集団やコミュニテ

ィが着目されてこなかった背景には，こうした

「開発」の変遷の様子があるように考えられる。 
 教育については，1980 年代の「ウィーン国

際行動計画」時点では地域において高齢者が担

ってきた，知識や技能，価値観の伝達者として

の役割が注目され，地域のインフォーマルな教

育活動の中で高齢者が地域に貢献することが

想定されていた。しかし，カイロ会議では政府

によるマクロ的視点に代わり個人の選択を重

視するミクロ的視点が強調されることで，人口

問題の解決が個体主義的に議論される方向に

傾いた。加えて世界開発サミット以降は経済開

発に伴う問題を補完的に解決するためのもの

として，あるいは高齢者を人的資源として労働

力市場に投入することを想定したものとして

教育が位置付けられるようになった。このうち

後者については「マドリッド国際行動計画」以

降強化され，高齢者個人を対象にした能力開発

や職業訓練が強調されるようになった。 
 以上のような政策資料の検討を踏まえると，

WHO を始めとする国際的な高齢社会対策に関

する政策枠組みを学術的，ことに教育学的な文

脈の中に位置付けるには，その背景に「開発」

の意味合いの変遷が存在することと，「開発」

概念が特定の文脈で使用されてきたことを認

識することが必要だといえるのではないか。 
 しかしながら，国際的な高齢社会政策枠組み

や，その中での教育的取り組みが，地域ごとの

多様性を踏まえた上でどのように受容され，運

用されてきたのかについては本稿で検討でき

なかった。国際的な高齢社会政策枠組みの受容

の様子や各国，各地域での運用の様子を見るこ

とは国際的な枠組みをひとつの参照にしなが

ら各国の高齢社会政策の特徴をあぶり出すこ

とにもなる。これについては今後引き続き検討

していくべきこととしたい。 
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2015 年度 研究室活動記録 
 
オープンラボ記録 
 
 本年度のオープンラボは昨年度に引き続き，1
日 2 回開催し，大学院生による研究室紹介と個別

相談を行った。 
 
＜実施概要＞ 
 
◆日時：2015 年 5 月 27 日（水） 
    第 1 部 15:00～16:15 
    第 2 部 18:30～19:45 
 
＜コース紹介＞第 1 部 
宮本愛（図書館情報学研究室） 
松田弥花（社会教育学・生涯学習論研究室） 
 
＜コース紹介＞第 2 部 
朱心茹（図書館情報学研究室） 
末光翔（社会教育学・生涯学習論研究室） 
 
ワンデーセミナー記録 
 
 本年度も図書館情報学研究室と社会教育学・生

涯学習論研究室の研究交流を目的として，両研究

室の大学院生が研究内容を発表した。 
 
＜実施概要＞ 
 
◆ 日時：2015 年 9 月 7 日（月） 10:00～14:20 
◆ 会場：教育学研究科・教育学部棟 156 教室 
◆ 発表者：高橋恵美子，末光翔，宮田玲，須藤

誠，山口真由 
 
2014 年度 講義内容一覧 
 
【生涯学習論基本研究Ⅲ】担当：教授・牧野篤，

准教授・李正連，講師・新藤浩伸 
 夏学期のゼミでは，「「公的」社会教育とは何で

あるのか 戦後社会教育の発足にあたって」とい

うテーマのもと，①寺中作雄『社会教育法解説／

公民館の建設』（1995），②松下圭一『社会教育の

終焉 [新版]』（2003）の 2 冊の文献，およびそれ

と関連する周辺文献を購読した。とりわけ社会教

育終焉論については，終焉論が話題となった社会

的背景をふまえつつ，社会教育研究者たちによる

様々な反論のロジックを抽出することで，改めて

社会教育とは何であるのかということについて考

察することを目指した。 
 
【生涯学習論特殊研究Ⅲ】担当：教授・牧野篤，

准教授・李正連，講師・新藤浩伸 
 冬学期のゼミでは，①松田武雄編著『社会教育

福祉の諸相と課題』(2015），②小川利夫・高橋正

教『教育福祉論入門』(2002），③『教育学研究』

第 82 巻第 2 号 特集「教育学にとってのエビデ

ンス」(2015）の 3 冊を講読した。前半，①②の

文献では社会教育と福祉との関連，広くは「教育」

と「福祉」との重なりやかかわりについて，諸外

国の事例も交えながら検討した。日本における社

会教育と諸外国での Social Pedagogy が指す範囲

や概念の相違について議論が及んだ。③の文献で

は，教育学研究におけるエビデンスの意味につい

て，各論文の論旨やその背景にある筆者の立ち位

置を比較しながら議論がすすめられた。また，文

献講読と平行し，院生プロジェクト研究として

「NPO法人街 ing本郷」と「岡さんのいえTOMO」

への参加・研究を継続して実施した。 
 
【生涯学習論論文指導】担当：教授・牧野篤，

准教授・李正連，講師・新藤浩伸 
 本ゼミは，研究室所属の大学院生が各自の研究

の内容を報告し議論する場として毎週開講されて

いる。各学期に 1 人 1 回以上，学会発表，投稿論

文，修士論文，博士論文等の内容について報告し

た。本年度は具体的に，以下のような研究報告が

あった。(1)子どもや若者，高齢者の学びや生き方

に関する研究，(2) 美術館やホールなどの文化施

設の制度や実践に関する研究，(3)福祉的な領域と

接近した教育・学習に関する研究，(4)日本や諸外

国におけるまちづくり／コミュニティ活動に関す

る研究などである。 
 
【障害・発達・ケア・家族】担当：非常勤講師・

丸山啓史 
 本集中講義は，講師による講義と受講者による

発表・ディスカッションによって構成された。 
 集中講義の前半（7 月 27 日・28 日）では国内

の障害者教育が辿ってきた歴史が概観され，その

上で障害者教育の制度，障害者教育実践を担う組

織や職員の姿，障害者の発達・教育を支える家庭
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を取り巻く環境などについて，講師が実際に関与

している教育実践事例も言及されながら紹介され

た。これと同時に，障害者教育を議論するうえで

参照される分析視角について，障害学や福祉社会

学といった関連領域における研究蓄積を踏まえた

解説もなされた。 
 集中講義の後半（8 月 24 日・25 日）では前半

での講義の内容を受けつつ，参加者のうち数人か

ら，自身が普段扱っている研究領域から見た障害

者教育の特徴について考察が自由に発表された。

発表ののちには講師・受講者間でディスカッショ

ンが展開され，障害者の発達や教育を支える制度

や実践の普遍性と特殊性の双方について，理解が

深められた。 
 
【プログラム評価論】担当：非常勤講師・安田

節之 
 医療，保健，福祉，教育など対人・コミュニテ

ィ援助を目的にした領域のプログラムについて，

それらを評価する目的やその方法，評価の分類に

ついて学ぶ講義である。 
 講義では最初に評価の概要について学んだ後，

実際に受講者各自でプログラムの設計を始め，そ

のプログラムの評価枠組みまで設計してレポート

としてまとめることを目指した。 
 その進捗状況について担当教員に報告を行い，

コメントを頂く過程で，プログラムのゴールやロ

ジックモデル，その評価デザインなどプログラム

とその評価に関する基礎的な事項への理解を深め

ていった。 
 この講義を通して，既存のプログラムの改善−−
評価の目的の一つであるが−−を図っていくため

の一つの視点を得ることになる。また社会教育領

域における評価の課題について考える上でも，評

価に関する従来の考え方や方法論を正しく把握す

ることが有用であると思われた。 
 
【北欧の生涯学習と図書館】担当：非常勤講

師・吉田右子 
 本授業では，デンマーク・スウェーデン・ノル

ウェーを中心とした北欧諸国における公共図書館

のサービスや現状を知ることを目的とし，実際の

図書館や閲覧室等の写真資料を用いながら講義が

行なわれた。講義のうち 3 回はゲストスピーカー

として筑波大学大学院博士課程の和気尚美氏にお

越しいただき，主にデンマークの公共図書館にお

ける先進的な取り組みやマイノリティサービス

（特にムスリム移民）に対するサービスの実態に

ついて紹介していただいた。また，受講者全員が

北欧における社会教育に関して任意のテーマを設

定し，最終 2 回の授業で発表・議論を行なった。

本授業を通し，北欧では土地や気候・地域の特性

に合わせて多様な図書館サービスが行なわれてい

ること，司書制度が確立していること，生涯を通

じて一人ひとりの日常の中に図書館がごく当たり

前に存在していることなどを学んだ。また，受講

者の所属コースが多様だったため，講義・発表を

通じて様々な観点から幅広く図書館の在り方や可

能性について議論し，知識を深めていくことがで

きた。 
 
【図書館情報学理論研究】担当：非常勤講師・

吉田右子 
 本ゼミでは，アメリカ・日本における公共図書

館サービスの歴史に関する文献購読と修士論文執

筆に向けた研究の進捗状況の報告・議論を中心に

行なった。文献は①川崎良孝編著『図書館トリニ

ティの時代から揺らぎ・展開の時代へ』（京都図書

館情報学研究会，2015）②小川徹，奥泉和久，小

黒浩司著『公共図書館サービス・運動の歴史 1：
そのルーツから戦後にかけて』（日本図書館協会，

2006）を使用し，受講者で担当箇所を分担し事前

に要約，授業時に発表し内容について議論をする

という形をとった。文献購読を通し，①アメリカ

では日本よりもはるか前から国，州や連邦によっ

て図書館設置の必要性が認識され，図書館に関す

る法整備が進められてきたこと②日本では戦前か

ら児童サービス，レファレンスサービスが図書館

活動において重視されていたことを理解した。受

講者の興味関心が図書館史研究であったこともあ

り，各々の研究について検討・議論していく中で

図書館史研究の方法論や意義を共有することがで

きた。 
 
【図書館情報学研究方法論】担当：教授・影浦

峡 
 本ゼミでは，(1)確率と統計の知識を学ぶこと，

(2) 本の読み方を学ぶことを目的に掲げ，

Probability and Statistics 4th Edition (DeGroot 
& Schervish, Boston: Addison-Wesley, 2012)を
講読した。(1)確率と統計の知識に関しては，各受

講生が担当部分の資料を作成し，紹介と解説を行
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う形で進められた。その際には，発表の技術的な

側面にも目が向けられた。前期の講義ではテキス

トの第 1 章「Introduction to Probability」及び第

2 章「Conditional Probability」を仔細に検討し

た。(2)本の読み方に関しては，「5 層の読み方」

を意識した。すなわち，「1. 文字通りに読む; 2. キ
ーワードを書き出しながら読む; 3. 議論のまとま

りに指示的な言葉を与えながら読む; 4. 議論のま

とまりに報知的な言葉を与えながら読む; 5. 俯瞰

的な構造を意識しながら読む」ことである。「読む」

という行為を具体的な動作として実行することで，

「読み方」を習得することを目指した。 
 
【情報媒体構造論】担当：教授・影浦峡 
 今年度は「説明とは何か」を明らかにすること

を目的とし，説明を構成する要素やそれらの機能

について考え，説明が成り立つために必要な知識

と言語表現について学んだ。 
 教材はなく影浦教授による課題と解説，受講者

のディスカッションにより授業は進行した。説明

を構成する要素は定義・参照・構築・命題・列挙

の 5 つがあり，これらの要素が説明の文脈の中で

どのように使われているのかを合成関数の微分問

題の証明を通して確認したのち，構成要素の中で

も定義と参照に注目し，その形式，機能と作用に

ついて考えた。 
 定義については論理学的に形式・機能・作用を

確認し，「説明する人と説明される人の関係」，「識

別性と妥当性」，「定義される概念の位置付け」を

考えることが必要十分な定義をする際に重要であ

ると整理した。 
 参照についてはその形式・機能・作用について

論文における引用を例に列挙し，背景・先行研究・

方法論・分析・結論という論文の 5 つの機能ブロ

ックごとに，参照が必要な箇所と参照される対象

となる知識・情報の類型について確認した。 
 
【図書館情報学総合研究】担当：教授・影浦峡，

教授・根本彰 
【図書館情報学論文指導】担当：教授・影浦峡，

教授・根本彰，非常勤講師・吉田右子 
 大学院生は年間を通して指導教員のもとで各自

の研究を進めるとともに，通称「総合ゼミ」と呼

ばれるゼミにおいて進捗状況を報告し議論する。

総合ゼミは毎月 1〜2 回開かれ，夏学期・冬学期

ともに各学生 1 回以上の発表の機会が設けられて

いる。修士課程 1 年生は，卒業研究の内容報告や

修士論文のテーマ決めを行う。修士課程 2 年生は，

修士論文の進捗報告が中心である。博士課程は，

博士論文の進捗報告に加えて，学会発表の予行練

習や投稿論文の検討を行う。本ゼミの特徴は，内

容面での議論のみならず，発表形式や配布資料の

構成と体裁，スケジュールの立て方など研究遂行

に関わる多面的な議論とアドバイスがなされる点

である。本年度の研究テーマは学校図書館，図書

推薦，百科事典，フォントなど多岐にわたってい

た。また，12 月には筑波大学吉田右子教授の研究

室との合同ゼミを開催し，両研究室から数名ずつ

研究内容を発表することで，活発な議論および交

流が行われた。 
 
2015 年度 個人研究報告 
 
（図書館情報学研究室 博士課程） 
〔井田浩之〕 
 現 在 ， ロ ン ド ン 大 学 (UCL Institute of 
Education)の博士課程で研究しています。本年度

の活動は，1)情報リテラシー研究の位置付け，2)
英国の研究／教育主導型大学の図書館を対象とし

た学習環境調査，3)学術情報のリテラシー的解釈

に集約できます。1)については，図書館情報学的

な「情報リテラシー」がスキル単位の指導に収斂

していますが，人の読み書き（情報の評価）が実

際には，複雑な文脈で行われる前提に立ち，リテ

ラシー研究の枠組みで批判的に検討しています。

これは博士論文の１章分に該当し，その一部を

2016 年度中に国際会議で発表予定です。2)につい

ては，2015 年 9 月に英国の大学図書館を訪問調

査しました。図書館の学習環境は，各機関の社会

的使命を体現したものであることを確認していま

す。3)については，『英語を学ぶ・教える』（ひつ

じ書房, 2016 年刊行予定）に成果の一部が収録予

定です。 
 
〔高橋恵美子〕 
 本年度は学校司書についての本のための執筆作

業，全国 SLA 機関誌『学校図書館』記事にあら

われた「公立小中高校の司書教諭・教諭・学校司

書の実践内容に関する分析」のまとめ，紀要論文

「1997年から2015年までの学校司書の職務内容

の変化―文部省の見解及び会議報告を中心に―」

の執筆を行った。学校司書についての本は，執筆
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途中である。「公立小中高校の司書教諭・教諭・学

校司書の実践内容に関する分析」は，9 月のワン

デーセミナーで報告した。 
 8 月神奈川県学校図書館員研究会夏期研究会で

「この 10 年を中心に全国からみた神奈川の研究

会」報告，9 月出版労連第 42 回出版研究集会分科

会 2 で「学校図書館を知る＆高校の図書館」報告，

10月第101回日本図書館協会全国図書館大会第5
分科会学校図書館 2 で「学校図書館と図書館の自

由を振り返る」報告，12 月アジア太平洋メディア

情報リテラシー教育センター第 13 回 MIL 研究会

で「学校図書館とメディア・リテラシー教育」報

告を行った。 
 
〔宮田玲〕 
 2015 年 1 月〜12 月までの主な研究活動は以下

の通りです。 
1. 執筆／発表 
（研究ノート）宮田玲, 矢田竣太郎, 浅石卓真「学

校図書館による教員サポートのための図書推薦支

援システム」生涯学習基盤経営研究 , No.39,   

pp. 61–72, 2015 年 
（国内学会）宮田玲 , Cecile Paris, Anthony 
Hartley, 影浦峡「機械翻訳の活用を見据えた文書

構造と言語表現の対応づけ：自治体手続き型文書

を対象とした予備的報告」言語処理学会第 21 回

年次大会, 京都, pp. 545–548, 2015 年 3 月 
（国内学会）宮田玲, 浅石卓真, 矢田竣太郎「教

科・単元に関連した図書を自動収集する試み：中

学社会地理的分野を対象として」日本図書館情報

学会春季研究集会, 京都, pp. 70–73, 2015 年 5 月 
（講演）宮田玲「文書構造を考慮した MT の活用

方法」第３回翻訳通訳テクノロジー研究プロジェ

クト会合, 関西大学, 2015 年 6 月 13 日 
（国内シンポジウム）宮田玲, 藤田篤「機械翻訳

向け前編集に有効な書き換えルールに関する調査」

NLP 若手の会第 10 回シンポジウム, 石川, 2015
年 9 月【奨励賞受賞】 
（国際会議）Rei Miyata, Anthony Hartley, 
Cécile Paris, Midori Tatsumi, Kyo Kageura. 
Japanese Controlled Language Rules to 
Improve Machine Translatability of Municipal 
Documents, MT Summit 2015, pp. 90 –103, 
Miami, November 2015 
（国際会議デモ）Rei Miyata, Masao Utiyama, 
Anthony Hartley, Cécile Paris, Kyo Kageura, 

Eiichiro Sumita. MuTUAL: An Authoring 
Support System for Municipal Text 
Multilingualisation, MT Summit 2015: 
Technology Showcase, Miami, Florida, 
November 2015 
2. その他 
・リサーチアシスタント, 東洋大学社会学部 
・インターンシップ, 情報通信研究機構（NICT）
ユニバーサルコミュニケーション研究所 多言語

翻訳研究室 
・国際会議プログラム委員（査読担当）, 28th 
Australasian Joint Conference on Artificial 
Intelligence (AI 2015) 
・有期技術員, 情報通信研究機構（NICT）先進的

音声翻訳研究開発推進センター 先進的翻訳技術

研究室 
 
（図書館情報学研究室 修士課程） 
〔高浪雅洋〕 
 本年度は，修士論文「高等学校における探究学

習の概念とその教育的意義に関する研究―京都市

立堀川高等学校における実践事例を通して―」の

執筆が中心的な研究となりました。修士論文では，

これまでの探究学習の歴史的変遷を辿るとともに，

実践報告にあらわれる高等学校における探究学習

の実相を整理した上で，堀川高校におけるフィー

ルドワークを通して，探究学習の現状を明らかに

しました。これらの文献研究と実践研究を通して，

高等学校における探究学習の概念とその教育的意

義に関する一つの考えを提示することができまし

た。次年度からは研究室を離れますが，修士課程

で明らかになった研究課題を引き続き念頭に置き

ながら，励んでまいりたいと思います。 
 
〔矢田竣太郎〕 
 昨年度に引き続き「『前読書家』の読書を触発す

る図書推薦システム」の研究開発を行っている。 
 6 月に徳島県で開催された言語理解とコミュニ

ケーション研究会（電子情報通信学会）にて「図

書に言及するツイートのクラスタリング分析によ

る類型化」を，12 月に韓国で開催された Asian 
Digital Library Conference で“Identification of 
Tweets that Mention Books: An Experimental 
Comparison of Machine Learning Methods”を，

それぞれ口頭発表した（いずれも影浦峡教授との

共同研究）。 
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 その他，国立情報学研究所高野研究室にて進捗

報告や論文輪講セミナーに継続的に参加したほか，

本学工学系研究科鶴岡研究室と合同でプログラミ

ング言語 Python の勉強会を企画・運営した。 
 また本年度は修士課程を 2 年目とし，修士論文

の執筆を行った。 
 
〔山田翔平〕 
 2015 年度は，研究の面では，修士論文に向けた

研究と修士論文の執筆に主に取り組んだ。修士論

文のタイトルは「百科事典の概念を構成する属性

を手がかりとした Wikipedia の分析」である。研

究の手法として文献のレビューを採用したことか

ら，文献の探索と批判的な検討に力を注いだ。ま

た，科研費研究費補助金の支援を受けた共同研究

も進め，日本のベストセラー図書の調査結果につ

いて分析をした研究成果を“A descriptive study of 
physico-symbolic traits of Japanese bestsellers 
since WWII”というタイトルで，Asia-Pacific 
Library and Information and Practice 2015にて

発表を行った。研究室の運営に関しては，オープ

ンラボ委員とワンデーセミナー委員を，高浪雅洋

さん，松尾有美さん，付雨菲さんらと務め，研究

活動の広報と研究室間の交流に寄与した。また，

図書館情報学研究室に必要な図書を選定する図書

委員が今年度より置かれることになったが，その

委員にも加わり，論文雑誌の書評のレビューを行

った。 
 
〔朱心茹〕 
 本年度より図書館情報学研究室の修士課程に入

学しました。卒業論文のテーマでもあった「書体」

及び「書体に含まれる言語以外の情報」に関心を

持ち，修士論文のテーマを定めるために関連する

先行研究を読み進めました。夏に受講した「障害・

発達・ケア・家族」という集中講義がきっかけと

なり，「ディスレクシアのための和文書体」という

テーマに取り組むことを決めました。後期からは，

先行研究における「文字の読みやすさ」の評価方

法を横断的に整理すること及びプログラミングの

手法で数値的に書体の形を操作することに力を入

れました。1 月に訪問したディスレクシア支援に

取り組む NPO で，研究の評価実験に協力してい

ただけることになりました。 
 個人研究のほかには，図書館情報学研究方法論

及び M1 研究ゼミナールで本の読み方，論理的な

考え方，資料の作り方，ペース・メイキングの仕

方など，研究における技術的な側面を学びました。 
 今後は修士論文執筆に向け，引き続き文献整理，

ツール作成，実験設計を進めていく予定です。 
 
〔宮本愛〕 
 今年度修士課程に入学した。今年度は，来年度

の修士論文執筆に向け「女性の図書館利用と婦人

閲覧室：戦前期日本における公共図書館を中心に」

というテーマを設定し，①婦人閲覧室という空間

の実態②女性利用者の階層と利用者数③女性の図

書館の利用目的を明らかにすべく，先行（関連）

研究の収集・整理，閲覧人数や貸出人数を知るこ

とができる統計資料（東京市立図書館編『東京市

立図書館一覧』1918～1919，1920～1921，1926
ほか），女性の図書館利用の実態を知ることができ

る雑誌記事・新聞記事（読売新聞，朝日新聞）等

の資料を中心に収集を行なった。また，総合ゼミ

等で自身の研究に関して教授や院生から様々なフ

ィードバックを得ながら，研究の進め方や方法論

について学んだ。来年度は，当時の教育制度や階

層構造など文化的・社会的背景の理解をより強固

なものにし，リサーチクエスチョン・研究意義を

明確なものにしつつ，収集資料の分析を中心に研

究を進めていく予定である。 
 
〔岩井美樹〕 
 本年度の研究活動は以下の通りです。 
・プログラミング勉強会の実施：他研究室の学生

とプログラミング勉強会を行いました。東北大学

乾・岡崎研究室が提供している言語処理 100 本ノ

ックの課題を解き，参加者同士で難しかった点や

工夫した点を共有しました。 
・卒業論文の学会発表：卒業論文「ニューラルネ

ットワークを用いた述語項構造概念ベクトルの学

習」をもとに，10 月末から上海で開かれた

PACLIC2015 にてポスター発表を行いました。 
・M1 ミーティング：M1 で月に 1 回集まって修

士 2 年間での研究について話し合いました。後期

は各自の研究テーマに関する論文紹介を行いなが

ら，それぞれの研究内容を具体化していきました。 
・修士論文研究テーマに関する情報収集：「専門用

語抽出」をキーワードに関連文献を検索し，論文

を参照しながら修士論文の研究に必要となる背景

知識や情報を整理しました。 
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〔唐麟源〕 
 本年度より，学際情報学府文化・人間情報学コ

ースの修士課程に入学しました。影浦研究室に所

属しています。大まかな関心は，国会答弁におけ

る言説です。本年度の研究活動は，研究対象の明

確化，方法論の確立および研究の学問領域におけ

る位置付けの確定を中心としていました。また，

先行研究の整理に関しては，日本の議会研究の整

理が一段落つき，現段階では，言説分析の概念整

理に取り組んでいます。 
 前期では，文化人間情報学の基礎と研究法を授

業を通じて学び，考えることを考えるための洋書

輪読ゼミナールに参加しました。後期では，主に

自分の研究に努めていました。前後期を通して，

プログラミング勉強会に参加し，実践的な課題に

取り組みながら，自然言語処理における基本的な

研究スキルを習得しました。また，修士 1 年生が

集うゼミナールで，ほかの領域からも刺激と知見

を受けました。 
 
（社会教育学・生涯学習論研究室 博士課程） 
〔豊田香〕 
 2015 年 1 月～12 月における研究・活動内容を

報告します。 
〈査読付き論文〉 
・（単著）「専門職大学院ビジネススクール修了生

による生涯学習型職業的アイデンティティの形

成：TEA 分析と状況的学習論による検討」『発達

心理学研究』26(4), 2015 年 12 月, pp. 344-357. 
〈学会発表〉 
・（ラウンドテーブル企画＋単独発表）企画名「成

人のアイデンティティの変容と発達が示す社会的

支援の介入のタイミングの検討―質的研究法

TEA を分析の枠組みとして」．単独発表タイトル

「専門職大学院ビジネススクールの学びにより変

容する職業的アイデンティティ」．日本発達心理学

会第 26 回大会，2015 年 3 月 20 日，東京大学本

郷キャンパス． 
・（会員企画＋単独発表）企画名「質的研究法を基

礎とした思考技術プログラム開発の試み：時間的

展望（過去・現在・未来）能力に着目したキャリ

ア発達支援ツール」．単独発表タイトル「社会人の

未来展望能力開発にむけた思考技術：未来等至点」

日本質的心理学会第 12 回大会，2015 年 10 月 3
日，宮城教育大学． 
・（単独発表）「専門職大学院ビジネススクールが

可能にする日本型グローバル人材像―ダブルルー

プ学習の限界，トリプルループ学習の可能性」人

材育成学会第13回年次大会，2015年12月13日，

中央大学多摩キャンパス． 
〈その他勉強会・活動等〉 
・（主催）「未来等至点キャリアデザインワークシ

ョップ」．2015 年 1 月 10 日．東京四谷レンタル

ルーム．専門職（医師・臨床心理士・大学教員・

企業マネジメント等）を対象とした，キャリアデ

ザインワーク開発のための試験的なワークショッ

プの開催。 
・（共同企画）質的研究法 TEA 東京勉強会の企画・

開催．2015 年 6 月 14 日．立命館大学東京サテラ

イトキャンパス． 
・（参加）第 4 回活動理論学会．2015 年 7 月 18
日．関西大学． 
・（共同企画）質的研究法 TEA 東京勉強会の企画・

開催．2015 年 8 月 6 日．東京大学本郷キャンパ

ス． 
 
〔中村由香〕 
 本年度行った研究活動は，以下の通りです。 
【論文・雑誌記事】 
・（共著）「シブヤ大学の沿革と活動」『社会教育』

827 号，2015 年 5 月号。 
・（共著）「調査結果の概要」，（単著）「多様な組織・

機関との連携・協働の状況」国立教育政策研究所

編『多様なパートナーシップによるイノベーティ

ブな生涯学習環境の基盤形成に関する研究（Ⅳ）：

中間支援組織調査（平成 26-27 年度プロジェクト

研究調査報告書）』（印刷中）。 
【学会発表】 
・（単）「育児期女性の社会参加とその支援方法に

関する研究」日本社会教育学会第 62 回大会，2015
年 9 月。 
【その他】 
・国立教育政策研究所生涯学習政策研究部  研究

補助者（2014 年 6 月～） 
・日本弁護士連合会法制部 法制第一課情報統計

室 研究員（2015 年 3 月～） 
・ニッセイ基礎研究所  研究アシスタント（2015
年 8 月～10 月） 
・生協総合研究所  研究員（2015 年 11 月～） 
 
〔大山宏〕 
 本年度行った研究活動は，以下の通りである。 
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1．論文 
・「都市青年による集団形成の意義―1960 年代か

ら 1980 年代の日本都市青年会議の取り組みに着

目して―」『生涯学習基盤経営研究』第 40 号掲載

予定 
2．書籍 
・『子ども NPO 白書 2015』（特定非営利活動法人

日本子ども NPO センター編，エイデル研究所，

2015 年 9 月）の編集及び執筆（pp. 122-127） 
3．報告書 
・東京大学大学院教育学研究科社会教育学・生涯

学習論研究室 内灘町社会教育調査チーム『住民

を主役にする公民館―内灘町公民館調査報告 3―』

（学習基盤社会研究・調査モノグラフ第 10 号）

2015，pp. 17-20（松尾有美と共著），71-74，94-97 
4．学会発表等 
・「子ども・若者支援専門職の基本理念」日本社会

教育学会第 62 回大会，2015 年 9 月（川野麻衣子，

南出吉祥と共同発表） 
5．その他 
昨年度から引き続き，東京都世田谷区の「岡さん

のいえ TOMO」に関わり，運営に関わる人々を対

象とした聞き取り調査等を実施している。 
 
〔金宝藍〕 
 本年度に行った研究・活動内容は以下の通りで

す。 
１．論文 
①韓国における「エネルギー自立マウル」運動と

その学習活動―「持続可能な社会」の創造に向か

う自己教育実践を手がかりに―, 日本社会教育学

会編年報『ESD と社会教育』第 59 集, pp. 101-111. 
②日韓の市民社会の胎動と社会教育(江頭晃子と

共同執筆)『東アジア社会教育研究』第 20 号,   
pp. 49-64. 
２．研究報告 
①「韓国における「地域共同体運動」の変遷過程

に関する一考察―教育と運動との関係性に着目し

て―」 日本社会教育学会第 62 回研究大会(自由研

究発表), 2015 年 9 月 19 日  
②「市民社会と社会教育との有機的・多面的結合

の可能性を模索するー東アジアにおける市民社会

の連帯に向けて」東アジア社会教育研究会第 217
回定例研究会, 2015 年 5 月 29 日 
③2015 年 3 月 1 日 上越地区社会教育主事会研修

セミナー『社会教育，我々は社会から何を学んで

おり，何を学ぶべきか－「市民の力」を育み，「市

民の力」に支えられる社会教育職員像をめざして

－』 
３．報告書 
①東京大学大学院教育学研究科 社会教育学・生涯

学習論研究室 内灘町社会教育調査チーム『住民を

主役にする公民館(学習基盤社会研究・調査モノグ

ラフ)』第 10 号, 2015 年 11 月 pp. 29-30, 44-47, 
78-81. 
②「韓国の平生教育・この 1 年」(呉世蓮,郭珍榮,
松尾有美と共同執筆)『東アジア社会教育研究』第

20 号, 2015 年 12 月, pp. 120-131. 
４．その他の活動 
①院生プロジェクト研究として，東京都文京区の

「街 ing 本郷」に関わり，院生主導のワークショ

ップと報告会を共同で企画・実施 
②定例研究会(「韓国生涯学習フォーラム,東アジ

ア社会教育研究会」など)に関わり，本の編集・執

筆・翻訳に参加 
③ソウル市・蘆原区, 銅雀区を活動基盤としてい

る地域の方々への聞き取り調査 
④釜山平生教育振興院の年刊便りに平生教育コラ

ムの執筆 
⑤翻訳：・梁炳賛,田光秀「韓国平生教育専担機関

の進化過程と地域化の試み」，公民館学会年報掲載

論文，・梁炳賛,田光秀「韓国の大学改革過程にお

ける「平生教育大学」の構想の可能性と課題」，和

歌山大学地域連携・生涯学習センター年報第 14
号の掲載論文 
 
〔山口香苗〕 
 本年度の研究成果は以下の通りです。 
（論文） 
・「台湾における初期社区大学の実態：台北市文山

社区大学の成立時期を中心に」『アジア教育学会』

第 9 号，2015 年。 
・「台北市における社区大学の実態：士林社区大学

からみる「公民社会」形成のアプローチ方法」『東

京大学教育学研究科紀要』第 55 巻，2016 年 3 月

発行予定。 
・「台湾の終身学習この１年：「終身学習法」改正

後の動向と「社会教育法」廃止」『東アジア社会教

育研究』第 20 号，2015 年。 
（学会発表） 
・「台湾における社区大学の特徴と課題：南港社区

大学を例に」社会教育学会第 62 回大会（於：首
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都大学東京）2015 年 9 月。 
・「台湾の社区大学における「公民社会」実現への

アプローチ方法：台北市文山社区大学の取り組み

を例に」アジア教育学会第 20 回研究例会（於：

早稲田大学）2016 年 2 月。 
 
〔相良好美〕 
 前年度に引き続き，個人研究ではニューカマー

青年の自己形成プロセスについての事例研究に取

り組みました。D1 より継続している学内 RA と

しての研究活動では，小中高における協調学習の

実践的研究や高大接続事業の企画運営に携わりま

した。2015 年 1 月～12 月の主な研究活動は以下

の通りです。 
【報告書(分担執筆）】 
・「現代社会を生きる青年たちの自己形成をめぐる

発達課題および有効な援助形態に関する探索的研

究」，平成 25～26 年度東京学芸大学大学院連合学

校教育学研究科院生連携研究プロジェクト研究成

果報告書（研究代表者：張愛子），2015 年 4 月 
・「教育方法の革新を踏まえた教員養成・研修プロ

グラムに関する調査報告書（担当箇所：第四章 教
職大学院プログラムの比較対照型事例研究，2.福
井大学の事例，pp. 107-129），平成 26 年度プロジ

ェクト研究（教員養成等の改善に関する調査研究）

報告書，国立教育政策研究所，2015 年 3 月 
・「平成 26 年度 高等学校における「多様な学習

成果の評価手法に関する調査研究」事業報告書」，

平成 26 年度 高等学校における「多様な学習成果

の評価手法に関する調査研究」事業報告書（研究

代表 三宅なほみ），大学発教育支援コンソーシア

ム推進機構，2015 年 3 月 
【研究報告等】 
・「文化間移動を経験したニューカマー青年の自己

形成プロセス―進路選択とアイデンティティ変容

に焦点を当てて」，東京 TEA 研究会，2015 年 8
月 
・「ニューカマー青年の自己形成機会と学習機会―

複線径路等至性アプローチ／ライフヒストリーグ

ラフの分析から―」，日本質的心理学会第 12 回研

究大会，一般公開シンポジウム（社会教育学会共

同企画），2015 年 10 月 
【その他の研究活動】 
① 院生プロジェクト研究として「NPO法人街 ing
本郷」の活動に継続して参加している。②東京大

学大学発教育支援コンソーシアム推進機構『高等

学校における「多様な学習成果の評価手法に関す

る調査研究」』リサーチアシスタント（2015 年 5
月～2016 年 2 月） 
③ 日本社会教育学会 研究担当幹事 プロジェク

ト研究「社会教育研究における方法論の検討」担

当，（2013 年 12 月～2015 年 9 月） 
 
〔杉浦ちなみ〕 
 卒業論文以来の課題意識を引き継ぎ，奄美大島

における地域文化の伝承活動について調査してい

ます。今年度は，学校教育高度化センター2014
年度若手研究者育成プロジェクトの成果をもとに，

「学校教育における地域文化の位置付けに関する

一考察 －奄美市立笠利中学校を対象に－」（同セ

ンター紀要第１巻所収）を発表しました。このほ

か，様々な共同研究に取り組んでいます。地域文

化研究会では，常民大学の実践や徳富猪一郎の大

江義塾について調査を行っています。また，新藤

講師や他の院生とともに翻訳にも取り組みました。 
 
〔西川昇吾〕 
・「この社会において人びとが，自分の人生を自分

にとって納得のいく形で進めていくにはどうすれ

ば良いのか」という，修士論文以来の課題意識を

引き継ぎ，とりわけ人びとの人生，あるいは生活

の中で大きな領域を占める「労働」や「働くこと」

についての研究を進めています。 
・前年度に引き続き，院生プロジェクト研究とし

て，東京都世田谷区の「岡さんのいえ TOMO」に

関わり，イベントの運営補助や，インタビュー調

査等を行いました。また前年度の活動をもとに報

告書を作成し，報告会を行いました。この内容は

モノグラフとして刊行される予定です。 
・長野県飯田市で行われた住民に対するアンケー

ト調査に関わり，主に住民の地域貢献意識に関わ

る項目について，分析結果をまとめました。これ

についてもモノグラフとして刊行予定です。 
 
〔須藤誠〕 
 昨年度に東京大学大学院新領域創成科学研究科

で修士号を取得し（修士（環境学）），今年度より

本コースの博士課程に進学しました。 
 年度前半は教育学的な知識と思考を習得する期

間と位置付け，研究科での講義に出席し研究上の

基礎の確立に努めると同時に，研究室における共

同研究活動として「岡さんのいえ」に関わりまし
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た。また，修士論文執筆時にフィールドとして関

わった三重県農村地域の社会福祉協議会について，

地域コミュニティの担い手にフォーカスを当てて

再検討する作業を行いました。加えて，分野横断

型の学位プログラムである「活力ある超高齢社会

を共創するグローバル・リーダー養成プログラム

（GLAFS）」に参加し，他分野を専門とする院生

とともにフィールドに赴き高齢社会における問題

を解決するための方法論を検討するとともに，こ

れまでの政策上・研究上それぞれの文脈を整理し

ました。 
 年度後半には年度前半に取り組んだことをアウ

トプットすることを意識し，本コース内のワンデ

ーセミナーにおいて高齢者コミュニティの担い手

について発表する機会を得たほか，国際的な高齢

社会政策における教育の位置付けられ方を考察し

た研究ノートを学内紀要に投稿しました。さらに，

GLAFS における共同研究の一環として，首都圏

近郊における高齢者の地域活動を促進する方法論

を検討し年度末の学内シンポジウムで発表する予

定です。 
 
〔松田弥花〕 
 本年度は博士課程に進学したと同時に，「活力あ

る超高齢社会を共創するグローバル・リーダー養

成プログラム（GPinG: GLAFS）」に参加し，ジ

ェロントロジーを副専攻として専攻し始めた。4
月に修士論文（「スウェーデンの Socialpedagogik
に関する研究―民衆大学における「教育福祉」的

実践を対象に―」）の成果を，「北欧教育研究会」

（於：金沢大学）で報告し，さらに一部をまとめ

直し「社会教育学研究」（第 52 巻第 1 号）へ投稿

した（査読結果未定：執筆時）。2016 年 2 月には，

学内の「グローバル・リーダー育成：スウェーデ

ン研修プログラム」において共同発表を行い（於：

ストックホルム大学），同年 3 月には「The Nordic 
Educational Research Association: NERA2016」
（於：ヘルシンキ大学）で発表する予定である（査

読通過済み）。その他，研究室内における共同研究

にも継続的に参加しており報告書を執筆したと同

時に，副専攻においても共同研究を行っている。 
 
（社会教育学・生涯学習論研究室 修士課程） 
〔藤倉皓一郎〕 
 本年度の主な活動は次の 3 つである。 
 第一に，修士論文「地域社会における活動集団

の参加促進要因についての考察－文京区における

町内会とまちづくり NPO を題材にして－」を執

筆した。地域社会における人々の参加を考えるべ

く，そこで活動する集団に着目し，「組織面」と「活

動面」から人々の参加を促す要因について考察し

た。具体的には東京都文京区における町内会とま

ちづくり NPO に着目し，参与観察とインタビュ

ー調査，資料の分析を行った。 
 第二に，ゼミ活動である。社会教育学・生涯学

習論研究室のゼミでは，社会教育学領域の文献を

講読し，議論をすることで見識を深めるともに，

ものごとの背後にあることを考え，より大きな視

野で見る訓練を積んだと思う。図書館情報学研究

室のゼミでは，本の読み方を学ぶとともに，考え

るということ，わかるということについて体感し

つつ，思考の基盤となる部分を鍛えた。 
 第三に，各地の調査，実践に参加した。まず

NPO 法人街 ing 本郷で活動を行った。個人的には

2013 年度から，院生プロジェクトとしては昨年度

から参加している。院生プロジェクトとしてはワ

ークショップを実施し，報告書を執筆した。個人

としては「ひとつ屋根の下プロジェクト」の活動

を担った。次に，昨年度キッザニアでの調査に参

加し，本年度報告書としてまとめた。また，昨年

度に引き続き，岩手県大槌町を訪問した。 
 
〔堀本暁洋〕 
 本年度は特に修士論文『劇場・音楽堂の管理運

営計画の検討過程における住民参加 ―埼玉県富

士見市民文化会館開館までを対象に―』の執筆に

取り組んだ。劇場・音楽堂の運営計画を住民参加

によって検討する段階に着目し，過程で行われた

活動の実態と参加主体の関係を明らかにした。ま

た，この過程が住民の学び育つ場と位置づけられ

ることなどについて考察を深めた。 
 その他，本年度は以下の活動を行った。①院生

プロジェクトで NPO 法人「街 ing 本郷」の活動

に参加し，ワークショップを実施，報告書を執筆

した（刊行予定）。②柏市高柳でのキッズセミナ

ー・楽器づくり講座にて，講師として子どもたち

と製作，発表を行った（報告書執筆中）。③地域文

化研究における常民大学研究に参加し，鎌倉柳田

学舎（鎌倉市）への調査を行った。④第 55 回社

会教育研究全国集会の分科会報告を執筆した。「第

18 分科会 地域文化の創造と社会教育」（『第 55
回社会教育研究全国集会（東北盛岡集会）報告書』
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社会教育推進全国協議会，2015年11月，pp. 91-93）
⑤新藤講師のもと，海外文献の翻訳活動に取り組

んだ。 
 
〔松尾有美〕 
 本年度の研究活動は以下のようである。 
＜執筆＞ 
1. 東京大学大学院教育学研究科社会教育学・生涯

学習論研究室内灘社会教育調査チーム 
『住民を主役にする公民館―内灘町公民館調査報

告 3―』（学習基盤社会研究・調査モノグラフ第

10 号）2015 年 11 月，pp. 17-20（大山宏と共著），

pp. 37-40，pp. 52-58，pp. 84-87（浦綾乃と共著）. 
2. 呉世蓮・金宝藍・敦珍榮・松尾有美「韓国平生

学習・この 1 年」『東アジア社会教育研究』20 号，

2015 年 12 月，pp. 120-131. 
3. 修士論文「韓国における共同育児に関する研究

―育児プマシの持つ「共同」の精神に着目して―」

2015 年 3 月. 
 韓国において共同育児をしようと母親たちが集

まることが近年なぜ増えてきているのかを探るた

め，共同育児の一形態である育児プマシ（日本で

いう子育てサークル活動や自然保育）で見られる

母親たちの「共同」に着目し，育児プマシにおい

てどのような「共同」が行われているのかについ

て考察した。 
＜その他＞ 
・院生プロジェクト研究：東京都世田谷区「岡さ

んのいえ TOMO」で，昨年度に引き続きイベント

の運営補助や企画を行なった（通年）。 
・ものラボワークショップ in 高山：岐阜県高山市

での小学生対象のワークショップにスタッフとし

て参加した（8 月，10 月）。 
・高柳キッズセミナー2015：堀本暁洋と楽器作り

講座の講師として，また工作講座のスタッフとし

て参加した（8 月）。 
・修士論文の執筆のために，韓国ソウル市の共同

育児活動団体へインタビュー調査を行なった（9
月）。 
・ものラボワークショップ in ハッピーテラス：発

達障がいを抱える児童と粘土工作やダンボールハ

ウス作りを通して共同作業を行なった（1 月）。 
 

〔大野公寛〕 
 今年度は 4 月より修士課程へ進んだが，研究の

関心は卒業論文の時点と変わらず学校と地域の関

係というところにある。卒業論文では教育を核と

した地域づくりの実践を扱ったが，地域とはどの

ようなものであるかを明確化できないという課題

が残った。また近年，過疎化，少子化，財政難な

どの課題に直面する自治体において，学校が地域

の存続要件や資源と捉えられることで，地域活性

化の文脈で学校と地域との協力が進んでおり，学

校を核とした地域づくりの実践が増えてきている

という状況がある。以上から，＜学校―地域＞関

係において「地域」をどのようなものとして捉え

たらよいのかという大きな問いを持ちながら，＜

学校―地域＞関係のなかでこれまで「地域」がど

のようなものとして語られてきたかということに

ついて文献をあたって見ていきたいと考えている。 
 
〔末光翔〕 
 精神障害者家族の自助グループによる学習活動

「家族による家族学習会」を対象に，先行研究の

レビューや調査枠組みの検討を行っていました。 
 「家族による家族学習会」とは，精神障害者の

日常的な支援者である家族を対象にした学習プロ

グラムです。家族のエンパワメントや，障害者家

族としてのスティグマからの解放，学習会を通じ

た仲間づくりが主な目的です。同じ立場にある家

族が中心になって 10 年前から開発・実施し，全

国的な普及を進めています。 
 その中でも特に，学習会の質を自分たちで高め

ていく「振り返りの場」に着目して家族の方々へ

の調査をお願いしています。 
 「振り返り」は「実践記録」と共に，社会教育

における質証明（評価）のあり方として議論され

ています。これを学習会に当てはめ，家族がこれ

まで行ってきた「振り返り」の取り組みを明らか

にしつつ，学習会の質改善の契機として位置づけ

直したいと考えています。 
 
〔丹田桂太〕 
 2015 年 4 月に修士課程に入学し，ゼミや講義

を通して社会教育学研究に関わる基本的な研究視

角や方法論について学ぶことで，修士論文執筆に

向けての準備を行った。個人研究のテーマとして

は，若年「地方」出身者の「地元」におけるキャ

リア形成に関心を持っており，今年度は関連する
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先行研究にあたりつつ，合計 9 名の「地方」出身

の若年者へ聞き取り調査を行った。また学部時代

から今年度前期までの成果を，2015 年 9 月につ

くば国際会議場にて開かれた国際キャリア教育学

会のシンポジウム企画で報告した（「地方都市から

考える日本の学校から労働市場の移行と支援」（植

上一希，藤野真，寺崎里水と共同発表），IAEVG 
International Conference，2015 年 9 月）。 
 また，学部ゼミ（社会教育学演習）にて行われ

た長野県飯田市でのフィールドワークに参加し，I
ターン女性への聞き取り調査および報告書の執筆

を行った。 
 
〔永野恵〕 
 本年度より修士課程に進学した。院ゼミや講義

では，社会教育・生涯学習の歴史や基本的な視点，

国際的な動向や，研究の方法論等について学習し

た。学部ゼミでは，長野県飯田市のフィールドワ

ークに参加し，さらに追加調査ではインタビュー

を実施して飯田市の文化活動を支える人々の意識

についての報告書を執筆した。8 月には千葉県柏

市との共同企画「キッズセミナー」に参加し，「東

大生の寺子屋」の講師として小学生と一緒に勉強

をして報告書にまとめた。また院生プロジェクト

では東京都世田谷区の「岡さんのいえ TOMO」の

活動に関わらせていただき，地域住民の皆さんと

各種イベントや講座に参加した。 
 個人研究テーマに関連しては，文化ホールの公

共性に関心を持っており「ホール」や「公共性」

についての先行研究に当たり整理するとともに，

全国公文協や文化ホールの運営に関わる方々を訪

問し，お話を伺う機会をいただいた。今後さらに

テーマの絞り込みと資料の収集，聞き取りなど行

なっていく予定である。 
 
（社会教育学・生涯学習論研究室 研究生） 
〔楊 映雪〕 
 本年度は，９月より研究生として入学して，ゼ

ミでの文献講読と討論を通じて，社会教育学研究

の視点や方法，理論や研究枠組みを学んだ。そし

て専門分野の知識を深めながら，修士入試の準備

も行っている。ゼミの内容に関しては，社会教育

福祉について勉強して，「教育」や「福祉」とは何

を意図するのかを意識しながら，「国家」，「社会」，

「権利」とは何かについて深く考え始めた。また，

『教育学研究』特集の講読を通じて，エビデンス

の概念，教育学にとってのエビデンスについて勉

強して，論理的・批判的な思考力を高めた。その

ほか，ゼミ発表を通じて，文献要約の書き方や発

表の仕方も勉強になった。 
 個人研究としでは，研究関心である上海市の「広

場舞」現象から，中国の都市部における中高年女

性のレジャーに関する研究について関連資料を収

集した。これからテーマを明確化するため先行研

究をしながら，一つの側面を取り上げ研究計画を

立てるつもりである。また，ゼミを通じて，社会

教育だけでなく，教育学，日本社会に関する知識

や知見は足りないと痛感し，これからはたくさん

の文献を通読して，幅広い知見を広めるつもりで

ある。 
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学位論文 
 
博士論文 
2015 年 9 月（課程博士） 
金昭英「学校図書館における自由研究の現状分

析―千葉県袖ケ浦市の「読書教育」を例にして

―」 
 
修士論文 
2016 年 3 月 
高浪雅洋「高等学校における探求学習の概念と

その教育的意義に関する研究―京都市立堀川

高等学校における実践事例を通して」 
 
矢田竣太郎「「前読書家」の読書を触発する図

書推薦システム―理念設計及び図書に言及す

るツイート識別器の開発」 
 
山田翔平「百科事典の概念を構成する属性を手

がかりとした Wikipedia の分析」 
 
藤倉皓一郎「地域社会における活動集団の参加

促進要因についての考察―文京区における町

内会とまちづくり NPO を題材にして―」 
 
堀本暁洋「劇場・音楽堂の管理運営計画の検討

過程における住民参加―埼玉県富士見市民文

化会館開館までを対象に―」 
 
松尾有美「韓国の共同育児に関する研究―育児

プマシの持つ「共同」の精神に着目して―」 
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図書館情報学研究室教員・院生一覧 
 
教授 影 浦   峡 
 
客員教授 根 本   彰 
 吉 田 右 子 
 
客員 Anthony Hartley 
 
博士課程 崔   英 姫 
 蘇   懿 禎 
 井 田 浩 之 
 高 橋 恵美子 
 宮 田   玲 
 志 村 瑠 璃 
 
修士課程 高 浪 雅 洋 
 矢 田 竣太郎 
 山 田 翔 平 
 朱   心 茹 
 宮 本   愛 
 岩 井 美 樹（学環） 
 唐   麟 源（学環） 
 
研究生 韓   尚 珉 
 
社会教育学・生涯学習論研究室教員・院生一覧 
 
教授 牧 野   篤 
 
准教授 李   正 連 
 
講師 新 藤 浩 伸 
 
特任助教 松 山 鮎 子 
 古 壕 典 洋 
 
博士課程 王   美 璇 
 豊 田   香 
 中 村 由 香 
 侯   婷 婷 
 丁     健 
 大 山   宏 
 金   宝 藍 
 中 川 友理絵 
 山 口 香 苗 

 相 良 好 美 
 杉 浦 ちなみ 
 西 川 昇 吾 
 須 藤   誠 
 松 田 弥 花 
 
修士課程 藤 倉 皓一郎 
 堀 本 暁 洋 
 松 尾 有 美 
 付   雨 菲 
 大 野 公 寛 
 末 光   翔 
 丹 田 桂 太 
 永 野   恵 
 
研究生 詹     瞻 
 楊   映 雪 
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